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Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

＜公害健康被害補償業務＞ 

１．汚染負荷量賦課金の徴収

■中期目標 

（１）汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

汚染負荷量賦課金の適正・公正な徴収を図り、収納率を平成 24 年度実績の水準を維持する

ことにより、補償給付等の支給に必要な費用を確保すること。 

また、汚染負荷量賦課金の徴収については、納付義務者からの申告額の修正の原因等につい

て分析を行うなど適切な対策を講じること。 

（２）汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的実施 

徴収関連業務については、前中期目標期間に引き続き、競争の導入による公共サービスの改

革に関する法律（平成 18年法律第 51 号）に基づく民間競争入札を活用する。 

また、汚染負荷量賦課金の申告については、オンライン申告等の電子申告の比率を本中期目

標期間中に 70％以上の水準に引き上げることを目標としてオンライン化を推進することによ

り、委託費の縮減等、業務の効率化を図ること。 

（３）納付義務者等に対する効果的な指導及び提供するサービスの向上 

納付義務者に対して申告・納付に係る効果的な指導を図るとともに、汚染負荷量賦課金徴収

関連業務の委託事業者に対する、適切な指導を行うこと。 

■中期計画 

公害健康被害者（被認定者）への補償給付等に必要な費用の一部をばい煙発生施設等設置者又

は特定施設等設置者から徴収（汚染負荷量賦課金、特定賦課金）し、それらを公害に係る健康被

害発生地域の都道府県等に納付する業務を行う。 

（１）汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

① 補償給付等の支給に必要な費用を確保するため、委託事業者への効果的指導及び納付義務

者からの相談、質問事項等に的確に対応することにより、汚染負荷量賦課金の申告額に係る

収納率 99％以上を維持する。 

② 納付義務者からの適正・公正な賦課金申告に資するため、申告額の修正が発生する原因等

について分析し、適切な対策を講じるとともに、平成 24 年度実績に比し 50％増の実地調査

等を計画的に実施する。 

（２）汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的実施 

① 徴収関連業務について、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年

法律第 51号）に基づく民間競争入札を活用した契約により、平成 24年度実績に比し、平成

30 年度末までに５％以上の委託費の縮減を図る。 

② 汚染負荷量賦課金の申告については、オンライン申告等の電子申告の比率を平成 30 年度

末までに 70％以上とし、業務の効率化を図る。 

（３）納付義務者等に対する効果的な指導及び提供するサービスの向上 

① 納付義務者からの相談及び質問等に的確に対応するとともに、納付義務者の利便性の向上

を図るため、汚染負荷量賦課金に係るシステム等の見直しを行う。 

② 汚染負荷量賦課金の徴収関連業務が円滑に進むように、委託事業者に対し委託業務の点

検・指導、担当者研修会を行うなど、的確に業務指導を実施する。 
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■平成 29 年度計画 

（１）汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

① 補償給付等の支給に必要な費用を確保するため、委託事業者への効果的指導及び納付義

務者からの相談、質問事項等に的確に対応するとともに、特に、引き続き多くの企業が厳

しい経営環境にある中で、高い申告率・収納率確保のために、以下の対応を行う。 

ア．納付義務者に対しては、申告及び納付期限の遵守について指導を行うとともに、未申

告納付義務者に対し委託商工会議所及び機構において、電話、文書及び現地訪問等によ

る申告・納付督励をさらに強化する。 

イ．未納の納付義務者に対しては、「汚染負荷量賦課金の徴収・納付に係る督励事務手引」

により、個々の事案に応じ機構が法令に基づき取り得る措置を講じる。 

これらの取組により、廃業や破産等の手続中のものを除き、100％収納を確保する。 

② 納付義務者からの適正・公平な賦課金申告に資するため、申告額の修正が発生する原因

等について分析し、適切な対策を講じるとともに、平成 24 年度実績（63 件）に比し中

期計画の目標である 50％増（95 件以上）の実地調査を計画し実施する。 

（２）汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的実施 

① 徴収業務に係る委託業務契約（民間競争入札）においては、平成 24 年度実績に比し、

本年度においても５％以上の委託費の縮減を達成する。 

② オンライン申告等の電子申告を推進するため、「オンライン申告促進計画」を策定し、

申告納付説明・相談会等の場において具体的な利用方法や利便性、情報セキュリティの信

頼性等について説明する。また、業界団体等に対し、傘下事業主等への利用促進のための

周知・広報について協力要請を行うほか、用紙申告及びＦＤ・ＣＤ申告の納付義務者への

直接訪問等により利用の促進を図る。 

 中期計画に掲げた電子申告率 70％以上の目標は、平成 28年度に申告件数・申告金額と

もに２年前倒しで達成しており、引き続き、オンライン申告等の一層の普及及び定着に向

けた取組を行う。 

（３）納付義務者等に対する効果的な指導及び提供するサービスの向上 

① 納付義務者に対するサービスの向上を図るために、以下の取組を行う。 

ア．納付義務者のニーズを踏まえ、汚染負荷量賦課金の納付について徴収・審査システム

とマルチペイメントネットワークを接続することにより、インターネットを利用した電

子納付（Pay-easy（ペイジー）収納サービス）を平成 30 年 1 月から導入し、平成 30 年

2 月の第 4期分の納付に適用できるようにする。 

イ．「申告・納付の手続き」及び「申告書類作成マニュアル」について、納付義務者から

の照会事項、意見等を把握し、改修する。 

ウ．申告の手続などを説明した動画サイトを申告納付説明・相談会等を通じて、納付義務

者に周知する。 

エ．申告手続の一層の効率化、迅速化を図るため、納付義務者の意見・要望を把握し、オ

ンライン申告システムの改修を行う。また、納付義務者の法人情報に関して、他の機関

情報システムでのサイバー攻撃による情報漏えいの事案の発生を踏まえ、当該システム

に係る情報セキュリティ対策の強化、標的型メール攻撃などのインシデント発生防止に

向けた措置を講じるとともに、情報を取り扱う職員研修の充実を図る。 
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オ．委託商工会議所と連携して納付義務者からの問合せに適切に対応し、公害健康被害補

償制度についての共通の理解と認識を深める。また、前年度までの申告において誤りの

多かった事項についての対応策を講じるとともに、説明・相談会などを通じて徹底を図

る。 

② 汚染負荷量賦課金の徴収関係業務を円滑に推進するため、以下の取組を行う。 

ア．納付義務者が制度や申告の手続について、正しく理解してもらえるよう委託商工会議

所担当者を対象に、徴収業務の点検・指導方法を習得するための担当者研修会を開催す

る。 

イ．委託商工会議所との連携を図りつつ、申告・納付が的確に行われるよう全国各地で申

告納付説明・相談会を開催する。また、同説明・相談会参加者にアンケート調査を実施

し、意見・要望を把握する。

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法律第 111 号）第 52条～第 57条、第 62条 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

＜その他の指標＞ 

● 汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

● 納付義務者等に対して提供するサービスの向上 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期

間 最 終 年 度 値

等) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

汚染負荷

量賦課金

の適正・公

平な徴収 

申告額に係

る 収 納 率

99％以上を

維持 

99％以上 99.981％ 99.997％ 99.986％ 99.988％ 

実地調査の

確実な実施 

平成24年度実績

に比し 50％増

（95事業所） 

58％増 

(100 事

業所) 

65％増 

(104 事

業所) 

70％増 

(107 事

業所) 

70％増 

(107 事

業所) 

汚染負荷

量賦課金

徴収業務

の効率的

実施 

徴収業務に

係る委託費

の縮減 

平成24年度実績

に比し平成30年

度末までに 5％

以上の縮減 

8.61％ 8.69％ 8.33％ 8.71％  

電子申告の

促進 

電子申告の比率

を平成30年度末

までに 70％以上 

68.2％ 69.8％ 71.0％ 71.8％  
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＜評価の視点＞ 

● 被認定者に対する補償給付費等の財源のうち 8 割を占める汚染負荷量賦課金を確実かつ

適正・公平に徴収するとともに、賦課金を申告・納付する納付義務者の事務処理の効率化等

を図るための質の高いサービスを提供すること 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

  Ｂ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収を現す申告率・収納率は、数値目標を上

回る水準を達成しており、制度への理解を得ることが困難となってきた状況において機構の不断

の取組を反映したものであること、実地調査件数及び委託費縮減は数値目標を大幅に上回る水準

であること、電子申告率も中期計画に定める目標を前倒しで達成したこと並びに納付義務者の意

見・要望に基づき、質の高いサービスを提供するための様々な取組を行ったことから、自己評定

を「Ｂ」とした。 

● 制度発足後 40 年が経過し本制度の理解が得られにくくなっており、また、多くの企業が厳

しい経営環境にある中、粘り強い対応を行い、申告率・収納率とも 99％を上回り、特に収納率

は中期計画に定める目標を上回る 99.988％であり、破産等の特別な要因を除くと 100％に近い

数値を確保していることは、顕著な成果である。 

● 申告内容の適正を確保するため、実地調査を計画的に実施し、平成 24 年度実績（63 件）に

比し 50％増（95 件）の目標を大幅に上回る 70％増（107 件）の調査を実施した。 

● 民間競争入札による徴収業務に係る委託費については、平成 24年度比 8.71％の縮減を実現

した。その結果、中期計画に定める目標（5％）を大幅に上回り、目標に対する達成度は 174％

となった。 

● 納付義務者の利便性を高めるオンライン等による電子申告の推進については、オンライン申

告促進計画を定め、「オンライン申告セミナー」の開催、個別事業所へのオンライン申告の推

奨など積極的な取組を行った結果、中期計画に定める電子申告率 70％の目標を前倒しで達成し、

申告件数で 71.8％、申告金額で 91.6％を確保することができた。 

● 納付義務者のニーズに基づき、汚染負荷量賦課金納付のペイジー（電子納付）の利用を平成

30 年 1 月から開始し、納付義務者の利便性や効率性を高めた。 

■課題と対応 

● 厳しい経済状況の中で、補償給付費等の財源である汚染負荷量賦課金の申告・納付について

の納付義務者の理解と協力を得て高い申告率・収納率を確保することができた。また、未申告

納付義務者に対しては、粘り強い督励の実施により高い水準を維持した。今後も効果的な督励

手法を確立し対応していく。 
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● 納付義務者からの要望が高かったインターネットを利用した電子納付の利用を開始した。今

後、収納金融機関の拡大やペイジーの利用促進のための周知に力を入れていく。 

● 申告・納付を行う納付義務者の担当者が適正に申告が行えるように、引き続き分かりやすい

資料等が提供できるよう見直しを行うなど、質の高いサービスを提供していく必要がある。今

後も納付義務者のニーズを的確に把握し、各種の取組を行っていく。 

■主要な業務実績 

（１）汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収 

① 被認定者に対する補償給付費等の支給に必要な費用を確保するため、委託事業者に対し

効果的な指導を行い、納付義務者からの相談、質問事項等に的確に対応するとともに、多

くの企業が厳しい経営環境にある中で、高い申告率・収納率確保のために、以下の対応を

行った。 

ア．未申告納付義務者に対する申告督励の実施

汚染負荷量賦課金申告を期日（５月 15 日）までに行わない未申告納付義務者（以下「未

申告者」という。）に対し、委託商工会議所及び機構において、電話、文書及び現地訪問

等による申告督励を行った。 

その結果、納付義務者数 8,223 件の事業所のうち、未申告者は 391 事業所であったが、

法に基づく重要な制度であること、厳しい経済状況ではあるが申告・納付が必要であるこ

となどを粘り強く丁寧に説明した。その結果、未申告者のうち 355 事業所が申告に応じ、

清算結了等で納付義務の消滅した５非該当事業所を除いた 31 事業所（0.4％）まで未申告

者を縮小させ、99.6％と高い申告率を確保している。 

また、「汚染負荷量賦課金未申告事業者に関する事務処理マニュアル」に基づき、個々

の未申告者の実情に応じた対策を行っているところである。 

＜未申告者に対する督励の実施結果（平成 30 年 3月末現在）＞ 

区  分 
督励対象 

事業所数 

申告に 

応じた事業所数 

非該当 

事業所数 

商工会議所による督励

（６/14 まで） 
391(430) 312（340） 0(0) 

機構による督励 

６/15 以降 
79(90) 43（43) 5(9) 

督励実施後 

未申告事業所数 
31(38) 

※（  ）書きは、平成 29 年３月末の数値 

イ．未納の納付義務者に対する納付督励の実施 

法律、内部規程及び「汚染負荷量賦課金の徴収・納付に係る督励事務手引」に基づき、

賦課金を納付しない納付義務者（以下「滞納事業者」という。）に対する納付督励を行っ

た。 
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（ア）現事業年度分 

・ 電話による督励を 135 件の滞納事業者（納付期限までに納付していない者及び未申

告事業者が申告後、当月中に納付していない者）に対して行った。 

・ 現地訪問による督励を３件行った。 

以上の取組により、132 件の収納を行った。これらの取組の結果、納付計画、破産手

続中の３件を除き全て収納を完了し、3月末で収納率は 99.988％となった。 

＜汚染負荷量賦課金の収納状況（平成 30 年３月末現在）＞       （単位：千円、％）

年度 計画額（a） 申告額（b） 収納済額(c) 

計画額に対

する申告率 

(d=b/a*100) 

申告額に対す

る収納率 

(e=c/b*100) 

平成 29 年度 

(31,106,120) 

 30,895,901 

(31,179,114) 

 30,904,219 

（31,174,811） 

 30,900,390 

（100.234） 

 100.027 

（99.986） 

 99.988 

    ※（  ）書きは、平成 29 年３月末の数値 

（イ）過年度分 

・ 期首８件の滞納事業者については、納付督励により１件、納付計画に基づき１件の

滞納が解消し、１件は分割により支払中で、残り５件のうち４件が破産手続中である。 

（資料編 P1＿補償 1 公害健康被害補償制度の概要） 

（資料編 P2＿補償 2－① 汚染負荷量賦課金申告件数及び申告額の年度別推移） 

  （資料編 P2＿補償 2－② 汚染負荷量賦課金の業種別申告額の年度別推移） 

   （資料編 P3＿補償 3 都道府県別汚染負荷量賦課金の徴収決定状況） 

② 申告内容の審査及び実地調査の実施状況 

汚染負荷量賦課金の適正・公正な申告を確保するため、申告書の内容を審査するととも

に、申告内容を詳細に確認する必要があるものは実地調査を行った。 

ア．申告書審査による修正及び更正の状況（平成 30年３月末現在）  

申告内容を審査した結果、賦課金額に誤りがあり修正及び更正処理を行った件数は次表

のとおりである。 

（単位：件） 

 区分 机上審査 実地調査 計 

当年度修正 29 6 35 

当年度更正 39 3 42 

過年度修正 1 22 23 

過年度更正 1 19 20 

計 70 50 120 
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イ．実地調査の状況 

実地調査件数については、平成 24 年度実績（63 件）に比し 50％増（95 件）とする目

標に対し、平成 29 年度においては目標を上回る 70％増（107 件）の調査を完了した。 

なお、実地調査においては、製造工程及びばい煙発生施設等の稼働状況の説明を受け、

施設や排ガス工程を現場で詳細に確認している。さらに、申告書作成の根拠となった原始

帳票類（107 事業所×5年間分＝535 件）を精査するなど、申告内容を詳細に調査した。 

その結果、賦課金額に変更があるものは、修正及び更正処理を行うとともに、適切な申

告となるよう指導を行った。 

なお、修更正が発生する原因等を分析した結果、転記誤り、端数処理誤りなど誤りが多

かった内容については、翌年度の申告納付・説明相談会において注意喚起している。 

平成 29 年度に実地調査を実施した 107 事業所の業種別内訳

平成 29 年度の実地調査における指導内容

合計

104件

合計

107事業所
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（資料編 P4＿補償 4 申告書等の審査・実地調査箇所の選定及び指導内容等） 

（２）汚染負荷量賦課金徴収業務の効率的実施 

① 徴収業務に係る委託費の縮減 

汚染負荷量賦課金の申告・納付に当たっては、民間競争入札の結果、日本商工会議所に

徴収業務の一部を委託した上で各地の商工会議所と連携し、申告納付説明・相談会の開催、

申告書類の収受、簡易な申告・納付に係る相談、未申告者への督励を行っている。 

平成29年度徴収業務に係る委託費については、次表のとおりであり、中期計画に定める平

成24年度比５％減を大幅に上回る8.71％を縮減した。 

＜委託費の縮減（平成30年３月末現在）＞             （単位：円、税抜）

平成 24年度 
平成 28年度 

(平成 24年度比縮減率) 

平成 29年度 

 (平成 24年度比縮減率) 

169,507,228 155,379,659(▲8.33％)  154,740,035 (▲8.71％) 

② オンライン申告の促進 

平成 28 年度までの取組により、平成 29年度申告では、電子申告率は 71.8％に達し、申

告件数・申告金額で 70％以上を前倒しで達成しこの水準を維持しており、引き続き定着に

向けた取り組みを行っている。 

平成 29 年度は、「オンライン申告促進計画(９月５日)」を策定し、「納付義務者の要望・

ニーズを把握・整理し、オンライン申告を行う可能性がある事業所には積極的にオンライン

申告を促し、電子申告率70％以上の水準を維持する｣との目標を定め、各種取組を実施した。 

（資料編 P6＿補償 5 平成 30年度算定様式雛型ファイルのダウンロードの開始について） 

ア．オンライン申告セミナーの開催 

用紙申告並びにＦＤ・ＣＤ 

申告を行っている事業所担当 

者だけでなく、オンライン申告 

に不慣れな方にも理解しても 

らうため、オンライン申告事業 

所担当者も対象に、オンライン 

申告セミナーを開催した。 

平成 29 年度は、平成 28年度 

参加の多かった７地域及びアン 

ケートで参加希望の多かった８ 

地域を追加し、商工会議所の協力を得て、10月から12月の間に開催した。（開催地域:15、

参加者 193 名、平成 28年度 15地域、126 名） 

（資料編 P7＿補償 6 オンライン申告セミナー開催のご案内） 

イ．徴収・審査システムの改修の検討 

今後利用の増加の可能性がある現在推奨以外のウェブブラウザ(GoogleChrome)への

対応を検討するとともに、平成30年度の実施に向け、改修規模、費用対効果などを含め

た調査を行った。 

オンライン申告セミナー 名古屋会場 
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ウ．オンライン申告から用紙申告又はＦＤ・ＣＤ申告に、ＦＤ・ＣＤ申告から用紙申告に移

行した事業所への対応 

    平成29年度、オンライン申告から用紙申告又はＦＤ・ＣＤ申告に移行した事業所(69件)

及びＦＤ・ＣＤ申告から用紙申告に移行した事業所(９件)に対し、アンケート調査を実施

した。今後はオンライン申告への再移行の方策とその対応可能性を検証の上、実施に向け

取り組んでいく。 

○ アンケート内容 

（ア）申告方式を変更した理由（主な意見） 

・社内セキュリティが強化され、zipやマクロが有効なExcelファイルが使用できなく

なった。 

  ・インターネット環境が分断され、インターネット用のPCが使用できなくなった。 

  ・人事異動時の引き継ぎが遅れ対応できなかった。 

・パソコンのスキルに自信がなかった。（セミナーに参加希望） 

（イ）オンライン申告を再度行うための条件等 

  ・推奨ブラウザ以外のブラウザへ対応してほしい。 

・zipやマクロを強制的に無効化する仕組みについて、工場、事業場のセキュリティ

管理者に、賦課金申告関係のファイルに限り無効化されないようにしてもらう。 

エ．個別事業所へのオンライン申告の推奨 

  対象工場が30以上ある事業者において、５事業所以上オンラインで申告している事業

者を選定し、用紙申告またはＦＤ・ＣＤ申告の事業所80件に対し、オンラインでの申告

を電話で慫慂した。 

そのうち８件については、慫慂の結果、オンライン申告セミナーに参加した。 

オ．実地調査におけるオンライン申告の推奨 

実地調査に際して、用紙又はＦＤ・ＣＤで申告している事業所（31件）に対し、オンラ

インでの申告を依頼した。 

＜申告方式別の申告件数及び申告金額（平成30年３月末現在）＞    （単位：件、％、千円）

※ 平成 28年度は平成 29年３月末の数値。 

区分 

平成 28年度 平成 29年度 

件数 構成比 申告金額 構成比 件数 構成比 申告金額 構成比 

オンライン申告 5,205 63.3 23,068,521 74.0 5,308 64.6 24,490,807 79.2 

ＦＤ・ＣＤ申告 631 7.7 5,454,694 17.5 591 7.2 3,832,604 12.4 

電子申告 5,836 71.0 28,523,215 91.5 5,899 71.8 28,323,411 91.6 

用紙申告 2,393 29.0 2,655,899 8.5 2,312 28.2 2,580,808 8.4 

合計 8,229 100.0 31,179,114 100.0 8,211 100.0 30,904,219 100.0 
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（３）納付義務者等に対する効果的な指導及び提供するサービスの向上 

① 納付義務者に対するサービスの向上 

納付義務者に対し、申告事務の効率化、手続の簡素化等により、質の高いサービスを提供

するため、納付義務者のニーズに基づき次の取組を行った。 

ア．汚染負荷量賦課金の納付手続きの効率化 

    汚染負荷量賦課金は、所定の納付書により金融機関で納付が行われているが、昨今、イ

ンターネットバンキングによる決済が主流になりつつあり、納付義務者からインターネッ

ト等を利用した納付についての要望があったことを踏まえ、インターネットを利用したペ

イジー（電子納付)収納サービスの実施に向け、次の対応を行った。 

   （ペイジー収納サービスの実装） 

・幹事金融機関の選定、選定した収納金融機関（都市銀行、地方銀行 計 69 行）へ契約

依頼（平成 29年３月） 

・幹事金融機関と徴収・審査システムを接続する共同利用センターの利用開始（９月） 

・電子納付が利用可能となるように徴収・審査システムの改修を行い、実装を完了（９月） 

・共同利用センターとマルチペイメントネットワークの接続試験を実施（10、11月） 

・マルチペイメントネットワーク接続試験の結果通知(合格)及びマルチペイメントネット

ワーク接続の登録通知書を受領（12 月） 

・ペイジーによる電子納付を開始（平成 30年１月） 

なお、延納を行っている事業所において、第４期にペイジーを利用した件数は 62 件

であり、一層の周知強化に取り組んで行く。 

○電子納付の流れ 

（電子納付手続の周知） 

  納付義務者に対して、電子納付の開始案内及び手続方法について、次の周知を行った。 

 ・ペイジーによる電子納付の利用開始のお知らせ及び説明用チラシの発送（12 月） 

 ・機構ホームページにペイジー利用開始のお知らせをアップ（12・１・３月） 

 ・申告納付説明・相談会で配布する「手引き」の表紙にペイジー利用開始の表記、本文に
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ペイジー操作方法や注意事項を追記 

 ・申告納付説明・相談会説明用のパワーポイント資料にペイジー利用開始の案内及び操作

方法や注意事項を追記 

 ・汚染負荷量賦課金の延納分納付書発送用封筒の余白にペイジー利用開始の案内を表記 

イ．「申告・納付の手続き」及び「申告書類作成マニュアル」の改訂 

平成 30 年度への年度更新及びシステム改修に伴う修正事項に加えて、ペイジーによる

納付方法及び問い合わせや誤りの多い事項を反映するため、これらの冊子の平成 30年度

版の改訂を行った。主な改訂内容は次のとおりである。 

（ア）ペイジーによる納付方法の「手続き」編への追記。 

ペイジー利用開始のお知らせ チラシ 

ペイジーの納付手順の説明 電子納付用入力シートの説明 
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（イ） 問合せや誤りの多い事項の追記。 

ウ．汚染負荷量賦課金動画サイトの周知 

公害健康被害補償制度や申告書類の作成方法・手続等を解説した汚染負荷量賦課金動画

サイトについて、申告納付説明・相談会で一部動画を利用するなどにより周知を図り、

約 3,500 件の閲覧があった。（平成 30 年３月末現在） 

エ．徴収・審査システムの改修等 

徴収・審査システムのペイジー利用に係る改修及び最新のサーバへの更新に伴うセキュ

リティ対策の強化を行った。 

（ア）汚染負荷量賦課金の電子納付ペイジーに係るシステム改修、実装を行った。 

○ペイジー収納メニュー画面 

マニュアル「手続き」編 

申告納付説明・相談会用 資料 
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(イ) 徴収・審査システムを格納しているサーバ群を更改し、最新のＯＳや機器に置き換

え、機器構成部品の二重化、ファイアウォールの設定見直し、データベースのパスワ

ード強化、システム通知設定の見直し等により、機器の耐障害性を向上させた。また、

ネットワーク等も最新の状況に更新し、アクセス制御・インターネット上の脅威への

対策を向上させるなど、セキュリティ機能を強化した。 

(ウ) 徴収・審査システムのセキュリティレベルをより高度に確保するため、第三者のセ

キュリティ専門業者による脆弱性、セキュリティの診断及び情報システムのセグメン

ト管理など情報保全策の調査を実施し、セキュリティ対策計画を策定し、次年度より

計画的に対応していく。 

(エ) 納付義務者の情報を取り扱うため、情報セキュリティポリシーの遵守を職員に徹底

させるともに、機構が実施する情報セキュリティ研修の受講、新任職員に対するシス

テム研修を実施した。 

オ．納付義務者からの問い合わせへの対応    

申告・納付期間である４月 1 日から５月 15 日までの間に機構や商工会議所に対する問

い合わせについて、適切に対応した。商工会議所で回答できない事項は機構が引き継ぎ、

当該納付義務者に直接説明を行った。 

なお、申告において誤りや照会が多かった事項については、商工会議所担当者研修会や

次年度の申告納付説明・相談会を通して説明及び注意喚起して行く。 

○問い合わせ件数 

フリーダイヤル：756 件  (平成 29 年４月３日～５月 31日） 

業務課メール ：113 件 （平成 29年４月３日～５月 15日）  

② 汚染負荷量賦課金の徴収業務の円滑な推進 

汚染負荷量賦課金の徴収業務を円滑に推進するため、次の取組を行った。 

ア．委託商工会議所担当者に対する研修会の実施 

納付義務者が制度や申告の手続について、正しい理解が得られるよう委託商工会議所担

当者を対象に、徴収業務の点検・指導方法を習得するための担当者研修会を平成 30 年３

月２日に開催（参加者数：128 名）した。 

イ．申告納付説明・相談会の実施 

委託商工会議所と連携を図りつつ、申告・納付が的確に行われるよう全国 151 商工会議

所 103 会場（出席納付義務者数：2,651 事業所）で 4月に申告納付説明・相談会を開催し、

制度や申告方法・手続きを説明し、納付義務者からの質問等に対して適切に対応した。 

なお、説明・相談会参加者に対し、アンケート調査を行い意見・要望を把握し、これら

を基に既述の取組を行ったほか、より効果的な説明・相談会の実施に向け、事後検討会で

意見を集約し、平成 30年度の説明・相談会等に反映している。 

（資料編 P11＿補償 7 平成 29年度汚染負荷量賦課金申告説明・相談会での対応について） 
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２．都道府県等に対する納付金の納付 

■中期目標 

（１）納付申請等に係る事務処理の適正化 

都道府県等が行う補償給付の支給及び公害保健福祉事業の適正な執行等を図るため、都道府

県等との一層の連携・強化に努めること。 

（２）納付申請等に係る事務処理の効率化 

全都道府県等が採用しているオンライン申請について、都道府県等の事務負担の更なる軽減

を図るため、事務処理手続等の効率化を図ること。 

■中期計画 

（１）納付申請等に係る事務処理の適正化 

補償給付及び公害保健福祉事業に関する納付申請、納付請求、変更納付申請及び事業実績報

告書に係る手続の適正化を図るため、現地指導を実施する。現地指導では都道府県等の要望及

び課題等を把握するとともに関係情報を国及び都道府県等に提供する。 

（２）納付申請等に係る事務処理の効率化 

都道府県等のニーズ等に対応したオンライン申請システムの見直しを行うとともに、担当者

に対し研修を実施する。 

■平成 29 年度計画 

（１）納付申請等に係る事務処理の適正化 

補償給付及び公害保健福祉事業に関する納付申請、納付請求、変更納付申請及び実績報告

書に係る手続の適正化を図るため、45 都道府県等に対する現地指導を原則として３年に１

回のサイクルで実施する。 

また、公害保健福祉事業について、実態調査を行い創意工夫が見られた事例を収集する。

さらに、現地指導調査の結果や創意工夫が見られた公害保健福祉事業の事例について、環

境省に報告するとともに、都道府県等に対して事業計画の参考となるよう情報提供を行う。

（２）納付申請等に係る事務処理の効率化 

納付業務システムについて、都道府県等の意見・要望を把握し、事務処理の効率化が図れ

るよう改修する。 

また、45 都道府県等の担当者が納付業務システムを円滑に利用できるよう、要望がある

担当者全員を対象に研修を実施する。

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48年法律第 111 号）第 19 条、第 46 条、第 48条及

び第 49 条 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

現地指導の

実施都道府

県等数 

原則３年間

で全ての都

道府県等に

実施。（旧第

一種地域 39

都 道 府 県

等、第二種

地域６都道

府県等） 

旧第一種地

域 

13 都道府県

等 

第二種地域 

２都道府県

等 

旧第一種

地域 14都

道府県等 

第二種地

域２都道

府県等 

旧第一種

地域 10都

道府県等 

第二種地

域２都道

府県等 

旧第一種

地域 15

都道府県

等 

第二種地

域２都道

府県等 

旧第一種

地域 14 

都道府県

等 

第二種地

域１都道

府県等 

オンライン

申請を行う

都道府県等

数 

全ての納付

金納付対象

都道府県等 

100％ 100％ 100％ 100％ 97.8％  

＜その他の指標＞  

● 納付業務システムの適切な利用のため、研修要望に対応した研修会の実施。 

＜評価の視点＞ 

● ３年に１回計画的に現地指導を実施することにより、適正な補償給付費等の納付業務の事

務処理を確保する。 

● 納付業務システムの円滑な利用を確保するため、研修ニーズを把握し、効果的な研修を実

施する。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、補償給付費等の納付業務に係る事務処理の適正化及び効率化を図るための対

応を適切に行っていることから、自己評定を「Ｂ」とした。 

● 納付業務の適正性を確保するため、全 45 都道府県等のうち 15 都道府県等に対して現地指

導を実施し、必要に応じ適正な事務処理がなされるよう指導を行った。 

● 公害保健福祉事業については、６都道府県等（平成 28年度：６都道府県等）の実態調査

を行い、事業計画の参考となるよう環境省及び都道府県等に情報提供を行った。 
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● 納付業務システム担当者研修については、対象となる 45 都道府県等の研修ニーズを聴取

し、研修要望があった都道府県等の全ての者を対象に研修を行った。なお、アンケートの要

望を踏まえ、東京、大阪、名古屋の会場で納付申請時期の前の５月に補償給付担当者向けの

研修を、８月に福祉事業担当者向けの研修をそれぞれ開催した。 

■課題と対応 

● 補償給付費納付金の納付業務については、毎年度指導が必要な都道府県等があることから、

適正性を確保するため、今後も指導調査を実施していく必要がある。 

また、被認定者の高齢化に伴い、公害保健福祉事業の参加者の確保が難しくなっている状

況の中、公害保健福祉事業について、創意工夫のある事例等を収集し事業計画の参考となる

よう情報提供を行って行く。 

● 毎年、複数の都道府県等で担当者が交代するため、納付申請等の手続きを適切かつ効率的

に行うための「納付業務システム担当者研修」を継続して実施する。研修の実施に当たり、

実施場所、実施時期及び研修内容等の研修ニーズを把握し、きめ細かな対応を行っていく。 

■主要な業務実績 

（１）納付申請等に係る事務処理の適正化 

① 納付申請等に係る補償給付費等の事務処理の適正化に係る現地指導 

補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の実績は、次表のとおりである。 

(平成 30 年３月末現在)（単位：百万円）

区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 

補償給付費納付金 39,411 38,521

公害保健福祉事業費納付金 85 82

合   計 39,496 38,603

 ※平成 28 年度は、平成 29 年３月末の数値 

納付金については、納付申請から実績報告までの手続が適正に行われているかを確認する

ため、対象となる 45 都道府県等に対し原則として３年に１回のサイクルで現地指導を実施

している。平成 29年度は 15 都道府県等（平成 28年度 17都道府県等）に対して現地指導を

実施し、適宜指導を行った。 

・旧第一種地域（かつて著しい大気汚染によって疾病が多発した地域)14 都道府県等 

・第二種地域（汚染原因者との因果関係が明らかな地域）１都道府県等 

 なお、現地指導調査の結果については、全調査の終了後、取りまとめ、環境省に報告した。 

（資料編 P12＿補償 8－① 旧第一種地域被認定者数の年度別推移） 

（資料編 P12＿補償 8－② 旧第一種地域補償給付費納付金の年度別推移） 

（資料編 P13＿補償 9 旧第一種地域公害保健福祉事業費納付金の年度別推移） 

（資料編 P14＿補償 10－① 補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の種類別納付状況 

（旧第一種地域）） 

（資料編 P15＿補償 10－② 補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の種類別納付状況 

（第二種地域）） 
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② 公害保健福祉事業の実態把握 

被認定者の健康を回復させ、健康の保持・増進に必要なリハビリテーション等を行う公害

保健福祉事業について、他の都道府県等に実施状況等を周知し、参考としていただくことを

目的とした実態調査を行った。 

平成 29 年度は、６都道府県等（平成 28年度６都道府県等）の実態調査を実施した。 

月日 都道府県等 事  業  名 

10 月 11 日 葛飾区  成人ぜん息教室（気管支ぜん息の最新治療と自己管理のポイント） 

10 月 12 日 荒川区 ぜん息教室（ストレッチ教室） 

11 月 10 日 四日市市 日帰りリハビリ（音楽療法、医療講話、ノルディックウォーキング） 

11 月 14 日 東大阪市 公害健康教室（医師講話による「ぜん息治療の最新情報」等） 

11 月 29 日 豊島区 息苦しさを和らげる呼吸トレーニング 

12 月６日 千代田区 呼吸器講演会（気管支ぜん息の最新治療について、COPD について等） 

平成 29 年度の実態調査結果については、特に公害保健福祉事業で創意工夫のある事項等

を整理し、事業計画の参考となるよう環境省及び都道府県等に情報提供を行った。 

また、今後の公害保健福祉事業の効果的な実施の参考とするため、指導調査の場を利用し

て都道府県等に対し必要な情報や自治体間の情報交流の場などの要望について聴取を行い、

環境省へ情報提供を行った。 

公害保健福祉事業実態調査（葛飾区） （荒川区）

（２）納付申請等に係る事務処理の効率化 

① 納付業務システムの改修 

  平成 29 年２月に実施したアンケート調査や現地指導調査、納付業務システム担当者研修

会を通じたシステムに関する意見・要望を踏まえ、次の対応を行った。 

ア.補償給付、福祉事業ともに提出するファイル名が全て同じ名前（ReportOut）であ

ることから、区別できるように「年度」、「期別」、「県市区名」、「県市区コード」を

表示するようにした。 

イ. exe 型式であったシステムファイルを zip 型式に変更するとともに、システムファ

イルのダウンロードを２段階で行っていたものを１段階とした。 
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② 納付業務システムに係る研修の実施 

納付業務システムに係る研修要望等のアンケート調査により、開催場所、開催時期など参

加のしやすさの意見・要望を把握し、対象となる 45 都道府県等中 22都道府県等から研修要

望を受けて 37人（平成 28年度：21 都道府県等から 27 人）全ての者を対象に研修を行った。 

平成 28 年度の現地指導調査やシステム研修後のアンケートにおいて「川崎以外でも早期

に開催できないか」との要望があったことから、平成 29 年度は川崎での開催分を東京都内

（当機構東京事務所）で２日間開催するとともに、全国３か所（東京、大阪、名古屋）で研

修を実施した。また、研修対象及び時期については各納付申請時期の前とし、５月に補償給

付担当者向け研修を、８月に福祉事業担当者向け研修をそれぞれ開催した（計８回）。 

なお、研修終了後のアンケートによる「研修の満足度」は、参加者の 86％から「有意義・

やや有意義であった」との高い評価を得た。 

＜納付業務システム研修 アンケート結果＞ 

項 目 評 価 集計結果 備 考 

研修開催時期 適当 32 名／37名（86％） 未記入１名 

研修の満足度 有意義・やや有意義 32 名／37名（86％）  

③ 都道府県等のセキュリティ強化策への適応 

  納付業務の事務の効率化を図るため、オンライン申請システムの活用を推進してきたと

ころであるが、都道府県等における情報セキュリティ強化策として、インターネット使用

制限、電子メール添付ファイル制限等の措置が講じられ、オンライン申請ができない事案

が発生していることから、電子ファイルの送受信方法について検討を進めている。 
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＜地球環境基金業務＞ 

１．助成事業に係る事項 

■中期目標 

（１）助成の重点化等 

助成対象について、国内助成については、地球温暖化防止、３Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）、生物多様性の保全及び東日本大震災復興等、環境基本計画の重点分野等の国の

政策目標や社会情勢等を勘案するとともに、海外助成については、開発途上地域のうちアジア

太平洋地域を中心とするなどの重点化を図ることとする。 

その上で、民間団体による環境保全活動の持続的な発展に資する視点から、成果・効果の向

上に着目した取組や、主体間の連携による活動、活動展開に役立つ人材育成も視野に入れた活

動への重点化を図るなどして、より効果的に事業を実施すること。 

（２）助成先の固定化の回避 

助成金が特定の団体への恒常的資金として固定しないよう、一つの事業に対する助成継続年

数は原則として３年間、特段の事情がある場合でも５年間を限度とする。 

また、これまでに基金の助成金を受けたことのない団体への助成については、基本的に助成

全体の２割以上となるよう配慮するなどして、民間団体による環境保全活動の裾野の拡大に努

めること。 

（３）処理期間の短縮 

助成金の支給に当たっては、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続の効率化を図り、

１件当たりの平均処理期間については、４週間以内とすること。 

（４）第三者機関による評価を踏まえた対応 

民間団体の代表者等の参加を得た評価委員会等の第三者による事業の成果の評価を踏まえ、

助成金交付の募集要領・審査方針の見直しを行うこと。 

（５）利用者の利便向上を図る措置 

募集時期の早期化を図り、年度の早い時期に助成金の交付決定を行い、各種申請等の電子化

等により利用者の利便の向上を図ること。 

■中期計画 

環境保全に取り組む民間団体（ＮＧＯ／ＮＰＯ）の活動を支援するため、民間団体による環境

保全活動に対する助成（助成事業）を行うとともに、環境保全活動の振興に必要な調査研究、情

報の収集、整理及び提供並びに研修（振興事業）を実施する。 

（１）助成の重点化 

助成対象については、国内助成では地球温暖化防止、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイ

クル）、生物多様性の保全及び東日本大震災復興等環境基本計画の重点分野等の国の政策目標

や社会情勢等を勘案するほか、海外助成では開発途上地域のうちアセアン地域などのアジア太

平洋地域を中心とするなどの重点化を図る。 

その上で、民間団体による環境保全活動の持続的な発展に資する視点から、成果・効果の向

上に着目した取組や、主体間の連携による活動、活動展開に役立つ人材育成も視野に入れた活

動への重点化を図るなどして、より効果的に事業を実施する。 
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（２）助成先固定化回避 

一つの事業に対する助成継続年数は、３年間を限度とし、特段の事情がある場合でも５年を

超えないこととすることを募集要領に明記し厳正に履行する。また、助成事業のより効果的な

周知広報の実施、助成実績の少ない地域での重点的な助成金説明会の開催、これまで地球環境

基金の助成金を受けたことのない団体に助成（基本的に助成全体の２割以上）を行うことなど

により、助成対象の裾野の拡大に引き続き努める。 

（３）処理期間の短縮 

助成金の支給に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続の効率化を図ること、

審査マニュアル等の随時見直しによる担当者の審査能力向上を図ることなどにより、事務処理

の１件当たりの平均処理期間を４週間以内とする。 

（４）第三者機関による評価を踏まえた対応 

民間団体の代表者等の参加を得た第三者による委員会等により、毎年具体的な助成金交付に

係る募集要領と審査方針を策定の上、審査を行い、結果を公表する。 

助成した事業の成果についても評価を行い、評価結果を公表するとともに、募集要領と審査

方針に反映させるほか、評価結果のより効果的な活用方法について検討等を行い事業の推進を

図る。 

（５）利用者の利便向上を図る措置 

① 募集時期の早期化を図り、継続案件の事前審査、内定団体説明会における個別指導の推進

等により、助成金交付申請の受理から交付決定までの平均処理期間を 30日以内とする。 

② 毎年度の助成金案件募集の際に募集案内、各種申請書等の様式をホームページからダウン

ロードできるようにすること、助成金募集に係る説明会を開催すること等により、助成金交

付要望団体や助成先団体への利便性を図る。 

③ 助成先団体一覧、活動事例及び評価結果をホームページで紹介するほか、関係団体とネッ

トワークを構築し、連携強化を図ることで、より広範な情報提供にも努める。 

■平成 29 年度計画 

（１）助成の重点化等による効果的な実施 

① 助成対象については、引き続き国の政策目標や社会情勢等を勘案するほか、海外助成で

はアジア太平洋地域を中心とするなどの重点化を図る。  

また、企業等からの寄付金を直接助成事業に充てる企業協働プロジェクトを引き続き推

進する。 

② 将来の環境保全活動を担う若手人材を育成するため、振興事業と連携した「若手プロジ

ェクトリーダー育成支援プログラム」（年 10 件程度の採択を目指す。）を実施する。 

③ 平成 27、28 年度に実施した助成方針検討委員会の検討結果を踏まえ、新たな助成メニ

ューを導入し、実施する。 

（２）助成先固定化の回避 

環境保全活動に取り組む団体の裾野を広げるため、新たに「つづける助成」を助成メニュ

ーとして追加し、これまで地球環境基金から助成を受けたことのない団体への助成（全体の

20％を目指す。）に努めるとともに、引き続き、助成事業に係る周知広報を図る。また、助
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成継続年数の上限について募集要領に明記し厳正に履行する。 

（３）処理期間の短縮 

助成金の支払に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、事務手続の効率化を図り、支

払申請書受付から支払までの１件当たりの平均処理期間を４週間以内とする。 

（４）第三者機関による評価を踏まえた対応 

助成した事業の成果の向上を促進するため、有識者等により構成する第三者委員会と連携

し、事業実施期間に応じて、事前目標共有（初年度）、中間コンサルテーション（２年度目）、

書面評価（３年度終了時）、実地評価（終了の翌年度）等を実施し、評価結果を公表する。

また、評価結果を毎年策定する募集要領及び審査方針に反映させる。 

（５）利用者の利便向上を図る措置 

① 募集時期の早期化などにより、助成金交付申請の受理から交付決定までの平均処理期間

を 30日以内とする。 

② 助成金の各種申請書等様式のダウンロード、中間支援組織等と連携した助成金募集説明

会の開催等により、助成金交付要望団体等の利便性を図る。 

③ 民間の助成団体や地方環境パートナーシップオフィス等関係団体とのネットワークを

構築し、連携強化を図るため、情報交換を行うとともに、助成金説明会等を連携して開催

し、より広範な情報提供に努める。 

④ 助成金の支払事務が適正に行われ、計画どおりに執行されている団体については、団体

の求めに応じて概算払を実施する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15年法律第 43号）第 10条第１項第３号 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期

目標期間

最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

企業協働プ

ロジェクト

の実施によ

る助成増加

額 

－ － － 900 万円 900 万円 900 万円  

若手プロジ

ェクトリー

ダー育成人

数 

毎年度 10 人程

度 

－ 16 人 24 人 

（うち、

新規採択

者 10 人） 

33 人 

（うち、

新規採択

者 12 人） 

40 人 

（うち、

新規採択

者 10 人） 

評価対象団

体数 

－ 8 団体 98 団体 140 団体 182 団体 209 団体  

概算払い団

体数 

－ － － 18 団体 33 団体 31 団体  

他の主体と

の連携会議

実施回数 

－ － 3 回 5 回 13 回 13 回 
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＜その他の指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（ 前 中

期 目 標

期 間 最

終 年 度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

Excel マク

ロ フ ァ イ

ル利用率 

－ 82.8％ 93.9％ 77.0％ 84.1％ 93.2％  

助 成 対 象

分 野 へ の

重点化 

－ 83.2％ 79.7％ 80.1％ 95.9％ 98.1％  

海 外 助 成

ア ジ ア 太

平 洋 地 域

へ の 重 点

化 

－ 90.5％ 92.7％ 86.5％ 74.4％ 72.3％  

こ れ ま で

助 成 を 受

け た こ と

の な い 団

体 へ の 助

成件数 

全助成件数の 

2 割以上 

20％ 26.4％ 23.7％ 26.8％  20.3％  

達成度 － － 132％ 119％ 134％ 100％  

交 付 決 定

処理期間 

平均処理期間

30 日間以内 

30 日 28 日 27 日 26 日 26 日  

支払申請

処理期間 

平均処理期間 

4 週間以内 

28 日 27.7 日 25.4 日 23.7 日 24.4 日 

＜評価の視点＞ 

 ・年度計画に定められた各項目に対して、適切な取組が行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 
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＜根拠＞ 

 地球環境基金は、「民間団体（ＮＧＯ・ＮＰＯ）による環境保全活動が持続的継続的に実施さ

れるようになる」ことを目指し、ミッションとして、環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の①質的・量的な

充実、②組織機能の強化、③地域での連携・協働、④国際的な展開の４つの支援を掲げ、活動資

金の助成、研修等を行っている。 

上記ミッションに基づく事業を展開してきた結果、助成終了後のフォローアップ調査では、

84.1％の団体が助成終了後も活動を継続しており、民間団体による環境保全活動の持続的・継続

的な実施に、地球環境基金事業は着実な役割を果たしている。 

このようなミッション及び事業の展開等を踏まえ、以下のとおり、平成 29年度も年度計画に

基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評定をＢとした。 

１．環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の質的、量的な充実 

  ●企業協働プロジェクトによる助成 

環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の量的な充実を図るため、平成 26年度から発足した、地球環境

基金企業協働プロジェクトを活用し、平成 29 年度も引き続き（一社）日本釣用品工業会の

寄付による「ＬＯＶＥ ＢＬＵＥ助成」を実施した。寄付金のうち、900 万円を助成費に充

て、助成総額の拡大を図った。（主要な業務実績（１）①エ参照） 

  ●これまで助成を受けたことのない団体への助成件数 

 環境ＮＧＯ・ＮＰＯの量的な充実を図り、助成対象の裾野の拡大を図るため、これまで地

球環境基金の助成を受けたことのない 45 件（全助成件数の 20.3％）の採択を行い、助成全

体の２割以上の目標を達成した。（主要な業務実績（２）①参照） 

  ●評価対象団体数 

   環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の質的な充実を図り、助成活動の成果を向上させるため、平成

26 年度に評価要領を改正し、新たな評価制度を順次導入した。平成 29年度は、対象となる

全ての団体のうち台風により中止した 1団体を除く 209 団体を評価し、評価結果のフィード

バックや評価専門委員によるアドバイスなどにより助成活動の質の向上、活動の改善を支援

した。（主要な業務実績（４）参照） 

２．環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の組織機能の強化 

●若手プロジェクトリーダー育成人数 

環境ＮＧＯ・ＮＰＯの組織機能の強化を図るため、今後の環境保全活動を担う人材の雇用

の確保と能力向上を支援する若手プロジェクトリーダー育成支援プログラムを実施してい

る。平成 29 年度は、応募 21名の中から 10名の対象者を新たに採択した。これにより今年

度対象の２期生から４期生を合わせて28名（既に支援を終了した第１期生を合わせて40名）

を支援することができた。（主要な業務実績（１）②参照） 

３．環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の地域での連携・協働及び国際的展開の支援 

●他の主体との連携会議実施回数 

   環境ＮＧＯ・ＮＰＯの地域での連携・協働を促進し、民間団体による環境保全活動の持続

的な発展に資する観点から、環境ＮＧＯ・ＮＰＯと企業との連携を促進するため、企業ＣＳ
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Ｒ担当者など他の主体との連携会議等により意見交換を行った。（連携会議合計 13 回）。（主

要な業務実績（５）④参照） 

  ●国際的展開の支援 

海外における活動への助成は 47 件実施しており、そのうち重点地域であるアジア太平地

域における助成活動は 34件（72.3%）となった。（主要な業務実績（１）①参照） 

４．助成制度の安定的運営 

  ●概算払い団体数 

   助成金交付団体の利便性向上を図るため、助成金の一部概算払いを、支給要件を満たす

31 団体に対して実施した。（主要な業務実績（５）②参照） 

●交付決定処理期間 

 助成金交付団体の利便性向上を図るため、助成金交付申請の受理から交付決定までの処理

を平均処理期間 26日で実施し、平均処理期間の目標（30 日以内）を達成した。（主要な業

務実績（５）①参照） 

 ●支払申請処理期間 

   助成金交付団体の利便性向上を図るため、助成金の支払申請の迅速な処理に努めた結果、

支払申請書受付から支払までの平均処理期間 24.4 日で処理し、平均処理期間の目標（４週

間以内）を達成した。（主要な業務実績（３）参照） 

■課題と対応 

 引き続き、助成事業の効果的な実施の観点から、成果や効果の向上に着目した取組や人材育成

を視野に入れた活動への支援を実施する。 

■主要な業務実績 

(１)助成の重点化等による効果的な実施 

① 助成対象について 

ア.  概況 

平成 29 年度の地球環境基金では、221 件、総額 601 百万円の助成交付を行った。そ

の内訳は、イ案件（国内の団体が開発途上地域で活動するもの）が 36 件総額 120 百万

円、ロ案件(海外の団体が開発途上地域で活動するもの)が 11件総額 32 百万円、ハ案件

（国内の団体が国内で活動するもの）が 174 件総額 449 百万円である。 

また、平成 27 年 12月に設置した、外部有識者で構成する「団体の成長と自立に向け

た助成方針検討委員会」からの提言を受け、平成 29 年度より新たな助成メニュー（つ

づける助成※）を開始し、25 件総額 41 百万円の交付決定を行った。 

※つづける助成 

地域に根ざすことなどを目指して始めた活動が、継続し、持続的な活動への定着

することを支援する制度 
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 ＜平成 29 年度地球環境基金助成金実施状況＞  （単位：件、百万円、少数点以下切捨て） 

年

度

はじめる

（旧入門）

助成 

つづける

助成 

ひろげる

（旧一般）

助成 

特別 

助成 

復興 

支援 

助成 

ﾌﾟﾗｯﾄ 

ﾌｫｰﾑ 

助成 

ﾌﾛﾝﾄ 

ﾗﾝﾅｰ 

助成 

LOVE 

BLUE 

助成 

計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

H28 36 52 - - 156 471 3 11 10 29 3 14 4 29 8 8 220 618 

う

ち

新

規

35 

(34)

51 

(49)
- - 

65 

(20)

185 

(54)

3 

(0)

11 

(-)

1 

(1)

3 

(3)

1 

(0)

4 

(-)

1 

(1)

6 

(6)

6 

(3)

6 

(3)

112 

(59)

269 

(117)

H29 20 31 25 41 149 441 2 8 10 25 3 14 4 29 8 9 221 601 

う

ち

新

規

20 

(20)

31 

(31)

25 

(8)

41 

(12)

41 

(10)

124 

(26)

2 

(0)

8 

(0)

7 

(4)

17 

(8)

2 

(0)

10

(0)
0 0 

3 

(2)

3 

(1)

100 

(44)

236 

(81)

（注）括弧書きは、初めて地球環境基金の助成を受けた団体数。端数処理の関係で合計が合わない場合がある。 

＊平成 28年度、交付決定は 223 件に対して行ったが、その後３件活動中止となったため 220 件となっている。 

＊平成 29年度、初めて地球環境基金の助成を受ける団体として 45件採択したが、その後１件取り下げとなった 

ため 44件となっている。 

イ.  助成対象の重点化 

(ア)平成 29 年度の助成については、助成専門委員会において国の政策目標等を勘案し

て作成された地球温暖化防止、生物多様性保全等の重点配慮事項に基づき助成対象

活動の採択を行い、交付決定 221 件（国内案件：174 件、海外案件：47 件）のうち、

重点配慮事項の対象活動は、217 件（98.1％）となった。 

    〈平成 29 年度助成要望審査にあたっての重点配慮事項〉 

    １．活動分野の配慮事項 

     ①地球温暖化防止に資する活動へ支援 

     ②生物多様性の保全に資する活動への支援 

     ③循環型社会の形成に資する活動への支援 

     ④有害物質による被害防止のための取組 

     ⑤東日本大震災及び熊本地震に関連する環境保全活動への支援 

    ２．分野横断的な活動に対する配慮事項 

     ①パートナーシップ（協働）に基づく環境保全活動への支援 

     ②環境・経済・社会の持続可能性を目指した活動への支援 

     ③東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた活動 

     ④国際的な視点を持つ活動への支援 

(イ)海外の助成活動 47 件については、アジア太平洋地域での活動に重点化し、この地

域における助成活動は 34件（72.3％）となった。 

(資料編 P32_地球 1 平成 29 年度助成金分野別件数内訳) 
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＜地球環境基金助成金額の推移＞            （単位：百万円、小数点以下切捨て）

（注）平成 21年から 29年度は実績ベース 平成 30 年度は交付内定ベース 

(資料編 P34_地球 2 地球環境基金助成金の推移) 

ウ.  特別助成の実施 

平成 29 年度も引き続き、東京 2020 大会の開催に向け、環境面でのレガシー、市民参

加による環境保全のムーブメントの創出等を目指す環境活動に対して支援を行う「特別

助成」を実施し、２件の活動へ助成を行った。 

エ.  ＬＯＶＥ ＢＬＵＥ助成の実施 

 平成 27 年度に創設した「ＬＯＶＥ ＢＬＵＥ（旧釣り環境ビジョン）助成」は、（一

社）日本釣用品工業会による寄付額の大半を、寄付者の希望する水辺の清掃活動をはじ

めとした環境保全活動に助成するものである。平成 29 年度も引き続き、寄付金のうち

900 万円を８件の環境保全活動への助成に充てることにより、助成総額の拡大を図るこ

とができた。 

② 若手プロジェクトリーダー育成支援プログラム 

平成 26 年度に、助成事業と振興事業を有機的に組み合わせた３年間の人材育成プログ

ラムである「若手プロジェクトリーダー育成支援プログラム」を開始し、平成 29 年度の

助成団体から新たに４期生として 10 名を採択した（応募 21名）。これにより、平成 29年

度までに育成又は育成対象とした人数は 40名（１期生 12 名、２期生８名、３期生 10 名、

４期生 10名）となった。 

また、平成 29 年度は、３年間の育成支援プログラムが修了となる２期生の若手プロジ

ェクトリーダー８名が、12 月に開催した報告会において３年間のプログラムを振り返っ

て活動の成果を発表した。また、その中の３名がエコプロ 2017 のメインステージ（東京

ビックサイト）において、所属する団体の活動成果を発表した。 

513 

457 
486 

599 
629 601 618 

598 604 
577 
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  ＜若手プロジェクトリーダー育成人数の推移＞ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31
採択 

人数

途中 

離脱

H29 

在籍

第１期 16 人 4 人 12 人

第２期 10 人 2 人 8 人

第３期 12 人 2 人 10 人

第４期     10 人 － 10 人 

＜主な若手プロジェクトリーダーの研修成果の例＞ 

(ア) 研修生同士の横のつながりが構築され、チラシ作成時のアドバイスを情報共有するな

ど、活動を推進していく上での課題を共有・相談できるネットワークの広がりができ

た。 

(イ) 研修で学んだブランディングの検討を団体内で着手するなど、若手プロジェクトリー

ダーが中心となって団体活動の企画運営を行うようになった。 

(ウ) 研修で学んだファンドレイジングを活かして、ファンドレイジング計画を自ら作成し、

新しい事業の開始につなげられた（数十万円の寄付を新たに獲得した）。 

③ 効果的な助成に向けた意見交換会の実施 

助成団体採択時の目標及び活動計画の策定と、その後にそれらを元に行う評価がより

連関し効果的なものとなるよう、毎年度の助成方針等を決定し採択に関する審議を行う

助成専門委員会委員と、採択後に助成団体に対する助言等の支援や事後評価等を行う評

価専門委員会委員が一堂に会し、意見交換会を行った（平成 29年 10 月）。 

本意見交換会は今回が初めての開催であり、よりよい活動支援のために、現状や今後

の方向性等について幅広く意見交換が行われた。 

   ＜主な意見＞ 

(ア)目標がきちんと整理されていない活動計画は評価ができないため、助成採択審査の際に

は課題解決のニーズ、ロジックモデル、出口戦略などについて確認してほしい。また、

その後の評価に生かすため、必要に応じて事前目標共有の結果を評価委員に共有して欲

しい。 

(イ)事後評価（書面評価）の結果を助成採択審査に生かしてほしいが、活動評価であって組

織評価ではないため、団体に対して偏見や先入観は持たないでほしい。 

(ウ)評価が低くなる要因等について分析した情報等を、事務局から提供してほしい。 

(エ)適正に評価するためにも、事務局には助成活動の進捗管理を行ってほしい。 

④ 平成 30 年度助成活動の採択 

ア．平成 30 年度の助成について助成専門委員会（９月４日）において国の政策目標や社
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会情勢等を勘案した重点配慮事項等を含む平成 30年度助成金募集案内を決定した。 

  （資料編 P36_地球 3 平成 30 年度地球環境基金助成金交付要望審査に当たっての重点

配慮事項） 

イ．平成 30年度の助成について、助成専門委員会（２月 19 日）において採択案を決定し、

運営委員会（３月８日）での審議を経て、３月 16日に 208 件の交付を内定した。 

(２)助成先固定化の回避 

① 助成対象の裾野の拡大 

平成 29 年度の助成金採択に当たり、運営委員会（平成 29 年３月 30 日）の審議を経て

内定した 225 件の助成案件のうち（平成 29 年３月 31 日）、221 件に対して交付決定（６

月７日）しているが、環境保全活動に取り組む団体の裾野を広げるため、これまで地球環

境基金の助成を受けたことのない団体を対象に 45件の助成（全助成件数 221 件の 20.3％

（新規活動件数 100 件のうち 45 件、45％））を行った。 

② 助成事業の周知広報 

ア. 助成金説明会の開催 

環境ＮＧＯ・ＮＰＯの数が多い地域、要望件数の少ない地域を中心に、地球環境基金

主催の説明会を９箇所、セブン－イレブン記念財団等のＮＧＯ・ＮＰＯ支援団体との合

同説明会を４箇所で実施した。 

＜助成金説明会実施状況＞ 

開催方法 開催場所及び開催日 

地球環境基金主催 ９箇所 

（地方ＥＰＯ等と連携） 

名古屋（10/14）、京都（10/31）、旭川（11/1）、東京（11/1）、

高松（11/2、四国地方は、四県サテライト中継を実施）、 

宇都宮（11/4）、山形（11/7）、宮崎（11/8）、広島（11/11） 

他のＮＧＯ・ＮＰＯ支援団

体との共同実施 ４箇所 

東京（9/2）、長崎（9/23）、札幌（9/30）、大阪（10/14） 

（基金主催助成金説明会）            （助成団体合同説明会）  
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イ. 各種媒体による周知広報 

平成 30 年度地球環境基金助成金募集の周知を図るため、全国の環境ＮＧＯ・ＮＰ

Ｏにメール案内を約 2,000 件に送信した。また、11 月に募集案内を約 2,000 箇所へ

送付した。 

このほか、Ｔｗｉｔｔｅｒや機構ホームページ等を活用し、募集の案内を行った。 

   ＜募集案内送付先＞ 

自治体等 334 件、全国 NPO センター等 531 件、省庁・委員 59 件、直近助成先 349 件、 

 重点配布地域の団体（要望数が少ない地域における環境ＮＧＯ・ＮＰＯ総覧データベー

ス登録の団体）795 件 

また、大手検索サイトＹａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮとＧｏｏｇｌｅでウェブ上での広告展

開（ディスプレイ広告、リスティング広告）を平成 29 年 11 月 13 日～12 月 11 日の期

間に実施した。 

（リーフレット）         （Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮディスプレイ広告）      

(３)処理期間の短縮 

助成金の支払申請に係る事務（年５回）については、厳正な審査をしつつ迅速な処理に努め、

平均処理日数を計画どおり４週間以内で実施した。 

 ＜平成 29 年度支払申請に係る事務処理日数＞ 

 目標 平成 29 年度 

平均日数 ４週間（28 日） 24.4 日 

(４)第三者機関による評価を踏まえた対応 

① 評価の実施 

平成 26 年度に改定した新たな評価要領に基づき、対象となるすべての団体（209 団

体）の評価を実施した。 
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ア. 事前目標共有 

事前目標共有は、新規で採択した 97 件を対象に行った。内定（３月 31 日）から個別

面談（４月中旬）の約２週間程度の短期間に、助成専門委員会審査分科会委員が、新規

活動の要望書の目標設定について確認し、コメントを作成するものである。その後、個

別面談において機構職員から助成団体にフィードバックを行い、事前目標共有の合意形

成を図った。 

最終的に、助成団体は、合意形成した内容を交付申請書の記載に反映させており、活

動の目標設定をより明確化・具体化した。 

委員からのコメントの中で多い例として、「活動終了後の目標（アウトカム）をなる

べく数値化し、活動前の数値（ベースライン）を定めること」、「アウトカムとアウトプ

ットが混在しているので峻別すること」等があった。 

イ. 中間コンサルテーション 

平成 29 年８月～11月に、平成 29 年度に活動２年目を迎える 59 団体の助成団体に対

し、直接、評価専門委員より 45 分間のヒアリングを行い、改善のためのコンサルテー

ションとアドバイスを行った。 

なお、中間コンサルテーションにおける評価専門委員のアドバイスは、例えば次のよ

うに、活動の軌道修正を促すなど、活動の改善に活かされている。 

● 再生エネルギー普及啓発等の活動に対する中間コンサルテーションの例 

（評価専門委員のアドバイス） 

・ 当初掲げた目標を達成する場合、再生エネルギーの「需要」と「供給」のどちらも両

輪で進めないといけないが、現在は「供給」に重視した活動となっている。「需要」

側の活動も検討すべき。 

（団体の対応） 

・ 評価専門委員のアドバイスを受け、「供給」側の活動である普及啓発や人材育成と共

（主に3年計画の案件の場合） 

事後評価 
（実地） 

事後評価 
（書面） 

- 61 -



に、「需要」側となる再生エネルギーを導入する仕組みを自治体へ提案する等の活動

を実施することとなった。 

＜中間コンサルテーション＞         

（中間コンサルテーション）       （中間コンサルテーション報告シート） 

ウ. 事後評価（書面評価） 

平成 28 年度に活動３年目を終了した 46 団体を対象に、平成 29 年度に事後評価（書

面評価）として評価専門委員が計画の妥当性、目標の達成度、実施の効率性、活動の効

果、自立発展性に関して団体から提出された書面を元に評価を行った。 

エ. 事後評価（実地評価） 

平成 28 年度に活動３年目を終了し、上記ウ．の事後評価（書面評価）を行った 46団

体の中から書面評価の得点の上位、中位、下位から抽出した６団体と、平成 28 年度海

外情勢により現地調査を実施できなかった１団体、あわせて７団体を対象に、評価専門

委員が、平成 29年９月～11 月の間、活動現場や団体事務所を訪問し、ヒアリング調査

を行った（国内の１団体が台風による天候不良により中止したため、実施は計６団体と

なった）。 

ヒアリングでは、評価専門委員が活動の課題や問題点、今後の活動の発展のために必

要な事柄を聴取し、必要に応じて、改善のためのアドバイスを行った。 

    (資料編 P38_地球 4 平成 28 年度事後評価実施結果、平成 29 年度事後評価実施結果) 

オ. 継続評価 

平成 26 年度から始まったフロントランナー助成は、他の助成メニューと異なり、日

本国内において新たな価値や制度を創造しようとする環境保全活動に対して支援して

おり、３年目に行う第三者評価（評価専門委員による評価）の結果によっては、最大５

年間までの助成が可能となっている。平成 29 年 10 月に、助成３年目を迎える１団体に

対して、評価専門委員が助成団体を直接訪問し、活動の目標の達成度及び実施の効率性

をヒアリング調査し、助成活動の効果、自立発展性を評価し、その結果をすぐに助成団

体へフィードバックした。また、この結果は、平成 30 年２月開催の助成専門委員会に

対して提出した。
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＜実地評価＞ 

  ベトナム         岩手県 

（カント市の青少年向け環境保護活動普及）  （廃食油の資源化活動） 

＜継続評価＞ 

  群馬県みなかみ町                   

(自伐型林業の日本導入・普及)      

カ. 助成終了後のフォローアップ調査 

平成 25 年度から 27年度に３年間継続して一般助成を受けた団体について、助成事業

実施後の活動状況について、平成 29 年６月にフォローアップ調査を実施した。 

調査対象 44 団体(全ての団体より回答)から回答を得た調査結果は、以下のとおりで

あり、助成終了後も活動を継続している団体が８割を超えている。 

また、他団体等とのネットワークが構築されるなど助成活動の波及効果があったこと

が窺える。 
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回答項目 件数 対象団体数

に対する率 

1) 活動が現在も継続している 

 （うち、助成を受けた当時と同等以上の規模で実施） 

 （目的を達成し活動を継続していないのは３団体） 

37 

(29) 

84.1％

(65.9%)

2) 他の団体から問い合わせまたは説明依頼があった 23 62.2％

3) 他団体等とのネットワークが構築された 23 62.2％

4) 活動の参加者が増えた。パンフレット等配布物の配布数が増えた 17 45.9％

※対象団体数 : 設問１) 44 件、設問２)～４) 設問１について「継続している」と回答した

37 件（複数回答可） 

 (資料編 P40_地球 5 助成事業に関するフォローアップ調査について（平成 29年度）) 

② 評価専門委員会の開催 

平成 29 年７月 14 日に第１回評価専門委員会を開催し、助成専門委員会への提言、中

間コンサルテーション、実地評価の評価対象活動の選定等について審議した。また、４

月の助成団体との内定団体説明会において合意形成を図った事前目標共有の結果につ

いて報告した。 

平成 30 年２月に第２回評価専門委員会を開催し、中間コンサルテーション及び実地

評価の振り返り等を行った。 

③ 平成 28 年度事後評価（実地評価）の公表 

平成 27 年度に一般助成３年目を終えた 46 活動のうち、全活動を対象に、平成 28

年度に事後評価（書面評価）を行ったところ、10 点満点中、平均点は 7.2 点であっ

た。（①計画の妥当性、②目標の達成度、③実施の効率性、④助成活動の効果、⑤自

立発展性の視点から算出） 

これら 46 活動の中から得点の上位、中位、下位からそれぞれ２件、計６件を抽出

し、平成 28 年度に評価専門委員による事後評価（実地評価）を実施したところ、Ａ

評価１件、Ｃ評価４件であった（ＡからＥの５段階）。なお、１件については海外情

勢の関係で平成 29年度実施へと延期した。 

この結果を平成 29年度第１回評価専門委員会（平成 29年７月 13日）で取りまとめ、

結果概要を機構ホームページで公表した（７月）。 

評価結果を踏まえ、より効果的に要望の採択が行われるよう評価専門委員から助成専

門委員会に対する提言がなされ、本内容を平成 30 年度助成金募集要領及び審査方針に

反映した。 

(５)利用者の利便性向上を図る措置 

① 平成 30 年度助成金募集時期を早めたことにより、内定通知日を例年より２週間程度早

期化することができた。また、助成金交付申請の受理から交付決定までの処理を平均処

理期間 26日（平均処理期間 30日以内）で実施した。 
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② 一部概算払の実施 

平成 28 年度も助成を受けていた団体のうち、ア「平成 28年度の支払事務が適正に行

われている」、イ「活動が概ね計画どおりに行われている」、ウ「活動計画が概算払いの

必要性が高い」を総合的に勘案し、結果 31 団体（4,292 万円）に対して、助成金 50％

を上限に概算払いを実施した。 

③ 助成金支払申請等の利便性向上 

ア. 助成金支払申請書の利便性を向上させるために構築したＥｘｃｅｌマクロファイル

について、４月の内定団体説明会において利用方法の説明を行うとともに、機構ホー

ムページに平成 29 年度版を公表した（平均利用率 93.2％）。また、助成金支払い事

務の双方の軽減を目指し、更なる利用率の向上のため、助成団体との個別打ち合わせ

等の機会に積極的に利用を促している。 

イ. 助成金支払早期化のため、支払申請の約３週間前に助成団体宛一斉メールを各支払い

毎（年間５回）送信し、申請勧奨を行っている。 

ウ. 平成 30 年度の助成に関する募集案内、各種様式、助成団体の活動状況、支払申請Ｅ

ｘｃｅｌマクロファイルなどを機構ホームページに逐次掲載した。地球環境基金以外

の環境分野の助成金に関する情報を整理するとともに、ＮＧＯ・ＮＰＯ向けの融資情

報を更新し、助成金説明会等において提供した。 

④ 他の主体との連携・協働の促進 

ア.  環境ＮＧＯ・ＮＰＯ同士や企業等との連携を促進するため、「地球環境基金活動報

告会」を、12 月７日から９日に東京ビックサイトで開催されたエコプロ２０１７に

地球環境基金ブースを設置して実施した。 

＜活動報告会の主なプログラム＞ 

・活動３年目を迎える５６団体による活動報告会 

・若手プロジェクトリーダー成果発表会 

・海外派遣研修成果報告会 
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＜活動報告会＞ 

（助成団体による活動発表）    （若手プロジェクトリーダー成果報告会） 

イ. 地域の環境保全活動との連携促進 

地域における環境保全活動の連携促進を図るため、環境省地方環境パートナーシッ

プオフィス（地方ＥＰＯ）と、助成金説明会、要望案件の情報照会の振り返り、地球

環境基金が支援すべき各地域のニーズの掘り起こし及び地域の環境施策の状況など

について意見交換を実施した（８月）。 

また、10 月から 11月にかけ、地方ＥＰＯと協力し、助成金説明会を全国９カ所で

実施した。 

ウ. 多様なステークホルダーとの連携 

今日の環境問題は多様な主体が関係する課題が多く、また多岐にわたるため、これ

らの課題を解決するためには環境ＮＧＯ・ＮＰＯの力だけでは難しい側面があり、環

境問題にかかわるあらゆる主体が連携することにより環境問題の解決策を模索する

ことが重要である。こうしたことから、地球環境基金では各主体との連携を重要課題

として掲げ、新たに以下のような多様なステークホルダーとの連携を図っている。 

    ○助成実務者ネットワーク（ＧＰＯＮ）での勉強会 

トヨタ財団の呼びかけにより、企業財団等の助成実務者のスキルアップと課題共有

を図る目的で開催された勉強会に、６月及び９月に参加した。 

 ・（公財）トヨタ財団         ・（公財）日本財団 

 ・（特非）市民社会創造ファンド    ・ヤフー株式会社（Ｙａｈｏｏ！基金） 

 ・（社福）中央共同募金会       ・日本郵便株式会社 

 ・（公財）ベネッセこども基金     ・（公財）助成財団センター 

 ・（独）環境再生保全機構 

○震災復興支援に係る情報共有のための連携 

Ｙａｈｏｏ!基金の呼びかけにより開催された、東北復興支援を行う企業財団等の

勉強会に参加した（11月）。 
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○企業社会貢献事業との連携創出のための研究会への参画 

企業の社会貢献活動の担当者の問題意識やＮＰＯへの連携促進のための情報提供

を図るため、（一社）経営倫理実践研究センターの社会貢献活動研究会に参画し、企

業ＣＳＲ担当者との意見交換を行った。 
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２．振興事業に係る事項 

■中期目標 

（１）調査事業、研修事業の重点化 

調査事業について、国の政策目標等に沿った課題に重点化を図ること。 

また、研修事業についても、環境保全に取り組む民間団体の人材育成という観点から効果の

高い事業に重点化すること。 

（２）研修事業の効果的な実施 

受講者へのアンケート調査の回答者のうち 80％以上の者から満足が得られるようにするこ

と。 

また、研修事業の成果について、評価を行い、結果を反映すること。 

■中期計画 

（１）調査事業、研修事業の重点化 

調査事業については、重点施策等国の政策目標への取組や民間団体等のニーズに沿った課題

に重点化を図る。 

研修事業については、民間団体を支援している他の助成団体などと有機的な連携を図りつ

つ、環境問題に取り組む民間団体に対し、人材育成の観点を中心として、助成事業とも連携し

た、より効果の高い研修事業に重点化する。 

また、これら事業の実施に当たっては、民間団体の発展に資することを目的として、企業や

国民が協働・連携した取組の促進やそれへの積極的な参加を促すための情報の提供に努める。

（２）研修事業の効果的な実施 

実施された研修事業の効果等に関する評価を行い、より効果的な研修の実施に努め、受講者

に対するアンケート調査結果が「有意義であった」との評価を有効回答者のうち 80％以上か

ら得られるようにするなど、質の向上を図る。 

■平成 29 年度計画 

（１）調査事業、研修事業の重点化 

助成事業と連携した、若手プロジェクトリーダー研修への重点化（年３コース、３回）を

実施する。 

ユース世代のネットワークの構築に資するため、学生との交流事業を民間団体、企業、自

治体等と連携して年２回実施する。 

調査事業については、民間団体等のニーズに沿った課題に重点化を図る。 

（２）研修事業の効果的な実施 

研修事業の効果等に関する評価として、研修受講者へのアンケート調査による評価・フォロ

ーアップを行い、効果的な研修事業の実施に努める。また、各研修事業について、「有意義で

あった」との評価を有効回答者のうち 80％以上から得られるように努める。 
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■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15年法律第 43号）第 10条第１項第４号 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

学生との交

流事業の実

施回数 

－ － － 1 回 2 回 6 回 

（大会、

ecocon 、

東北高校

生、近畿

高校生、

四国大学

生、関東

大学生） 

若手プロジ

ェクトリー

ダー研修実

施回数 

各コース年

3回 

－ 1コース3

回 

2コース6

回 

3コース9

回 

3コース9

回 

受講者アン

ケート満足

度 

「有意義で

あった」と

の評価を有

効回答者の

うち80％以

上から得る 

80％ 89.0％ 98.5％ 97.7％ 96.5％  

達成度 － － 111％ 123％ 122％ 121％  

＜評価の視点＞ 

 ・年度計画に定められた各項目に対して、適切な取組が行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 
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＜根拠＞ 

 振興事業は、環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の組織機能の強化を図るため、人材育成、研修、情報

提供、調査研究を実施している。特に、環境活動を行う人材の高齢化を踏まえ、将来の環境活

動へ参加する人材の創出、理解の促進を図るため、ユース世代への取組を強化している。 

平成 29 年度は、具体的な取組として、高校生や大学生による環境活動への参加を促す「全

国ユース環境ネットワーク促進事業」、「全国大学生環境活動コンテスト」を実施するとともに、

平成 29 年度から新たに、高校生や大学生を対象とした「ＳＤＧｓセミナー」を実施した。ま

た、助成事業と振興事業を組み合わせた「若手プロジェクトリーダー育成支援制度」による支

援を継続・実施した。 

以下のとおり、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評定をＢとした。 

●学生との交流事業実施回数 

平成 27 年度より広く国民の環境活動への積極的な参加を促す事業として、環境省と協

働で高校生を対象とした「全国ユース環境ネットワーク促進事業」を実施している。また、

平成 28 年度より、全国大学生環境活動コンテスト(ｅｃｏｃｏｎ2017)への支援も行って

いる。平成 29年度は、新しい試みとして各地方での高校生や大学生を対象としたＳＤＧ

ｓをテーマとしたセミナーを開催した。（東北（高校生）、近畿(高校生)、関東（大学生）、

四国（大学生））（４回実施）。（主要な業務実績（１）②参照） 

●若手プロジェクトリーダー研修実施回数 

  今後の環境保全活動を担う若手人材に対し、７月、10月、１月にフィールド実習を含

む３コース計９回実施した（２期・３期・４期合計 28名）。平成 27年度に採択された研

修生は３年間のカリキュラムを修了し、その結果等を活動報告会（エコプロ 2017 のメイ

ンステージ）において発表した。（主要な業務実績（２）参照） 

●受講者アンケート満足度 

  研修事業では、環境ＮＧＯ・ＮＰＯのキャパシティビルディングを図るため、プロジェク

トマネジメント、資金調達、広報戦略、ネットワーク構築等の研修を行い、受講者アンケート

の有効回答者のうち 96.5％の者から「有意義であった」の評価を得ることができた。（主要な

業務実績（２）参照） 

■課題と対応 

引き続き、若手プロジェクトリーダー育成支援制度における研修など効果の高い事業の実施に

努めつつ、学生との交流事業については定着を図るべく取組を強化する。 

■主要な業務実績（調査事業、研修事業の重点化） 

(１)調査事業・研修事業の重点化 

① 調査事業 

ア．環境ＮＧＯ・ＮＰＯ総覧オンラインデータベースの更新 

平成 29 年度地球環境基金助成金の要望団体について、要望書の団体情報データを環境

ＮＧＯ・ＮＰＯ総覧オンラインデータベースに登録し、情報を更新した。 

イ．海外調査 
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海外先進国における環境ＮＧＯ・ＮＰＯの現状と支援制度等についてヒアリング調査を

行い、日本との違いやその他実態を把握することで、今後の環境ＮＧＯ・ＮＰＯのあり方

と支援方法の今後の検討に活かしていくこととした。 

 ＜海外調査結果等＞ 

(ア)米国ではＮＧＯを「政策実施主体」として、ＥＵでは「市民セクターの代表で健全な政

策への貢献する主体」として明確に位置づけられている。 

(イ)米国、ＥＵともに、一般管理費を含めたグラントが存在しており、さらにＥＵでは運営

費支援に特化したグラントも存在している。 

   →日本でも組織・運営強化につながる助成を取り入れられないか 

(ウ)地球環境基金同様、海外でも国からの助成における事務は大変で、一定期間で報告もあ

り、進捗管理もされている。その一方で、国からの助成を受けることで団体の実績と信

頼が得られるという認識がされている模様（米国 EPA のグラントは競争率 10 倍）。 

(エ)中小規模の環境ＮＧＯ・ＮＰＯが、国からの財政支援をどのように受け成長していくの

か（成長したのか）について、さらなる調査が必要。 

② 研修事業（全国ユース環境活動ネットワーク促進事業） 

全国ユース環境ネットワーク促進事業は、平成 27 年度の高校

生だけを対象とした事業に加え、平成 28 年度には大学生の環境

活動への支援を行うことで、ユース世代全体への支援に拡大した。

平成 29 年度はそれらに加え、地方別の高校生向け、大学生向け

のセミナーを開催し、ネットワークのさらなる拡大に努めた。 

ア．第３回全国ユース環境活動発表大会の開催 

・ 第３回全国ユース環境活動発表大会の開催に向けて、情報誌「全国ユース環境ネットワ

ーク」において応募を募り、全国の 100 高校から応募があった。地方ＥＰＯの協力のも

と全国８地区で地区審査を行い、全国大会に進出する 12 校を選出、平成 30 年２月４日

（日）に国連大学ウ・タント国際会議場（東京）において発表を行った。結果は以下の

とおりである。 

＜第３回全国ユース環境活動発表大会＞ 

（集合写真）       （環境大臣賞（岩手県立遠野緑峰高等学校）） 
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（環境再生保全機構理事長賞（愛知県立佐屋高等学校）） 

○第３回全国ユース環境活動発表大会 

 開催日：平成 30年２月４日（日） 

 場所：国連大学ウ・タント国際会議場 

 主催：全国ユース環境活動発表大会実行委員会 

   （環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サスティナビリティ高等研究所） 

 協賛：キリン株式会社、協栄産業株式会社、ＳＧホールディングス株式会社、三井住友

海上火災保険株式会社 

 協力：環境省地方環境パートナーシップオフィス（EPO）、地球環境パートナーシッププ

ラザ（GEOC）、ESD 活動支援センター、全国大学生環境活動コンテスト実行委員会 

賞 高校名 活動名 

環境大臣賞 岩手県立遠野緑峰高等学校 ホップ和紙開発プロジェクト ～ホ

ップ蔓の新たな可能性にかける～ 

環境再生保全機構

理事長賞 

愛知県立佐屋高等学校 世界最小のアヒル（コールダック）

が地球を救う！ 

国連大学サステイナ

ビリティ高等研究所

所長賞 

和歌山県立田辺高等学校 鳥の巣半島の生物多様性を守ろう 

生徒が選ぶ特別賞 徳島県立徳島商業高等学校 カンボジアの食の安全を守ろう！希

望の工場建設プロジェクト 

先生が選ぶ特別賞 群馬県立利根実業高等学校 イノシシ侵入防護研究と地域への普

及活動 

優秀賞 北海道士幌高等学校 士幌の原植生 カシワ林を後世に伝

えるために 

〃 青森県立名久井農業高等学

校 

ＴＥＡＭ ＦＬＯＲＡ 

 ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ 

〃 千葉県立鎌ケ谷西高等学校 地域を巻き込め！「服のチカラ」プ

ロジェクト 

〃 富山県立中央農業高等学校 とってもかわいい獣害対策～地域の

環境保全をめざして 
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賞 高校名 活動名 

〃 奈良県立御所実業高等学校 生物多様性ならプロジェクト～田ん

ぼの水族館～ 

〃 山陽女子中学校・高等学校 瀬戸内海の島嶼部の海洋ごみ問題に

目を向けて 

〃 佐賀県立佐賀商業高等学校 ＳＡＧＡ藻わたしたちの未来 

イ．北海道環境体験プログラムの実施（第２回大会理事長賞副賞） 

・ 第２回全国ユース環境活動発表大会にて独立行政法人環境再生保全機構理事長賞を受賞

した慶應義塾湘南藤沢高等部への副賞として、２泊３日（平成 29 年８月 28 日～30 日）

の国内環境体験プログラムを実施した。北海道の自然や文化を活かした農家や畜産酪農

家の人たちと交流する機会を提供し、参加した生徒の価値観の変化や日常生活に活かす

アクションを醸成した。 

（川下り体験）         （森のようちえん見学） 

ウ．高校生ＳＤＧｓセミナーの開催（東北、近畿） 

【東北】 

 平成 29 年８月、東北６県の高校（八戸工業専門学校、秋田県立横手清陵学院高等学校、

岩手県立遠野緑峰高等学校、山形県立加茂水産高等学校、宮城県柴田農林高等学校、福島県

立安達高等学校）が一堂に集まり、「持続可能な社会」について学びながら、環境活動の報

告や座談会を実施した。 

（座談会集合写真）             （座談会の様子） 
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【近畿】（平成 29 年 10 月） 

平成 29 年 10 月、近畿２府２県の高校（滋賀県立八日市南高等学校、京都府立桂高等学校、

大阪府立園芸高等学校、大阪府立平野高等学校、関西創価高等学校、関西学院千里国際中等

部・高等部、兵庫県立神戸商業高等学校）や大学が集い、ＳＤＧｓ達成のための企業の取組

や消費者としてできることを学んだ。 

      （研修の様子）                （集合写真）  

エ．大学生ＳＤＧｓセミナーの実施(関東、四国) 

【関東】（平成 29 年８月） 

関東の大学生を対象に『国連大学サステイナビリティ高等研究所で学ぶＳＤＧｓ』を実施

した。セミナーでは概要研修や基調講演でＳＤＧｓについて学び、その後大学生同士による

自身の活動とＳＤＧｓとの関連性について意見交換を行った。研修には７団体 14 名の学生

が参加した。 

 （基調講演の様子）            （集合写真） 

 【四国】（平成 29 年 12月） 

四国地区でＳＤＧｓに取り組む大学生が香川県高松市に集い、社会人からの講演や他の学

生との意見交換会を通し、自分たちがどうＳＤＧｓに関わっているのかについての理解を深

めた。研修には７団体 13名の学生が参加した。 
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    （集合写真）             （研修の様子） 

オ．全国大学生環境活動コンテスト(ｅｃｏｃｏｎ2017)の共催 

・ 全国大学生環境活動コンテスト(ｅｃｏｃｏｎ2017)に共催及び審査員として参画し、大

学生の環境活動の推進に貢献した。 

・ 平成 29 年 12 月 27 日（水）、28 日（木）にｅｃｏｃｏｎ2017 が開催され、全国から 25

の団体が参加し、グループ審査、最終選考会を経て、大阪大学環境サークルＧＥＣＳが

グランプリを、一橋大学国立あかるくらぶが準グランプリを獲得した。 

（ｅｃｏｃｏｎ（12 月）集合写真） （ユース大会（２月）表彰式（一橋大学）） 

団体名 活動内容 

グランプリ 

（環境大臣賞） 

大阪大学環境サークルＧＥＣＳ 広めよう！楽しい環境活動 

準グランプリ 

（環境再生保全

機構理事長賞) 

一橋大学国立あかるくらぶ 国立市を日本一きれいな街に 

③ 研修事業 

・平成 26 年度より助成事業と振興事業を有機的に組み合わせた「若手プロジェクトリーダー

育成支援」を直轄事業として開始し、平成 27 年度採択の２期生（８名）、平成 28 年度採択

の３期生（10 名）、平成 29 年度採択の４期生（10 名）を対象に、７月、10 月及び１月に、

１泊２日の合宿形式で若手プロジェクトリーダー研修を実施した。２期生については、10

月に静岡県富士宮市においてフィールド実習を行った。 

・地域の環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動を推進するため、スタッフ向け環境ＮＧＯ・ＮＰＯ能力強化
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研修を５月から 10 月までの間で、全国５ブロック 10 会場において実施した。 

・９月下旬において、国際協力の振興と実践活動を担う若手人材を育成するため、タイにおい

て９日間の環境ユース海外派遣研修を実施した。 

＜平成 29年度実施の概要＞ 

研修名 概要 

若手プロジェクト

リーダー研修 

今後の環境保全活動を担う環境ＮＧＯ・ＮＰＯの若手人材育成を目的と

した３年間育成プログラムを実施。 

スタッフ向け環境

ＮＧＯ・ＮＰＯ能力

強化研修 

ＮＧＯ・ＮＰＯの組織運営における課題解決のため、知識技術の向上を

目的としたスタッフ向け研修を全国５ブロック 10会場で実施。 

ａ）北海道・東北（旭川、札幌）「顧客管理、効率的事務局運営」 

ｂ）関東・甲越（東京、神奈川）「SNS 等を活用した WEB 戦略」 

ｃ）中部・北陸（愛知、富山）「SNS 等を活用した WEB 戦略」 

ｄ）近畿（大阪、京都）「資金調達、広報戦略、ネットワーク構築」 

ｅ）中国・四国・九州（岡山、佐賀） 「SNS 等を活用した WEB 戦略」 

海外ユース海外派

遣研修 

タイにおいて９日間の現地研修を実施。ユース世代２名が国際機関や、

学校、現地ＮＧＯを訪問し、現地の自然環境保護への取組の実態を学習

した。 

＜若手プロジェクトリーダー研修＞ 

若手プロジェクトリーダー研修では、活動の戦略づくり、マーケティング、ファンドレイジ

ング（資金調達）、広報・ＰＲ、合意形成、プロジェクトマネジメントなど、プロジェクトを

推進するために必要かつ、ＮＰＯからの要望の高いプログラムを提供し、それぞれの活動を効

果的に進めるための実践的な演習、ワークショップを行った。 

  若手プロジェクトリーダー研修の概要 
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 若手プロジェクトリーダー研修では、研修生に対するアンケート結果によれば、次のような

学び、気づき、意識の変化が現れたとの回答が得られている。 

● １年目のプログラム（助成活動の振り返り） 

・ 事業について理解しているつもりでしたが、改めて「Why？」に追求して話すと、きちんと

まとまっていないことに気づきました。相手にメッセージを伝える重要性が分かりました。 

・ 事業に対する悩み・今後の課題を出し合い共有することで、自団体に照らし合わすこともで

きたり、新たにつながりを教えていただき有難かったです。 

● ２年目のプログラム（広報） 

・ 今回の研修で自団体で作成している発信物の稚拙さや効果的でなく何となく発信している

ことが分かり、大幅に改善することができると感じました。まずは簡単にできる SNSの投稿

を継続的、定期的に実施しようと思います。 

・ これまでの 2年をもう一度ふりかえり、本当に身についているのか実行できているのかを確

認していきたいです。活動としても団体としても今年の行動、成果次第で再来年度以降の方

向性が決まっていくので、意識を強くもち、行動していきます。 

● ３年目のプログラム（３年間の振り返り・次年度以降の計画立案） 

・ 個人の内省はなかなかじっくりやることがないので、今後も定期的に振り返りの機会を設け

たいと思いました。 

・ モデルのないフリーランス型の事務局づくりについてこれからも事業を運営しながら追求

していきたいと思います。 

・ 普段の活動の中でうまくいかないことや悩みを共有してヒントをもらったり、他の同期の志

に刺激をもらったりと、本当に日々の活動へのモチベーションにつながっていました。研修

を通じて、視野が広がりました。 

（２期生〔３年目〕 フィールド実習）   （３期生〔２年目〕 広報のワークショップ） 

若手プロジェクトリーダー育成支援プログラムとしては、２期生８名が３年間の課程を修了

した。 
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（若手プロジェクトリーダー２期生）    （２～４期生の交流ディスカッション） 

（若手プロジェクトリーダー育成支援団体（２期生）） 

   （特非）トチギ環境未来基地  （特非）気候ネットワーク 

（特非）泉京・垂井      （特非）ＡＣＥ 

（特非）「環境・持続社会」研究センター 

（特非）グラウンドワーク三島 

国際自然保護連合日本委員会 

（特非）持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 

 ２期生が所属する団体の責任者からは「実習と研修の成果で、プロジェクト開始時に加え、

格段にできることが増え、また、各業務の質も高まっている」、「本事業が起点となり活動が広

がっているのも大きな成果で、若手プロジェクトリーダーとして育成された事業マネージメン

ト力に依るところが大きい」といった評価を得た。 

＜スタッフ向け環境ＮＧＯ・ＮＰＯ能力強化研修＞ 

ＮＧＯ・ＮＰＯの組織運営における課題解決のため、効率的な事務局運営、ＳＮＳやＷＥＢの活

用を中心とした広報、資金調達、ネットワーク構築など、組織運営及び強化に必要かつＮＧＯ・

ＮＰＯからの要望の高いプログラムを全国５ブロック 10会場で実施した。 

（中部・北陸ブロック（全体講義））   （関東・甲越ブロック（グループ討議）） 
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＜海外派遣研修（タイ）＞ 

タイの学校や現地ＮＧＯ等を訪問し、現地の自然環境保護への取組の実態を学習するプログラ

ムを実施した。

（カエンガチャン森林郡の取組紹介）    （タイ環境研究所での意見交換会） 

（２）研修事業の効果的な実施 

研修・講座が効果的に行われるよう、ＮＰＯの事業支援や専門研修を行っている専門家を振

興事業アドバイザーとして選任し、研修現場のチェック（事前準備や受講者への対応状況等）

を通じた研修運営団体への指導を行った。また、研修の理解度や活用度などを把握するため、

開始時、終了時、終了３ヵ月後にアンケートを行うとともに、終了時アンケートにおいて研修

に対する受講者の評価を調査したところ、有効回答者のうち 96.5％の者から「有意義であっ

た」との評価を得た。 

 (資料編 P52_地球 6 平成 29 年度研修・講座実施状況) 

(資料編 P54_地球 7 平成 29年度研修・講座のアンケート結果) 

平成 30 年２月には研修運営団体との実務者会合を実施し、振興事業アドバイザーから研修

評価のフィードバックを行うとともに、運営団体と研修の改善をテーマに意見交換を行った。 

        （実務者会合）         （研修の改善について意見交換） 

今後のより望ましい研修のあり方については、以下のような意見があった。 
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● プログラムデザインについて 

・ 現在の仕様はターゲットを押さえつつ自由度が高いところがよい。研修の目的が団体の強化

ということが明確で、少人数で成果重視のプログラムという方向性はこのままで良い。２年

間（複数年）でテーマが自由という仕様はやりやすく成果につながる。 

・ 資金提供とセットのプログラムにできないか。例えば助成団体に対するプログラムや重点課

題を扱ったプログラムに対して成果が出せたら資金が出る、など。 

● 地域特性について 

・ 地域の団体の自立のためには中間支援団体のレベルアップが必要なのでブロック制はよい。

東北は中間支援団体が弱いので、別の形の支援が必要ではないか（予算の濃淡など）。 

・ 都市部と地域では要件を分けた方が良いのではないか。都市部でないと集客が保証できない

ので、地域では単発研修も可とするなど。 

● その他 

・ 将来の見込み支援者、見込み顧客が一緒に受けることができるプログラムがあると良い。 

・ 環境団体は他分野の団体と比較して内向きで、自分達のやりたいことをやっている印象があ

る。ステークホルダー向けに成果発表会を行うなどの工夫も必要ではないか。 
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３．地球環境基金の運用等について 

■中期目標 

本来は、地球環境基金の運用益で実施すべき業務であることを踏まえ、本中期目標期間中にお

いて、第２期中期計画の実績を上回る募金額及び件数を獲得することを目標として、これまでの

取組を総合的にＰＲするなど、より積極的かつ効果的な募金獲得活動に取り組むこと。 

また、地球環境基金の運用について、景気局面に対応して安全で有利な運用を図ること。 

■中期計画 

地球環境基金事業開始から 20 年を経過したことを踏まえ、第三期中期目標期間中の募金等の

総額等が平成 25 年度末までの５か年間の出えん金の総額及び件数を上回るよう、これまでの取

組を国民・事業者等の理解を促進するため、総合的かつ効果的な広報活動に取り組むとともに、

新たな募金方法等の検討を行うなど募金等の活動を強化するなどして、地球環境基金のより一層

の造成に努める。 

また、地球環境基金の運用につき、資金の管理及び運用に関する規程に基づく地球環境基金の

運用方針に従って安全で有利な運用に努める。 

■平成 29 年度計画 

地球環境基金事業のこれまでの取組について、国民・事業者等の理解を促進するため、様々な

広報媒体や各種環境イベント等を通じた総合的かつ効果的な広報活動に取り組むとともに、地球

環境基金のより一層の造成のため新たな寄付方策の導入に向けた検討を行う。 

具体的な広報活動として、国民に対しては、「地球環境基金サポーター」について更なる広報

に取り組み、サポーターの増加に努める。 

一方、事業者等に対しては、現在の社会経済情勢を踏まえ、「地球環境基金企業協働プロジェ

クト」による寄付獲得に重点を置き、より多くの参加を得るよう企業ＣＳＲ担当者等への直接の

広報等に取り組むとともに、当面は、東京 2020 に関連した市民参加による環境活動を支援する

「特別助成」への寄付獲得に重点を置く。 

なお、出えん金の総額及び件数については、社会経済情勢や前中期目標期間以降の推移を改め

て分析した上で、その増加に努める。 

また、地球環境基金の運用については、低金利が続いている状況を踏まえ、市場等の動向を一

層注視して、運用方針に基づく安全で有利な運用に努める。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

 独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15 年法律第 43 号）第 15 条 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期

目標期間

最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

企業協働

プロジェ

クト等に

より直接

事業に充

てるため

の特定寄

付社数及

び寄付額 

新たな寄付

の獲得 

0 社 

0 千円 

1 社 

（10,000

千円） 

3 社 

（12,000

千円） 

6 社 

（14,500

千円） 

5 社 

（18,500

千円） 

ポイント

寄付提携

カード数 

平成25年度 

の実績数 

7 カード 7 カード 9 カード 10カード 10 カード  

募金シス

テム数 

平成25年度 

の実績数 

1 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ  

広報・募

金活動分

野数 

平成25年度 

の実績数 

5 分野 5 分野 5 分野 5 分野 5 分野  

寄付件数 

（ 計 画

値） 

最終年度に

3,776 件 

－ 755.2 件 755.2 件 755.2 件 755.2 件 755.2 件 

寄付件数 

（ 実 績

値） 

 789 件 

（前中計

最終年度

の寄付件

数） 

874 件 899 件 821 件 789 件  

達成度 － － 115.7％ 119.0％ 108.7％ 104.5％  

寄付額 

（計画

値） 

最終年度に 

237,621 千円

－ 47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 
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主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期

目標期間

最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

寄付額 

（ 実 績

値） 

 17,316 

千円 

（前中計

最終年度

の寄付

額） 

18,170

千円 

18,712 

千円 

21,036 

千円 

23,359 

千円 

達成度 － － 38.23% 39.37％ 44.26％ 49.15％  

基金の運

用額 

年度計画予

算における

実績額 

－ （計画額）

210 百万円 

（実績額） 

212 百万円 

（計画額）

201 百万円 

（実績額）

210 百万円 

（計画額）

173 百万円 

（実績額）

174 百万円 

（計画額）

147 百万円 

（見込額）

147 百万円 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

 ・年度計画に定められた各項目に対して、適切な取組が行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

 地球環境基金を取り巻く状況が厳しい中にあって、平成 29 年度は、以下のとおり、企業協

働プロジェクトによる寄付獲得額が平成 28年度を上回ったほか、寄付件数も計画値を上回る

など、総体的に平成 28年度と同等程度の結果を得られたことから、自己評定をＢとした。 

 ● 広報・募金活動 

 ・地球環境基金に対する寄付が減少、東京 2020 に関連した特別助成に対する寄付の同意も

困難な状況にあるなど、地球環境基金を取り巻く状況が厳しい中、地球環境基金事業の認

知度向上に資する広報に努め、地球環境基金企業協働プロジェクトに参画している団体よ

り活動に対する評価を得て増額して寄付を受け入れることができた。 
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・また、全国ユース環境ネットワーク促進事業（振興事業）の実施に当たっても、事業に対

する理解を得て、地球環境基金企業協働プロジェクトの枠組みを利用した寄付を平成 28

年度に続いて 4社から受け入れることができた。 

・結果、平成 28 年度を上回る寄付金額を受け入れることができた（23,359 千円、対前年度

比 111.0％）。寄付件数は前年度を下回ったものの、第２期中期目標期間最終年度の件数と

同じ 789 件の寄付を受け入れることができ、同期間中の件数（3,776 件（年平均 755.2 件））

を上回るペースを維持している。 

 ● 基金の運用 

 ・市場金利の著しい低下が続く中、資金の安全性を確保した上で、市場の状況も考慮した運

用を行った。 

■課題と対応 

  寄付者からの「寄付先のみえる化」等の要望に対応するため、地球環境基金の助成先の一つ

ひとつの事業活動について効果的な広報に努める。 

また、地球環境基金への大口寄付が減少している中、地球環境基金企業協働プロジェクトに

対する企業の参画を得るため、企業が賛同できる適切な助成分野（テーマ）の検討を行うなど、

地球環境基金企業協働プロジェクトに参画を得るための周知を継続する。 

■主要な業務実績 

【地球環境基金を取り巻く状況】 

企業協働プロジェクト等に係る寄付受入を除き、地球環境基金への大口寄付（年間 100 万

円以上）は、平成 18年度の８社をピークに減少し、平成 28 年度以降は０社となった。また、

東京 2020 に関連した市民参加による環境活動を支援する「特別助成」への寄付獲得も企業

独自の展開とは別に寄付を行うことに理解を得ることが難しい状況にある。 

大口寄付が減少している主な要因として、 

・今日では単なる寄付ではなく、社員を参加させるなど企業自らが環境分野を含む様々な

分野で社会貢献活動に取り組んでいること 

・地球環境基金への寄付は、受けた寄付を一旦基金に組み入れて、その運用益により事業

を行う仕組みであることから、寄付を行った企業の貢献度が見えにくいこと 

などの状況に変わりがないため。 

【業務実績】 

（１）総合的かつ効果的な広報活動 

地球環境基金事業の取り組みや意義等、認知度向上に資する周知活動を行うとともに、地

球環境基金企業協働プロジェクト、継続的な寄付獲得に向けた地球環境基金サポーターのほ

か、古本を活用した身近でリサイクル意識の啓発と環境保全活動の支援に参加できる寄付メ

- 84 -



ニュー（本 de寄付）などについて積極的な周知活動を行った。また、平成 28 年度に続き、

他部門との連携を図った周知を行った。 

 ① 新聞・雑誌等による広報 

新聞・雑誌等を活用して、地球環境基金事業の紹介等、各種周知を時期や購読層を考慮し

た上で積極的に行った。 

種類 掲載時期 掲載内容 

東京新聞、フジサンケイビ

ジネスアイ等（新聞７件、 

生活情報誌等 12 件） 

随時 ・地球環境基金事業の紹介 

・助成金募集案内 

・助成金活動報告会の周知 

・企業協働プロジェクト募集 

・全国ユース環境活動発表大会募集案内 

・寄付メニューの紹介 等 

ＪＲ（首都圏）窓上広告 平成 30 年１～２月 ・全国ユース環境活動発表大会周知 

[企業協働プロジェクト募集： 

フジサンケイビジネスアイ掲載] 

[助成金募集案内及び寄付メニューの紹介：東京新聞掲載] 

② イベント等への出展 

環境意識が高い市民が集まる環境イベントにブース出展を行い、地球環境基金事業の紹介

[地球環境基金事業の紹介：東京新聞ＴＯＤＡＹ掲載] 
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等を行うとともに、来場者に対して地球環境基金サポーター制度のパンフレット等を直接手

交することにより認知度向上と募金獲得に努めた。 

また、イベント等の出展に際しては地球環境基金事業をポスターやパネルを用いて紹介す

るだけでなく、地域に密着したイベントでは、当該地域で活動する助成団体をブースに招き、

実際の助成活動を来場者に対して紹介（地球環境基金事業の見える化）することで助成事業

への理解を図った。 

イベント名称 開催日 主な出展内容 場所 来場者数

地球環境イベント・

かながわエコ 10 フ

ェスタ 

５月 27 日 

～28 日 

・地球環境基金事業の紹介

・助成団体による助成活動

紹介 

日本大通り 

（横浜市） 

140,000 人

エコライフ・フェア

2017 

６月３日 

～４日 

・地球環境基金事業の紹介 代々木公園 40,596 人

環境デーなごや ９月 16 日 ・地球環境基金事業の紹介

・助成団体による助成活動

紹介 

久屋大通公園 90,000 人

グローバルフェスタ ９月 30 日 

～10 月１日 

・地球環境基金事業の紹介

・全国ユース環境活動紹介

・助成金募集スケジュール

案内 

お台場センター 

プロムナード 

120,861 人

エ コ プ ロ ダ ク ツ

2017 

12 月７日 

～９日 

・地球環境基金事業の紹介

・助成団体による助成金活

動報告会 

東京ビックサイト 160,091 人

※来場者数は主催者発表数による 

＜事業紹介等＞ 

（エコライフフェア）           （グローバルフェスタ）
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 ＜助成団体による活動紹介・ワークショップ＞ 

（かながわエコ 10 フェスティバル）       （環境デーなごや） 

      ＜地球環境基金サポーターパンフ等の各種パンフレット手交＞ 

（グローバルフェスタ）         （エコプロダクツ 2017） 

 ③ 広報誌の発行 

   「地球環境基金便り」の発行（９月、３月：各 40,000 部） 

・第 43 号 特集：『今こそ向き合う、気候変動』（９月） 

・第 44 号 特集：『（ＳＤＧｓで日本を変える世界を変える』（３月） 

各号とも、寄付者、自治体、図書館、商工会議所、高等学校、ＮＰＯセンター等約 8,000

箇所に送付した。 
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 ④ その他の広報 

ア．Ｔｗｉｔｔｅｒによる情報発信 

助成団体の活動情報、イベント等の周知を繰り返して行うなど、地球環境基金事業の活

動情報を発信し、フォロワーを通じた広範な情報発信に努めた（ツイート 60 件、フォロ

ワー212 人）。

イ．Ｉｎｓｔａｇｒａｍによる情報発信 

助成団体の活動情報やユース事業等、環境活動の状況を画像を中心に広く周知するため、

若年層に人気の高いＩｎｓｔａｇｒａｍを新たに用いた情報発信を行った（56件投稿）。 

ウ．制作物の配布 

地球環境基金事業を幅広く知ってもらい、かつ、環境保全活動への支援につなげるため、

書籍用に作成した「しおり」を引き続き書店商業組合を通じ各書店に設置した。 

（しおり配布先） 

書店商業組合名 設置書店数 

北海道書店商業組合 146 店

宮城県書店商業組合 100 店

東京都書店商業組合 152 店

神奈川県書店商業組合 189 店

（表）   （裏） 
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書店商業組合名 設置書店数 

愛知県書店商業組合 190 店

京都府書店商業組合 23 店

大阪府書店商業組合 251 店

熊本県書店商業組合 66 店

また、首都圏で来局者の多い郵便局をターゲットに、地球環境基金事業の紹介及び寄付

方法を掲載したカレンダー等を制作し、来局者に対して配布を行った。 

（２）地球環境基金企業協働プロジェクト 

    地球環境基金企業協働プロジェクトに参画し、環境ＮＧＯ・ＮＰＯの環境保全活動（Ｌ

ＯＶＥ ＢＬＵＥ助成）に支援をいただいている業界団体（（一社）日本釣用品工業会）

に対し成果及び効果の報告を実施、活動に対する評価を受けて平成 28 年度から増額して

寄付を受け入れることができた。（15,000 千円、対前年 5,000 千円増） 

    また、同プロジェクトの枠組みで獲得した寄付も活用し実施している全国ユース環境ネ

ットワーク促進事業（振興事業）では、平成 28年度と同様、企業４社から継続して寄付

（総額 3,500 千円）を得ることができた。 

    なお、東京 2020 に関連した特別助成に対する寄付は、理解を得られず受け入れに至ら

なかった。 

（３）募金活動 

上記（１）の総合的な広報活動のほか、寄付者に対する謝意として、領収書の発行及びホ

ームページ上への寄付者名の掲載時期の早期化（週単位）に努めた。また、機構内の連携と

して、水泳記録会等の他部が実施している事業の会場において、地球環境基金事業や寄付に

よる支援について、パンフレット等による周知を行った。 

この結果、平成 29年度の寄付額は 23,359 千円（対前年度 111.0％）、寄付件数については、

平成 28 年度の件数は下回ったものの、第２期中期目標期間最終年度と同じ 789 件を受け入れ

ることができた。また、件数は第２期中期目標期間（3,776 件（年平均 755.2 件））を上回る

ペースを維持している。 

【寄付の実績】                        （単位：件、千円） 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

件数（件） 821 789 

寄付額（千円） 21,036 

（13,150） 

23,359 

（16,650）

 ※（  ）書きの数値は、「地球環境基金企業協働プロジェクト」により使途が特定さ

れて受け入れた額で、寄付額の内数である。 
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＜ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成業務＞ 

■中期目標 

助成業務の遂行に際しては、審査基準及びこれに基づく審査結果や助成金の審査状況など幅広

い情報提供に努め、透明性・公平性を確保すること。 

また、これら審査基準とあわせ、助成対象事業の実施状況や基金の管理状況などの情報を公表

すること。 

■中期計画 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）廃棄物の処理の円滑な実施を支援するため、

中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理に要する費用の軽減（軽減事業）、ＰＣＢ廃棄物の

処理に際しての環境状況の監視・測定又は安全性の確保に係る研究・研修の促進（振興事業）及

びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年法律第 65 号）

第 13 条第１項に基づく処分等措置に要する費用の軽減（代執行支援事業）に要する費用につい

て、環境大臣が指定する者に対し助成する。 

本助成金の交付の透明性・公平性を確保するため、審査基準、これに基づく助成金の審査状況、

事業の採択及び助成対象事業の実施状況、並びに基金の管理状況などの情報をホームページ等に

おいて公表する。 

■平成 29 年度計画 

環境大臣が指定する者からの助成金の交付申請、支払申請（軽減事業では四半期ごと及び振興

事業では年１回）及び事業実績報告の内容を適正に審査した上で交付する。 

また、本助成金の交付の透明性・公平性を確保するため、審査基準、これに基づく助成金の審

査状況、事業の採択及び助成対象事業の実施状況並びに基金の管理状況などの情報をホームペー

ジ等において公表（年５回）する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15年法律第 43号）第 10条第１項第５号 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第 65 号）

第５条第１項、第６条第１項、第 13 条第１項 

- 91 -



■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

軽減事業に

係る助成金

支払申請件

数に対する

処理件数 

100％ 100％ 100％ 

3.993 件

3.993 件 

100％ 

3,680 件 

3,680 件 

100％ 

3,485 件 

3,485 件 

100％ 

3,840 件 

3,840 件 

助成対象事

業の実施状

況等の公表

回数 

年５回 

（四半期

＋決算） 

５回 ５回 ５回 ５回 ５回  

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

・年度計画に定められた各項目が適切に行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

Ｂ 

＜根拠＞ 

以下により、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、上記のとおり、自己評

価を「Ｂ」とした。 

● 軽減事業については、環境大臣の指定する者からの四半期ごとのの支払申請（3,840 件）

に対し、全件を適正に処理して助成金を交付した。 

● 本助成金の助成対象事業の実施状況、基金の管理状況等について、年５回機構ホームペ

ージで公表した。 

■課題と対応 

・ＰＣＢ廃棄物処理基金の助成については、環境大臣が指定する者からの支払申請を適正に審

査して実施する。 

・本助成金の助成対象事業の実施状況、基金の管理状況等について機構ホームページで公表す

る。 
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・平成 30年度から、都道府県等が実施するＰＣＢ廃棄物処理に係る代執行事業に係る手続を

着実かつ適正に実施する。 

■主要な業務実績 

（１）軽減事業への助成金の交付 

中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用軽減のための助成（軽減事業）については、

環境大臣が指定する者からの交付の申請を審査した上で平成 29年５月 11日に交付決定し、四

半期ごとの支払申請に対して助成金の交付を行った。 

また、審査基準や助成対象事業の実施状況などについて、機構ホームページで公表した。 

・第１四半期分 交付対象処理件数  611 件、2,149 台処理、平成 29年 ８月１日公表 

・第２四半期分 交付対象処理件数 1,033 件、1,971 台処理、平成 29年 11 月１日公表  

・第３四半期分 交付対象処理件数 837 件、1,674 台処理、平成 30年２月１日公表 

・第４四半期分 交付対象処理件数 1,359 件、2,445 台処理、平成 30 年５月１日公表  

年度累計 交付対象処理件数 3,840 件、8,239 台処理 

（２）振興事業への助成金の交付 

ＰＣＢ廃棄物処理に関する研究促進のための助成（振興事業）については、環境大臣が指定

する事業者からの交付の申請を審査した上で平成 29 年６月 30 日に交付決定を行った。 

事業実施後においては事業実績報告書を審査し、研究テーマ等の事業の採択状況を機構ホー

ムページで公表した。 

・平成29年度研究テーマ：「平成29年度搬出不可変圧器及び劣化変圧器等処理促進検討業務」 

（狭小な保管事業場に保管され残留ＰＣＢ油の抜油に必要な機材が搬入できない搬出不可

変圧器及び密閉容器に保管され気化溶剤循環抜油方法による残留ＰＣＢ油の抜取が困難

な劣化変圧器の処理を促進するための現場解体作業手順及び技術を検討し整理する業務） 

（参考）軽減事業及び振興事業の実施状況(平成 30 年３月 31 日現在) 

（単位：件、台、千円） 

区分 
平成 28 年度 平成 29 年度 

件数 台数 金額 件数 台数 金額 

軽減事業 3,485 

〔350〕 

7,910 

〔611〕

1,918,167 

 〔260,118〕

 3,840

〔325〕

8,239 

〔633〕

  1,929,510 

〔219,793〕

振興事業   10,000   10,000

(注)・〔 〕書きは、平成 26 年４月７日の交付要綱改正により交付対象となった個人又は破

産手続中等の法人に係る数値で、内数である。 

（３）代執行支援事業の基金造成 

   都道府県等が実施するＰＣＢ廃棄物処理に係る代執行事業への支援のための基金造成に

ついて、国から補助金 100,000 千円、産業界から出えん金 148,500 千円の合計 248,500 千円
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の拠出を受けた。 

（４）ＰＣＢ廃棄物処理基金の造成状況 

ＰＣＢ廃棄物処理基金の造成状況は下表のとおりである。 

また、基金の管理状況について、機構ホームページで公表した。 

（単位：千円） 

区分 項目 
①平成 28年度

末残高

平成 29 年度 平成 29 年度末 

残高 

(①＋②-③) 

②当期拠出等 ③当期助成額

軽減事業 国 18,422,143 700,000  964,755  18,157,388

都道府県 17,849,340  651,437  964,755   17,536,022

運用利息 1,770,278 15,139 1,785,418

小 計 38,041,761 1,366,576  1,929,510 37,478,828

振興事業 民間出えん金 12,466 0 2,593 9,873

運用利息 0 0 0 0

消費税戻り分(※) 7,407 741 7,407 741

小 計 19,873 741 10,000 10,614

代 執 行 

支援事業 

国 0 100,000 0 100,000

民間出えん金 45,000 148,500 0 193,500

運用利息 0 0 0

小 計 45,000 248,500 0 293,500

基金残高 38,106,634 1,615,817 1,939,510 37,782,942

（注）各欄と小計欄及び残高欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

（※）「消費税戻り分」とは、助成対象者である環境大臣が指定する事業者が、助成事業に伴う事業経費

のうち消費税等仕入控除税額部分について還付を受けることから、機構が交付要綱に基づき当該消費税等

仕入控除税額について助成対象者に請求し返還を受けた額である。 

(資料編 P56_ＰＣＢ1  ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃棄物処理基金業務について) 

(資料編 P58_ＰＣＢ2  ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃棄物処理基金拠出状況について) 

（５）基金の運用 

ＰＣＢ廃棄物処理基金の運用については、流動性と安全性を重視した運用を行っている。 

（単位：百万円）    

平成 28 年度 平成 29年度 

計画額 決算額 平均利回り

（％） 

計画額 決算額 平均利回り

（％） 

利息収入 49 29 0.076 14 16 0.040 

 ※計画予算ベースで計上 

(資料編 P110_共通 9 運用方針について) 
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＜維持管理積立金の管理業務＞ 

■中期目標 

最終処分場維持管理積立金については、資金の性質、積立及び取戻しの状況に応じた最善の運

用方法により運用すること。 

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づく維持管理積立

金の積立者に対し運用状況等の情報提供を行う等、透明性の確保に努めること。 

■中期計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき、廃棄物の最終処分

場の設置者が埋立処分終了後に適正な維持管理を行うため、必要な費用を機構に積み立てる。 

本積立金について、安全性の確保を優先し確実な取戻しを確保しつつ、積立て及び取戻しの状

況を考慮した適切な運用を図る。 

また、本積立金の積立者に対し運用状況等の情報提供を行う等、透明性を確保し、運用利息額

等を毎年度定期的に通知する。 

■平成 29 年度計画 

本積立金について、取戻し請求に確実に対応するとともに、積立額及び取戻額を想定し資金の

出入を把握することにより、予定外の資金需要に対応できる余裕を確保しつつ、より有利な運用

を行う。 

また、本積立金の積立者に対し運用状況等の情報提供を行う等、透明性を確保し、運用利息額

を年１回３月末に通知する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15年法律第 43号）第 10条第１項第６号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第８条の５ 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期

目標期間

最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

積 立 者

に 対 す

る 運 用

状 況 等

の 情 報

提供率 

100% 100% 100% 

1,225 件 

1,225 件 

100％ 

1,212 件 

1,212 件 

100％ 

1,196 件 

1,196 件 

100％ 

1,181 件 

1,181 件 

積 立 金

の 運 用

額 

年度計画

予算にお

ける実績

額 

 （計画額）

267 百万円 

（実績額）

307 百万円 

（計画額）

265百万円 

（実績額）

298百万円

（計画額） 

277 百万円 

（実績額） 

281 百万円 

（計画額） 

260 百万円 

（実績額） 

273 百万円 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

  ・年度計画に定められた各項目が適切に行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

以下により、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、上記のとおり、自己評

価を「Ｂ」とした。 

● 本積立金の運用については、安全性の確保を最優先に、効率的な運用に努めた結果、273

百万円の利息を得た。 

● 資金の透明性を確保するため、本積立金の積立者に平成 29年度運用利息額の通知を平成

30 年３月末に送付した。 

■課題と対応 
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・維持管理積立金の積立て及び取戻し等について適切に対応し、維持管理積立金の管理を適切

に行う。 

・維持管理積立金の運用については、資金の安全性確保を最優先に、最終処分場の維持管理に

要する資金を預かっているという資金の性質から、取戻請求に対応することを踏まえ、運用

可能な資金を把握、想定を超える資金需要にも対応できるよう考慮の上で、預金による短期

運用と、中～長期の債券を組み合わせた効率的な運用を行う。 

・資金の透明性を確保するため、本積立金の積立者に対し、運用利息額を定期的に通知する。 

■主要な業務実績 

（１）維持管理積立金の適切な管理 

① 積立て及び取戻し 

最終処分場設置者からの維持管理積立金の積立て及び取戻しについて、それぞれ適切に対

応し、積立て及び取戻しに係る最終処分場設置者への預り証書の発行・送付を遅滞無く行っ

た。 

また、最終処分場設置の許可権者（93都道府県等）に対し、平成 28年度分の維持管理積

立金の積立て及び取戻し状況を平成 29年６月に通知した。 

(資料編 P59_維持 1  維持管理積立金管理業務について) 

＜年度内の維持管理積立金の積立て及び取戻し状況＞  （単位：千円）

区 分 
積 立 取 戻（△） 残 高 

最終処分場数 金額 最終処分場数 金額 金額 

平成 28 年度

(うち過年度分)

686

(37)

5,581,057

(107,207)
51 1,503,738 94,196,893

平成 29 年度

(うち過年度分)

697

(41)

6,687,098

(319,204)
59 1,596,707 99,287,284

＜法律に基づき機構が維持管理積立金を管理する最終処分場対象数＞ 

（備考 29 年度末時点で取戻が完了した最終処分場数：326） 

② 利息の通知と払渡し 

最終処分場設置者に対し維持管理積立金の平成29年度運用利息額の通知を平成30年３月

末に送付した。 

また、平成 29 年度中に払渡請求書に基づく利息の払渡しを行った先は 421 最終処分場で

区 分 
対象最終 

処分場数
積立中 積立済 

（うち、 

取戻中）

平成 28年度末 1,189 686 503 （104）

平成 29年度末 1,178 697 481 （106）
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ある。 

③ 平成 29 年度維持管理積立金に関する連絡 

許可権者より機構に平成 29 年度算定額の通知が送付され次第、最終処分場設置者に維持

管理積立金の払込金融機関と積立期限（平成 30年２月 28 日）を連絡した。 

（２）維持管理積立金の適切な運用 

安全性の確保を最優先に、最終処分場の埋立終了等に伴う取戻しに対応するため、資金需要

を考慮して預金による短期運用と、債券による中・長期の債券運用を組み合わせた効率的な運

用に努めた。 

                  （単位：百万円） 

平成 28年度 平成 29年度 

計画額 決算額 平均利回り

（％） 

計画額 決算額 平均利回り

（％） 

運用収益 277 281 0.309 260 273 0.292 

 ※計画予算ベースで計上 

(資料編 P110_共通 9 運用方針について) 
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＜石綿健康被害救済業務＞ 

１．認定・支給等の迅速かつ適正な実施 

■中期目標 

（１）救済給付の支給等に係る申請及び請求について、迅速かつ適正な処理を行うこと。 

（２）迅速かつ適正な救済給付の支給を行うこと。 

■中期計画 

石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた方及びその遺族に

対する医療費等の救済給付を支給する等の業務を行うとともに、石綿健康被害者が今後とも増加

する傾向にあると見込まれることから、これに備えた取組を行う。なお、制度のより適切な運営

のため、労災保険制度等他制度との連携に努める。 

（１）今後見込まれる石綿健康被害者の増加も念頭に置きつつ、石綿健康被害の迅速な救済のた

め、申請者等に対するきめ細かな対応を含め、認定等に係る事務処理を迅速かつ適正に行う。

また、労災保険制度の対象になり得る申請については労災保険窓口に情報提供を行うなど、

他制度との連携に努める。 

（２）今後見込まれる石綿健康被害者の増加も念頭に置きつつ、石綿健康被害の迅速な救済のた

め、被認定者等に対するきめ細かな対応を含め、救済給付の支給に係る事務処理を迅速かつ適

正に行う。 

■平成 29 年度計画 

（１）認定等の迅速かつ適正な実施 

申請段階から医療機関と緊密に連絡を行い、病理標本など医学的判定に必要な資料の整備

に努め、１回の判定で結果が得られるようにすることなどで、療養中の方々からの認定申請

について、特殊な事情を有する案件を除き、本中期目標期間中における平均処理日数を前中

期目標期間中より短縮するとともに、計測に時間を要している石綿繊維の計測については、

環境省他関係機関と連携を図りながら迅速化に努め、着実に実施する。 

また、労災保険制度の対象になり得る申請について労災保険窓口に随時、情報提供を行う

など、引き続き他制度との連携を図る。 

（２）迅速かつ適正な支給 

救済給付の請求に関する案内資料について、より分かりやすくなるよう見直しを検討する

など、被認定者からの請求が円滑に行われるための取組を進め、支給に係る事務を適切に行

う。 

また、認定の更新を受けるべき被認定者が申請漏れにより資格を失うことのないよう事前

に案内するなど、認定更新に係る事務を適切に行う。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号） 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 

（参考値） 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

療養中の
申請から
認定等決
定までの
処理日数 

前中期目
標期間中
より短縮 

151 日 

（前中期目標

期間中の処理

日数）注 1) 

116 日 

注 2) 

106 日 

注 2) 

98 日 

注 2) 

96 日 

注 2) 

注 1）前中期目標期間中における平均値。 

注 2）石綿繊維計測案件（特殊事例）を除いた日数。 

（参考） 

・前中期目標期間の平均処理期間 151 日 

・前中期目標期間最終年度の平均処理期間 115 日 

＜その他の指標＞ 

・療養中の被認定者に支給する療養手当（初回）の支給までの処理期間 

＜評価の視点＞ 

（１）認定等の迅速かつ適正な実施 

・認定等の決定が迅速かつ適切に行われているか。 

・労災保険制度等の他制度との連携を図る取組が行われているか。 

（２）迅速かつ適正な支給 

・被認定者からの請求が円滑に行われるための取組が進められ、支給に係る事務、認定更新

に係る事務が適切に行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

Ａ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、年度計画を上回る取組を実施したため、自己評定をＡとした。 

（１）認定等の迅速かつ適正な実施 

● 申請受付件数が前年度比で 10.0％増加する中においても、環境省への申出前から医

療機関に病理標本等の資料提出を積極的に求めるなど、可能な限り資料の事前収集に努

めたこと、追加資料を求められた案件を含め案件ごとの進捗管理を徹底したこと、申請

受付状況等の情報を適宜環境省と共有し、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害判
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定小委員会（以下「判定小委員会」という。）審査分科会等の回数やスケジュールを調

整してもらうよう努めたことなどにより、療養中の申請に係る平均処理日数（石綿繊維

計測の特殊事例を除く）は 96日（前年度実績 98 日）となり、前中期目標期間の平均

151 日と比べて期間短縮（36.4％減）が図られている。 

（２）迅速かつ適正な支給 

● 被認定者向けチェックリストの作成や医療費の未請求者への手続方法の再案内等、被

認定者からの円滑な請求に資するきめ細かな取組を行っている。 

● 救済給付の支給については、前中期目標期間の平均を概ね下回る処理期間で適正な支

給を行うことができている。（療養手当（初回）の支給までの処理期間：前中期目標期

間平均 23日→平成 29 年度 17日（26.0％減）） 

● 認定更新の申請漏れを防ぐため、未申請者への状況確認・再案内を実施するなどの取

組を行い、認定更新に係る事務を適切に行っている。 

■課題と対応 

（１）認定等の迅速かつ適正な実施 

・申請受付件数が増加傾向にある中、全体としての平均処理日数を維持していくため、医療

機関から可能な限り資料を事前に収集し判定申出を行う、追加資料を求められた案件につ

いても、少しでも早く資料が得られるよう管理を徹底するなどの取組を継続的に実施する。 

（２）迅速かつ適正な支給 

・被認定者からの請求が円滑に行われるためのきめ細かな取組を進め、引き続き救済給付の

支給に係る事務を適切に実施する。 

・認定更新の対象者が申請漏れにより更新を受ける資格を失うことのないよう、引き続き、

手続方法の案内、申請状況の確認等を適切に実施する。 
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■主要な業務実績 

（１）認定等の迅速かつ適正な実施 

① 受付と認定等の状況 

平成 29 年度は、1,189 件の申請を受け付け、前年度未処理案件 307 件と合わせた 1,496

件について 1,156 件の処理を行った。 

平成 29 年度の受付件数は前年度（1,081 件）に比べ 10.0％増加している。また、平成

29 年度末の未処理件数は 340 件となっており、前年度末（307 件）より増加している。こ

れは、受付件数の増加の影響もあるものと思われる。ただし、平成 29年度末の未処理件数

340 件のうち 293 件は環境大臣への医学的判定の申出を行っており、医学的判定申出前の

機構内で審査を行っている段階の案件は 47件である。前年度末時点の未処理件数 307 件の

うち同様に医学的判定申出前の機構内で審査中の段階にあった案件は 70件であり、受付件

数が増加している中でも、前年度並みに処理を進めることができているものと考える。 

ア．受付状況 

＜平成 29年度の進捗状況>                    （単位：件） 

 前年度未処理 受 付 処 理 未処理 

療養中の方 228 955 931 252

未申請死亡者 75 218 212 81

施行前死亡者 4 16 13 7

計 307 1,189 1,156 340

（注）新資料の提出による再審査、及び原処分取消後の処分は除く。未処理の計 340 件のうち293件（86.2％）

は医学的判定に進んでいる。 

平成 29 年度の受付 1,189 件の内訳は、療養中の方 955 件、未申請死亡者の遺族 218

件及び施行前死亡者の遺族 16 件である。このうち、療養中の方からの申請は 10.9％、

未申請死亡者の遺族からの請求は 10.7％増加している。 

申請疾病別では、中皮腫が 901 件と前年度の実績（810 件）と比べ 11.2％増加してい

る。その他の疾病については、ほぼ前年度の実績並みとなっている。 

＜平成 29年度受付状況>                     （単位：件） 

  申請疾病 

申請者 
中皮腫 肺がん 石綿肺 

びまん性 
胸膜肥厚 

その他 計 

療養中の方 
733 

(654) 

 138 

 (129) 

40 

(32) 

42 

(39) 

 2 

 (7) 

955 

(861) 

未申請死亡者 
154 

(141) 

 44 

 (42) 

12 

 (7) 

 6 

 (4) 

 2 

 (3) 

218 

(197) 

施行前死亡者 
 14 

 (15) 

  2 

  (5) 

 0 

 (3)

 0 

 (0) 

 0 

 (0) 

 16 

 (23) 

計 
901 

(810) 

 184 

 (176) 

52 

(42) 

48 

(43) 

 4 

(10) 

1,189 

(1,081) 

（注）（ ）書きは、平成 28年度の実績。 
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イ． 認定等の状況 

平成 29 年度は、1,128 件の処分（認定・不認定の決定）を行った（前年度実績 1,140

件）。なお、認定等の処分は、環境省の判定小委員会の判定結果を基に行うが、判定小

委員会の開催日により、当月中に判定結果を受領できる場合と、結果の受領が翌月にな

る場合がある。参考として、平成 29 年度中に開催された環境省の判定小委員会の判定

結果を基に平成 29年度に行った処分件数は 1,128 件、平成 28 年度中に開催された環境

省の判定小委員会の判定結果を基に平成 28年度に行った処分件数は 1,074 件となる。 

また、平成 29 年度に処分を行った 1,128 件中の認定状況は、療養中の方 791 件、未

申請死亡者の遺族 148 件及び施行前死亡者の遺族 10 件の計 949 件となっている。 

認定と不認定の件数からみた認定率は全体で 84.1％（前年度 82.8％）、中皮腫と肺が

んでは 89.1％（同 88.0％）、石綿肺とびまん性胸膜肥厚では 27.5％（同 28.3％）とな

っている。 

＜平成 29年度認定等の状況>                （単位：件） 

申請疾病

申請者

決定 
内容 

中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん性 
胸膜肥厚

計 

療養中 

の方 

認定 654(654)  115(103) 5( 4) 17(20) 791(781) 

不認定 31( 34) 36( 40) 32(23) 19(36) 118(133) 

取下げ 18(  9) 4(  7) 0( 3) 0( 1) 22( 20) 

未申請 

死亡者 

認定 123(115) 22( 29) 2( 1) 1( 2) 148(147) 

不認定 29( 24)  16( 22) 10( 6) 5( 5) 60( 57) 

取下げ 3(  0) 1(  3) 0( 0) 0( 0) 4(  3) 

施行前 

死亡者 

認定  10( 13) 0(  2) 0( 1) 0( 0)  10( 16) 

不認定 0(  0) 1(  5) 0( 1) 0( 0) 1(  6) 

取下げ 0(  4) 1(  0) 1( 1) 0( 0) 2(  5) 

計 

認定 787(782) 137(134) 7( 6) 18(22) 949(944) 

不認定 60( 58) 53( 67) 42(30) 24(41) 179(196) 

取下げ 21( 13) 6( 10) 1( 4) 0( 1) 28( 28) 

（注）（ ）書きは、平成 28年度の実績。計数は新資料の提出による再審査及び原処分取消後の処分を除く。 

「その他」とは申請時に疾病名が明かでなかったもの、指定疾病以外で申請のあったものなど。 

（資料編 P60_石綿 1 申請書等の受付状況と認定等状況（平成 29 年度）） 

（資料編 P63_石綿 2 審査中の案件に係る状況（平成 29 年度）） 

（資料編P64_石綿3 認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（平成29年度）） 

（資料編 P65_石綿 4 認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（法施行日から

平成 30 年 3 月 31 日までの累計）） 

（資料編P66_石綿5 医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（平成29年度）） 

（資料編 P67_石綿 6 医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（法施行日から

平成 30 年 3 月 31 日までの累計）） 
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ウ．療養中の方に係る処理日数の状況 

申請から認定等決定までの平均処理日数は 96 日（前年度 98 日）である。このうち、

1回の医学的判定で認定等の決定がされたものは平均 62 日（同 64日）、追加資料が必要

とされた案件は平均 151 日（同 154 日）である。 

また、受付件数が増加した中でも、審査分科会限りで中皮腫の蓋然性が高いとの判断

が行われず、診断が非常に困難とされる肉腫型中皮腫の症例においても、前年度を上回

る件数について申出前から医療機関に病理標本の提出を求めた（平成 28 年度：105件→

平成 29 年度：118 件（前年度比 12.4％増））ことをはじめ、可能な限り事前に資料を収

集し判定申出を行ったことなどにより、１回の医学的判定で結果が得られた割合は

61.7％となり、ほぼ前年度（63.0％）並みの実績を維持することができた。追加資料を

求められた案件についても、案件ごとの進捗管理を徹底したこと、申請受付件数等の情

報を適宜環境省と共有し、審査分科会等の回数やスケジュールを調整できたことなどに

より、全体の平均処理日数は前年度実績を維持できている。 

なお、平成 29年度は、民間の検査機関も活用しながら 24 件の肺内石綿繊維計測を行

った。繊維計測を行った特殊事例を含めた平均処理日数は 110 日であった。 

＜平成 29年度 療養中の方に係る平均処理日数等>    （単位：日、件） 

区  分 
認定等決定までの 

平均処理日数 

判定申出までの 

平均日数 
件 数 

1 回の医学的判定 
96 

(98) 

[110] 

62 

(64) 29 

(28) 

[29] 

551 

(568) 

追加資料が必要と

されたもの 

151 

(154) 

[184] 

342 

(334) 

[358] 

（注）（ ）書きは、平成 28 年度の実績。計数は、取下げ、再審査及び原処分取消後の処分を除く。[ ]

書きは石綿繊維計測案件（特殊事例）を含めた場合の日数と件数。 

（参考） 

＜平成 29年度 療養中の方に係る平均処理日数分布状況> 

認定等決定までの日数 件数 件数累計 累計の比率 28 年度 

60 日以下 273 件 273 件 30.6%  28.2% 

61～90 日 207 件 480 件 53.8%  54.3% 

91～120 日 148 件 628 件 70.3%  71.0% 

121～150 日 130 件 758 件 84.9%  84.8% 

151 日以上 135 件 893 件 100.0%  100.0%

総 計 893 件

（資料編 P68_石綿 7 認定等に係る処理日数（平成 29年度）） 
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② 厚生労働省（労災保険制度）との連携強化 

本来労災保険制度に申請すべき者が、救済制度に申請する事案があることから、厚生労

働省から当該申請者等に労災保険制度の請求を勧奨してもらえるよう、機構から労災保険

制度の対象となる可能性が考えられる案件を厚生労働省に情報提供した（平成 29 年度の

情報提供件数 125 件）。 

（２）迅速かつ適正な支給 

① 円滑な請求・適正な支給に係る取組 

被認定者からの救済給付の請求が円滑に行われ、適切な支給を行うため次の取組を推進し

た。 

・石綿肺及びびまん性胸膜肥厚の被認定者については、療養開始日の判断について被認

定者や医療機関等から問い合わせを受けることが多いため、医療費請求等の業務が円

滑に行われるよう、医療費請求に必要な書類について整理したチェックリストを作成

して被認定者に送付する取組を開始した。 

・時効により救済給付の請求ができなくなることを防ぎ、早めに手続が行われるように

するため、遺族への手続の再案内に加え、療養中の被認定者についても、認定後一定

期間が経過しても医療費（償還）の請求を行っていない場合は再案内を継続実施。 

・「請求者死亡時の給付に係る業務フロー」の作成を行い、請求者死亡による相続人か

らの請求があった場合の作業手順の確認を行った。 

・認定日に応じて支給までの期間を短くするよう支払日を複数化する取組を継続実施。 

・併給調整の対象となる他の法令による給付状況について、調整対象となる制度の所管

官庁等（延べ 29 機関、34 法令）に照会するなど、適正な支給に係る取組を推進。 

・業務継続計画（ＢＣＰ）の非常時優先業務である療養手当（継続）の支給について、

石綿健康被害救済業務未経験者による実施訓練の結果を踏まえ、療養手当支払手順書

（非常時用）の見直しを行うとともに、支給データ作成用のノートＰＣについて新た

に予備機を備え、非常時の対応についてより確実なものとした。 

・認定を更新した被認定者について、更新時に提出された申請資料から経過観察のみの

状況が相当期間にわたり続いていると認められる場合の状況を確認するため、対象者

７名に対して文書を発出した。 
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② 救済給付の支給状況 

平成 29 年度では、被認定者等に対し総額 36 億 7288 万円の支給を行った。 

医療費及び療養手当の増加は療養中の被認定者数が増えていることなどが要因として

考えられる。 

＜平成 29年度 救済給付の支給状況>                       (単位：件、千円） 

給付 

種類 
医療費 療養手当 葬祭料 

特別遺族 

弔慰金等 

救済給付 

調整金 
計 

件数 
17,885 

(17,077) 

7,757 

(7,460) 

543 

(532) 

159 

(151) 

334 

(301) 

26,678 

(25,521) 

金額 
512,650 

(476,595) 

2,070,183 

(1,929,593) 

108,057 

(105,868) 

476,841 

(452,849) 

505,152 

(447,660) 

3,672,883 

(3,412,565) 

（注）( )書きは平成 28年度の実績 

（資料編 P70_石綿 8 救済給付の支給件数・金額（経年変化） 

③ 救済給付の支給に係る処理期間の状況 

・各給付ともに、前中期計画期間の平均と同等又はより短い期間で支給を行った。 

・療養者関係の給付について、医療費の償還払いの支払は、①に記載の取組に加え、平成

26 年度下半期より開始した保険者に高額療養費支給額の照会を行う際に、回答期限を

明記する取組を継続し、未回答の保険者へは電話照会を行うなどの取組により、前年よ

り短縮された。 

＜平成 29年度 支給までの処理期間＞               （単位：日） 

区  分 

処理期間 

平成 29年度 平成 28年度 第二期中期 

目標期間 特殊案件を
除く(注１) 

特殊案件を
除く(注１) 

療養者関係 
・医療費（償還） 61 56 63 60 64 

・療養手当（初回） 17 17 16 16 23 

被認定者遺族等

関係 

・葬祭料 27 27 27 27 36 

・未支給の医療費等 52 52 51 50 83 

・救済給付調整金 63 63 61 61 91 

特別遺族弔慰金 

・特別葬祭料 

・未申請死亡 17 17 18 18 17 

・施行前死亡 17 17 16 16 20 

（注１）「遺族の申出により労災保険給付の請求結果が確定するまで救済給付の支給を保留していた案件」及

び「救済給付の請求をした遺族が当該支給を受ける前に死亡した案件」を除いた実績。 

（注２）療養手当（初回）及び特別遺族弔慰金・特別葬祭料は、認定から支給までの日数。他は請求から支給

までの日数。 

（注３）処理期間は、いずれも平均値。期間中に支給を行ったものを対象としている。 
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④ 認定更新業務の実施 

認定の更新を受けるべき被認定者が申請漏れにより資格を失うことのないよう、丁寧に

手続を進め、更新申請の意思がないことが確認された者を除き、認定の有効期間満了 2

か月前を目途に、漏れなく認定更新等の決定を行った。具体的には次の取組を実施した。 

ア．申請漏れ防止の取組 

・認定の有効期間が満了する日の属する月を単位に対象者を整理 

・満了月の７か月前に認定更新申請書及び診断書様式等を送付 

・満了月の４か月前に認定更新の申請状況を確認、未申請者への状況確認・再案内を開

始 

イ．認定更新の状況 

平成 29 年度は、平成 29 年６月から平成 30 年５月までに有効期間が満了する者を

対象に満了月の２か月前を目処に認定更新等の決定を行った。 

平成 27 年度より、平成 22 年７月に指定疾病に追加された「著しい呼吸機能障害を

伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」として認定された

者の認定更新等並びに中皮腫・肺がんで認定更新を行ってから５年を経過した者の再

度の認定更新（２回目）等についても決定を行っている。 

平成 30 年５月までに認定の有効期間が満了する 92件のうち 85 件の申請を受け付

け、更新等の決定（更新 81 件、更新しない４件）を行った。７件については、更新

申請の意思がないことが確認された。なお、平成 23 年３月からの認定更新者の累計

は 545 名となっている。 
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＜認定更新の状況＞                         （単位：人） 

更新等 

決定年度 

認定の有効期

間満了月 
認定疾病 被認定者

更新等 

対象者 

更新 

申請者 更新 
更新 
しない 

平成 22

年度 

～ 

平成 26

年度 

平成23年3月

～ 

平成27年5月

中皮腫 

肺がん 

1,788 

475 

197 

116 

196 

107 

192 

96 

4 

11 

計 2,263 313 303 288 15 

平成 27

年度 

平成

27年 6

月 

～ 

平成

28年 5

月 

1回

目 

中皮腫 

肺がん 

石綿肺 
びまん性 
胸膜肥厚

371 

63 

4 

18 

37 

20 

2 

8 

37 

18 

2 

8 

37 

16 

2 

8 

0 

2 

0 

0 

計 456 67 65 63 2 

2 回

目 

中皮腫 

肺がん 

61 

15 

35 

9 

33 

7 

30 

7 

3 

0 

計 76 44 40 37 3 

計 532 111 105 100 5 

平成 28

年度 

平成

28年 6

月 

～ 

平成

29年 5

月 

1回

目 

中皮腫 

肺がん 

石綿肺 
びまん性 
胸膜肥厚

383 

94 

5 

10 

32 

30 

0 

6 

29 

27 

0 

6 

29 

22 

0 

6 

0 

5 

0 

0 

計 492 68 62 57 5 

2 回

目 

中皮腫 

肺がん 

26 

23 

12 

15 

11 

12 

10 

9 

1 

3 

計 49 27 23 19 4 

計 541 95 85 76 9 

平成 29

年度 

平成

29年 6

月 

～ 

平成

30年 5

月 

1回

目

中皮腫 

肺がん 

石綿肺 
びまん性 
胸膜肥厚

432 

77 

3 

9 

33 

26 

0 

3 

32 

22 

0 

3 

31 

21 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

計 521 62 57 55 2 

2 回

目

中皮腫 

肺がん 

49 

25 

18 

12 

18 

10 

17 

9 

1 

1 

計 74 30 28 26 2 

計 595 92 85 81 4 

累計 

中皮腫 

肺がん 

石綿肺 
びまん性 

胸膜肥厚

3,110 

772 

12 

37 

364 

228 

2 

17 

356 

203 

2 

17 

346 

180 

2 

17 

10 

23 

0 

0 

計 3,931 611 578 545 33 

（注）被認定者欄の値は、更新等決定前の認定の際に定められた認定の有効期間の満了する日が、認定の有効 

期間満了月欄の範囲に含まれる被認定者数である。 

1 回目は、申請から 5 年を経過し初めて認定更新を行う場合、2 回目は、認定更新から 5 年を経過し再

度更新を行う場合を示す。 
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⑤ 石綿肺の診断等に関する支援業務の実施

・著しい呼吸機能障害までは認められないものの石綿肺又はびまん性胸膜肥厚とされる方

の重症化防止や、放射線画像の不足等により著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺等とは判

定されない方の適切な再申請に資することを目的に、平成 22 年度から開始した本業務

について、平成 29年度も環境省からの委託を受け実施している。 

・業務の主たる内容は、著しい呼吸機能障害が認められるには至らないと判定された石綿

肺等の方を対象とする健康管理と、放射線画像の不足等により不認定と判定された方を

対象とする画像撮影補助である。 

・平成 29年度末での対象者は５名（健康管理５名、画像撮影補助０名）となっている。 

・医師で構成された専門委員会を開催し、各対象者に係る健康管理の方針等を検討した。 

第１回：平成 29 年９月 13 日  第２回：平成 30年２月７日 

第３回：平成 30 年３月７日 

・専門委員会で決定した実施内容に基づき、健康管理対象者への事業案内を行うとともに、

健康診断受診者への保健指導を行った。また、専門委員会で、呼吸機能検査等の結果が、

救済制度の医学的判定に資すると考えられた者（1名）に対しては、再申請の検討を案

内し、再申請につなげることができた。 
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２．救済給付の支給に係る費用の徴収 

■中期目標 

救済給付の支給に必要な費用を確保するため、納付義務者に対し制度への理解を求め、拠出金

を徴収すること。 

■中期計画 

救済給付の支給に必要な費用を確保するため、納付義務者に対し制度への理解を求め、適切に

拠出金を徴収する。 

■平成 29 年度計画 

特別事業主からの特別拠出金の徴収業務を行う。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等（参考） 達 成

目標 

基準値（参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

特別拠出金の

徴収率 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

＜その他の指標＞  

― 

＜評価の視点＞ 

・徴収すべき額を確実に徴収しているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

   Ｂ 

＜根拠＞ 

徴収すべき特別拠出金（全納分及び延納分）を徴収しており、年度計画に基づく取組を着

実かつ適正に実施していることから、自己評定をＢとした。 

■課題と対応 

特別拠出金の徴収は、引き続き着実な徴収を行うこととする。 
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■主要な業務実績 

特別事業主４社に対し、年度当初に特別拠出金の徴収決定額の通知を行い、うち２事業主

からの延納申請（４期に分納）を受け付けたが、全納分及び延納分の徴収すべき額を全て

徴収した。 
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３．制度運営の円滑化等 

■中期目標 

（１）被認定者等のニーズの把握に努め、制度運営等に反映させること。 

（２）関係機関と連携しつつ、調査・情報収集等、申請手続の周知等、業務実施の円滑化に向け

た取組を行うこと。 

（３）救済給付の支給等に係る適切な申請及び請求に資するよう、調査・情報収集により得られ

た指定疾病に係る知見を医療機関等へ積極的に還元すること。 

（４）制度の透明性を確保するため、認定や給付の状況など、救済制度の運営状況の公開を図

ること。 

■中期計画 

（１）保健所等における受付業務の円滑化のため、担当者への適切な情報提供等を行う。 

（２）被認定者等に対するアンケート調査を行い、被認定者等の状況、ニーズを的確に把握し、

救済制度の適切な運営等に反映させる。 

（３）認定等に係る事務処理を円滑に実施するため、医療機関等に対して、申請手続等の周知を

図る。 

（４）環境省や他の関係機関とも連携し、中長期的視点も踏まえた業務実施の円滑化に役立つ調

査や情報収集を行う。 

（５）救済給付の支給等に係る適切な申請及び請求に資するよう、調査・情報収集により得られ

た指定疾病に係る知見を医療機関等へ積極的に還元するほか、セミナー等により診断技術の向

上のための場を提供する。 

（６）認定や給付の状況など、救済制度の運営について随時及び年次で情報を公開する。

■平成 29 年度計画 

（１）保健所等への情報提供 

各地域で保健所等への説明会を実施し、制度及び手続等に関する知識を深め、申請手続の

円滑化を図る。 

（２）アンケート調査 

救済制度の適切な運営等の参考とするため、被認定者等に対するアンケート調査を行い、

被認定者等の状況、ニーズを的確に把握し、制度周知広報及び相談・受付業務の改善等の参

考にする。 

（３）医療機関等への申請手続等の周知 

申請等に係る手引を送付するなど、医療機関等に対して、申請手続等の周知を行う。 

（４）調査・情報収集の実施 

環境省等とも連携して、中長期的視点を踏まえ、被認定者の石綿ばく露に関する調査等を

行う。 

また、中央環境審議会の「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」

の指摘事項における調査については、環境省と協力して対応する。 

（５）医療機関等への知見の還元等 
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診断技術の向上を図るため、中皮腫等に係る専門技術研修会を実施するほか、石綿関連疾

患に関する学会等でセミナーを開催する。特に、石綿による肺がんについて重点的に周知を

行う。 

（６）救済制度に関する情報の公開 

救済制度の認定・給付の状況等について随時及び年次でホームページ等により情報を公開

する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

  ― 

＜その他の指標＞  

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指 標 等

（参考） 

達成目

標 

基準値（参

考） 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

申請等に
係る医学
的資料等
を作成し
た実績医
療機関  

1,452 病院 1,539 病院 1,618 病院 1,680 病院 1,778 病院  

石綿関連
疾患に係
る医師向
けセミナ
ー等開催
数 

11 回 12 回 12 回 18 回 15 回  

＜評価の視点＞ 

  ・医師・医療機関に対する制度周知が適切に行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ａ 

＜根拠＞ 

申請（請求）の受付や申請者等からの相談対応等に携わる保健所担当者等を対象とする全国
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７ブロックにおける説明会の開催、地方公共団体からの要望に応じた個別説明会の開催、地方

公共団体が主催する研修会における講演（制度・手続等の説明）、指定疾病の診断･治療に携わ

り申請（請求）に際して判定のための診断書の作成や診断の根拠となる医学的資料の提供元と

なる医師・医療機関等へのパンフレット及び手引き等の提供･配布、医師会主催研修会におけ

る講演（制度・手続等の説明）及び講師（指定疾病等に関する解説）の派遣等により、制度や

手続の周知に堅実に取り組んだ。 

また、石綿健康被害判定小委員会の委員の協力を得、指定疾病に関連する医学会において、

制度、石綿関連疾患及び医学的判定の考え方等を周知するためのセミナーを開催したほか、中

皮腫の診断方法の一つである細胞診について、細胞検査士を対象とする実習研修会を実施して

細胞診の普及と診断精度の向上に努めるとともに、石綿による肺がんの医学的判定の基準の一

つである石綿小体の計測について、一定の計測技能を有する機関の検査技師等の協力を得て石

綿小体計測精度の確保・向上等に継続して取り組む等、指定疾病の診断や医学的判定に関わる

検査、計測の標準化に注力した。 

これら、従来からの取組を継続したことに加え、平成 28 年 12 月に救済小委員会で取りまと

められた「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」を踏まえ、都道府県

がん診療連携拠点病院連絡協議会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本医療社会福祉

協会等の協力を得、また、環境省及び厚生労働省との連携により、医師・医療機関、医療ソー

シャルワーカー等への制度や申請（請求）手続に関する情報発信等に、以下のとおり取り組ん

だ。 

● 都道府県がん診療拠点病院への情報発信 

都道府県がん診療連携拠点病院（434 か所）連絡協議会の協力を得て、同協議会情報提

供・相談支援部会において、機構より救済制度の概要を説明するとともに、石綿と健康被

害、石綿による肺がんに係るパンフレット等を提供した。 

また、国立がん研究センターがん情報サービス医療関係者向けサイトに掲載された上記

部会の開催録に、機構ホームページのパンフレットへのリンク設定をした。 

● 一般社団法人日本病院会会員病院への情報発信 

一般社団法人日本病院会（会員約 2,500 病院）の協力を得て、石綿による肺がん周知の

チラシを同会ホームページに掲載するとともに、機構ホームページの各種パンフレット等

にリンク設定をした。また、会員病院へ、石綿による肺がん周知チラシをメールで配信し

た。 

● 医療ソーシャルワーカーへの情報発信 

公益社団法人日本医療社会福祉協会（会員約 5,700 人）の協力を得て、会員向け協会ニ

ュース発送に際し、救済制度の紹介リーフレットを同封した。（計 5,800 部） 

● 関係医学会、専門医等への情報発信 

日本肺癌学会及び日本癌学会の協力を得て、両学会のホームページに、バナー広告（石

綿、石綿関連疾患及び石綿健康被害救済制度の概説ページにリンク）を掲載した。 

また、一般社団法人日本呼吸器学会及び特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会の協力

を得て、両学会のホームページに、救済制度を紹介するお知らせ（機構ホームページの制

度概説ページ、石綿による肺がんリーフレットへリンク）を掲載した。 
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● 労災保険指定医療機関への制度周知 

環境省、厚生労働省との連携により、石綿による健康被害に係る救済制度及び労災保険

制度を紹介したリーフレットを医療機関（38,666 か所）に配布した。（計 1,159,980 部） 

従来からの取組を堅実に継続したことに加え、平成 29 年度から開始した更なる周知の取組

の積み重ねを通じ、その他の指標として掲げた申請等に係る医学的資料等を作成した実績医療

機関は着実に増加し、基準値とした1,452病院に対し、平成29年度の実績は1,778病院（22.5％

増）となっており、迅速かつ適正な認定･支給等に反映されていると考えられる。これらのこ

とから、自己評定をＡとした。 

■課題と対応 

 医師･医療機関のほか看護師や医療ソーシャルワーカーも対象とし、引き続き制度や申請

手続の周知に取り組む。 

■主要な業務実績 

（１）保健所等への情報提供 

① 保健所説明会 

保健所等窓口担当者の救済制度に係る受付、相談及び医学的事項に関する知識の向上を

図るため、北海道から九州までの全国７ブロック（参加数 250 名）の他、県単独での開催

の要望があった４県（参加数 51 名）において、保健所説明会を開催した。 

保健所説明会では、機構から救済制度及び申請・給付の手続について、労働局から労災

保険制度について、また、専門医から石綿関連疾患について説明を行った。 

＜保健所説明会の様子＞ 

② 地方公共団体研修会 

地方公共団体が主催する石綿関連の研修会において、医師、保健師、看護師、地方公共

団体担当者を対象とし、顧問医師及び専門医より医学的講演、機構職員により制度等の説

明を行い、石綿関連疾患及び救済制度の周知を図った。（４県５研修会：参加者 272 名） 

（資料編 P71_石綿 9 保健所説明会等実績（平成 29 年度）） 
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＜地方公共団体研修会の様子＞ 

（２）アンケート調査 

被認定者等の状況、ニーズを的確に把握し、制度周知広報及び相談・受付業務の改善等に

反映するため、被認定者等に対するアンケート調査を行った。 

① アンケート調査の実施内訳 

ア．制度利用（石綿健康被害医療手帳所持者）アンケート（４月実施、回収数 972／送

付数 1,070） 

イ．被認定者（療養者）アンケート（認定時、回収数 628／認定者数 787） 

ウ．未申請死亡者遺族アンケート（認定時、回収数 121／認定者数 147） 

エ．施行前死亡者遺族アンケート（認定時、回収数 7／認定者数 17） 

オ．学会セミナーアンケート（12か所、回収数 816） 

カ．保健所説明会アンケート（11か所、回収数 259） 

キ．中皮腫細胞診実習研修会アンケート（神戸：38、福岡：39、東京：40） 

（資料編 P72_石綿 10 被認定者等アンケート概要（平成 29年度）） 

（資料編 P74_石綿 11 セミナー等アンケート概要（平成 29年度）） 

② アンケート調査結果の概要 

ア．石綿健康被害医療手帳の使用、医療費請求の一層の円滑化 

石綿健康被害医療手帳の交付により、医療が受けやすくなったとする方が８割強であ

る一方、医療機関において、同手帳が認知されているとは言えない状況が２割程度見ら

れた。被認定者の受診や医療費請求手続の円滑化を進める観点からも、医療機関への制

度等の周知を継続する必要が示唆された。（制度利用アンケート） 

イ．情報提供の充実等 

よりよい療養生活を行うための環境整備として、療養中の被認定者は、治療法・治療

薬の研究･開発、診断・治療法に関する情報提供、専門の医師・専門の医療機関の増加

等を望んでおり、医療機関への知見の還元を通じて指定疾病の診断・治療に関する知見

の普及・向上を図ること、また、診断・治療に関する知見や専門医・専門医療機関に関

する情報の提供を充実させることが求められている。（制度利用アンケート） 
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ウ．制度の認知経路に配慮した周知広報 

被認定者（療養者）における制度の認知経路の上位は、病院の医師・スタッフ、家族・

知人、機構のホームページ、未申請死亡者遺族では、病院の医師・スタッフ、機構のホ

ームページ、家族・知人、施行前死亡者遺族では、新聞等の広告、テレビ・ラジオ、機

構のホームページであった。医療関係者への周知と一般広報の両面から、制度や手続の

周知を進める必要が認められる。（被認定者（療養者）アンケート、未申請死亡者遺族

アンケート、施行前死亡者遺族アンケート） 

エ．医療関係者向けの周知 

医学会のセミナー参加者における制度の認知度は８割強であるのに対し、看護学会セ

ミナー参加者においては 6割程度であった。医療現場における申請の勧奨等に結びつけ

る上で、看護師等への周知に更に取り組む余地があることが示唆された。また、学会セ

ミナー参加者がよく見る医療関係者向け媒体としては Web が最も多かったことから、医

療関係者向けの周知・広報媒体に、医療系 Webサイトも加えて取り組むことに一定の有

効性が見込まれる。（学会セミナーアンケート） 

（３）医療機関等への申請手続等の周知 

① 石綿救済制度の今後の方向性への対応 

救済小委員会によりとりまとめられた「石綿健康被害救済制度の施行状況と今後の方向

性について」（平成 28年 12 月）を踏まえ、医療関係団体、環境省及び厚生労働省とも協

力し、以下の取組を行った。 

ア．医療現場への制度周知に向けた医療関係団体等との協力 

（ア）医療機関等が加入する四病院団体協議会所属の３団体（下記ａ．～ｃ．、加盟約

5,200 病院）に協力を依頼し、一般社団法人日本病院会においては、同会のホーム

ページ及び会員メールを活用して、石綿による肺がんにも触れながら救済制度の周

知を行った。 

（イ）都道府県がん診療連携拠点病院（434か所）連絡協議会情報提供･相談支援部会

及び東京都がん診療連携協議会（38 組織）担当者連絡会に講師として参加し、直

接、救済制度について説明を行った。 

（ウ）医療ソーシャルワーカーが加入する日本医療社会福祉協会（会員約 5,700 人）に

協力を依頼し、同協会の協会ニュースに救済制度のパンフレットを同封し送付した。 

（エ）日本肺癌学会及び日本癌学会のホームページにバナー広告を、また、日本呼吸器

学会及び日本呼吸器外科学会のホームページにお知らせを掲載し、石綿関連疾患や

制度の概要等を紹介した。看護師が加入する日本看護協会（会員約 80 万人）にも

協力依頼を行った。 
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＜制度周知への協力団体＞ 

ａ．一般社団法人日本病院会 

ｂ．公益社団法人全日本病院協会 

ｃ．一般社団法人日本医療法人協会 

ｄ．都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会  

ｅ．公益社団法人日本医療社会福祉協会 

ｆ．特定非営利活動法人日本肺癌学会 

ｇ．国立研究開発法人国立がん研究センター 

ｈ．公益社団法人日本看護協会 

ｉ．日本癌学会 

ｊ．一般社団法人日本呼吸器学会 

ｋ．特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 
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イ．「石綿による肺がん」の重点的な周知 

（ア）石綿による肺がんについて重点的に医療現場への周知を図るため、新たに石綿に

よる肺がん周知のチラシを作成し、医療機関等に配布するとともに、医師向けセミ

ナーにおいても石綿による肺がんをテーマに取り上げて説明を行った。

＜「石綿による肺がん」周知のチラシ＞

（イ）医療従事者専用ウェブサイト「m3.com」（医師、看護師等の会員数約 70 万人）に

おいて、制度や石綿による肺がんに関する記事の掲載及び機構の特設ウェブサイト

にリンクさせたバナー等を配置し、呼吸器内科医師に対して効果的に周知を行った。

（2/13～3/30 10,000 件配信） 
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ウ．関係機関との連携による医療機関への広報 

環境省、厚生労働省と連携し、救済制度の他、労災保険制度の内容を含むリーフレッ

トと石綿による肺がん周知のチラシ（1,159,980 部）を医療機関（38,666 か所）に配布

した。（12月） 

エ．申請負担軽減対策 

申請に係る負担軽減のため、申請者が作成する申請（請求）書類の様式について電子

化を図り、機構ホームページに公開した。 

② 申請等に係る手引等の送付

平成 28 年度までに申請等に係る医学的資料の作成実績があった医療機関及び作成実績

がなかった地域がん診療連携拠点病院等 1,713 か所のほか、保健所 524 か所、地方公共団

体 144 か所、環境省地方環境事務所 11 か所の計 2,392 か所に対して医師、医療機関向け

手引や各種パンフレットを送付した。 

③ 医師会主催研修会 

地域の開業医等に関して石綿関連疾患及び救済制度等の周知を行うため、鹿児島県医師

会及び群馬県医師会との連携により医師を対象とした研修会を当該地域で実施し、専門医

の講演と機構職員による制度説明を行った。 

＜医師会主催研修会の様子＞ 

④ 医療専門誌 

「ＭＭＪ毎日メディカルジャーナル」において、制度に関する広告掲載をし、「日本医

師会雑誌」に石綿の健康リスクについて専門医による記事を寄稿した。 

（４）調査・情報収集の実施 

制度の円滑な運営を図るため、前年度から引き続き、以下の事業を実施した。 

① 被認定者に関するばく露状況調査 

救済制度における被認定者の職歴や居住歴等から、石綿ばく露の実態を把握することを

目的として、引き続きデータの集計等を行った。 

また、集計が完了した過年度分については「被認定者に関するばく露状況調査報告書」

を作成し、ホームページ等で公表した。 
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② 中皮腫登録事業 

中皮腫の治療内容や生存期間の情報を活用し、その結果を広く認定患者や、医療機関に

対し情報提供することを目的とする環境省からの委託業務として中皮腫登録事業を実施

してきた。平成 29 年度も救済制度で認定された中皮腫症例に関する 531 件の情報をデー

タベースに登録し、データの整理、集計等を行った。 

③ 肺がん申請の石綿ばく露調査 

環境省の依頼を受けて、救済制度における肺がんの申請のうち、被害者の当時の石綿ば

く露作業を客観的な資料からどの程度まで確認ができるか調査を行った。 

（５）医療機関等への知見の還元等 

医学的判定に係る資料に関する留意事項（平成 18 年 6 月 6 日 中央環境審議会石綿健康

被害判定小委員会策定）を踏まえ、認定に必要な医学的な検査、計測等の標準化を図るため、

石綿健康被害判定小委員会の委員の協力を得て以下の事業を実施し、医学的判定で得られた

知見を医療従事者に還元した。 

① 中皮腫細胞診実習研修会の開催 

医療機関を対象に中皮腫の診断方法の一つである細胞診断の周知及び診断精度の向上

を目的として、細胞検査士を対象に関西、九州、関東地区で開催。 

・関西地区：神戸  細胞検査士等 40 名参加（7/8） 

・九州地区：福岡  細胞検査士等 39 名参加（9/24） 

・関東地区：東京  細胞検査士等 40 名参加（2/17） 

＜中皮腫細胞診実習研修会の様子＞ 

  （関西地区：神戸大学）   （九州地区：福岡大学）  （関東地区：日本医科大学） 

② 石綿小体計測精度管理事業 

労災病院等、一定の石綿小体計測技術・能力を持つ医療機関における計測精度の確保・

向上と計測精度の均てん化を図ることを目的として、医療機関（13 機関）が参加し実施

した。 

・検討委員会（12/2～12/3） 

計測結果について計測誤差等についての検討（海外専門家との意見交換も実施） 
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＜石綿小体計測精度管理事業検討委員会の様子＞ 

③ 医師向けセミナー等の開催 

医師等への石綿関連疾患・制度の周知のため医学的各種セミナー等を 14 か所計 15回開

催した。 

学会セミナー名 開催日 場所 参加者 

第 106 回日本病理学会総会 
4 月 27 日（木） 

京王プラザホテル 
50 名 

4 月 28 日（金） 63 名 

第 90回日本産業衛生学会 5 月 12 日（金） 
東京ビッグサイト  

TFT ビル 
105 名 

第 58回日本臨床細胞学会総会春

期大会 
5 月 27 日（土） 大阪国際会議場 187 名 

第179回日本肺癌学会関東支部学

術集会 
7 月 1日（土） 京王プラザホテル 106 名 

第 48回日本看護学会 

-慢性期看護-学術集会 
8 月 31 日（木） 神戸ポートピアホテル 276 名 

第 24回石綿・中皮腫研究会 10 月 7 日（土） 大阪国際がんセンター 63 名 

第 58 回日本肺癌学会学術集会 10 月 14 日（土） パシフィコ横浜 90 名 

第 63 回日本病理学会  

秋期特別総会 
11 月 3 日（金） 日本教育会館 128 名 

鹿児島県医師会日医認定産業医

研修会 
11 月 7 日（金） 鹿児島県医師会館 86 名 

第 57 回近畿産業衛生学会 11 月 18 日（土） 奈良県文化会館 19 名 

第 65 回日本職業・災害医学会学

術大会 
11 月 25 日（土） 北九州国際会議場 75 名 

第 90 回日本呼吸器学会・第 120

回日本結核病学会近畿地方会 
12 月 16 日（土） 大阪国際交流センター 92 名 

石綿関連疾患研修会 1 月 24 日（水） 群馬県庁 36 名 

第 25回日本CT検診学会学術集会 2 月 9日（金） 新潟グランドホテル 123 名 

  計 15 回  計 1,499 名
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＜学会セミナー告知用チラシ＞          ＜学会セミナーの様子＞

④ 海外専門家との情報交換 

ア．海外専門家による講演会 

新たな取組として、海外における石綿関連疾患に関する知見を得るため、海外専門家

を招聘し、中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会の医師、環境省及び厚生労働省等

の関係者を対象に講演会を実施した。 

 Hillerdal 氏（医師） 北欧における中皮腫治療（10/18） 

 Darlison 氏（看護師） イギリスにおける中皮腫患者を支援する NPO の取り組み

（10/18） 

 Dumortier 氏（医師） 欧州における石綿小体計測（12/1） 

＜海外専門家による講演会の様子＞ 

イ．海外専門家の支援 

JICA 事業「日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト」に協力し、中国の医師を対

象に日本における救済制度及び石綿関連疾患の診断についての研修を行った。 
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（６）救済制度に関する情報の公開等 

申請・認定状況等を始めとする最新情報をホームページ上で公表した。（②及び③は報

道発表を行った。） 

① 毎月の申請等受付・認定状況 

② 被認定者に関するばく露状況調査の報告 

③ 石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料 

④ 石綿健康被害救済制度における制度利用アンケート集計結果報告書 

⑤ 医学的判定に係る資料に関する留意事項等の改正 
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４．救済制度の広報・相談の実施 

■中期目標 

（１）救済制度について国民の認知度を高めるため、具体的な広報計画を策定し、積極的に救

済制度を国民に周知すること。 

（２）制度利用者の満足度を高めるため、相談や申請等に係る利便性の向上に向けた取組を行

うこと。 

■中期計画 

（１）年度計画を定めて、多様な媒体等を活用し、国民に制度を周知するための確実かつ広範

な広報を実施するとともに、地方公共団体等との連携を図りつつ、地域性等にも配慮したき

め細かで効果的な広報を実施する。 

（２）救済制度に関する相談・質問等に対応するため、無料電話相談や相談窓口を通じて救済

制度及び申請手続の説明を行う。 

■平成 29 年度計画 

（１）制度に関する広報等 

前年度に実施した広報事業の成果のほか、中央環境審議会の「石綿健康被害救済制度の施

行状況及び今後の方向性について」の趣旨を踏まえ、広報計画を定め、広範な情報発信をす

るとともに、地域性等も配慮し、地方公共団体とも連携して制度の周知を図る。 

（２）制度等に関する相談等 

申請者等からの救済制度に関する相談・質問等に対応するため、無料電話相談や相談窓口

を通じて、救済制度及び申請手続について分かりやすく説明を行う。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 

（参考） 

達 成

目標 

基準値（参

考） 

（前中期目

標期間最終

年度値等）

25 年度

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３ ０ 年

度 

広報の手法  ・新聞 14 紙 

・車内広告

・新聞 28 紙 

・車内広告

・新聞６紙 

・従来の媒体

・新聞４紙 

・全国テレビ

・新聞９紙 
・CM（地上
波 37 局・
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17 路線 

・石綿関連

業界専門誌

２誌 

17 路線 

・関西主要

４駅におけ

る大型広告 

・石綿関連

業界専門誌

38 誌 

による広報に

加え、全国テ

レビ CM（地上

波 62 局・ＢＳ

５局）を実施 

・全国地上波

45 局パブリ

シティ 

・交通広告 20

路線 

・全国ネット

ラジオ 34局 

・特設サイト 

・ウェブリス

ティング広告 

・地方ローカ

ルテレビ８局 

・石綿関連業

界専門誌６誌 

・院内ビジョ

ン 719 病院 

・故藤本義一
氏によるポス
ター等を作成
し 1,618 か所
の医療機関及
び 529 か所の
保健所等に配
布 

CM（地上波 49

局・ＢＳ５局）

を実施 

・全国地上波

42 局パブリ

シティ 

・交通広告２

路線 

・ラジオ１局 

・特設ウェブ

サイト 

・ウェブリス

ティング広告 

・地方ローカ

ルテレビ１局 

・院内ビジョ

ン 225 か所 

・故藤本義一

氏によるポス

ター等を

1,654 か所の

医療機関及び

682 か所の保

健所等に配布 

ＢＳ１局）
を実施 
・地上波
24 局パブ
リシティ 
・ラジオ１
局 

・ポスター

等の配布 

1,713 医

療機関及

び 679 保

健所等に

配布 

無料電話相

談件数（石

綿救済相談

ダイヤル） 

 4,832 件 

 ※1） 

4,832 件 5,884 件 5,648 件 6,214 件  

※1）今中期目標期間初年度件数 

＜その他の指標＞  

  ― 

＜評価の視点＞ 

  ・適切な広報媒体を選択し、制度周知が行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ａ 
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＜根拠＞ 

以下のように、テレビＣＭや新聞を中心に救済制度の広報活動を推進し、国民全体に幅広

く制度を周知することに取り組んだことを通じ、無料電話相談件数（石綿救済相談ダイヤ

ル）は、基準値とした平成 26 年度の 4,832 件に対し、28.6％増の 6,214 件の実績が得られた。

申請（請求）件数の増（26年度 920 件に対し平成 29年度は 29.2％増の 1,189 件、また、平成

28 年度 1,081 件に対しては 10％の増）にも反映されたものと考えられる。これらのことから、

自己評定をＡとした。 

● 直近２年間で実施した各種広報媒体を活用した広報における無料電話相談の導入経路

について調査・分析し、最も効果が高かったテレビＣＭと新聞を中心に予算を重点的に配

分することとし、テレビＣＭ（全国地上波 37 局・BS 放送 1 局）、テレビ番組パブリシテ

ィ（全国地上波 24 局）及び新聞（全国紙 3紙ほか）を使って、平成 24年に中皮腫で亡く

なった作家の故藤本義一氏を起用して、全国規模の広報を行った。 

● また、国民全体に制度を幅広く周知していくため、広報対象地域を人口が多い首都圏、

関西圏に重点をおきつつ、地方にも十分配慮しながら広報を行った結果、無料電話相談の

実績は 6,214 件となった。これは、平成 28年度の実績 5,648 件に比し 10.0％の増、基準

値である中期目標期間の期初（平成 26 年度）の実績 4,832 件に比し 28.6％の増となって

いる。 

● 申請（請求）件数では、平成 28 年度の 1,081 実績と比べ、1,189 件（10.0％増）、中期

目標期間の期初（平成 26年度）の実績 920 件と比べ、1,189 件（29.2％増）と増加して

おり、相談件数の増加が、申請（請求）件数の増加に反映されたものと考えている。 

■課題と対応 

・引き続き救済制度の周知を推進し、救済制度の認知度を向上させる。 

・３か年に実施した広報の結果を踏まえ、効果の高い制度周知に取り組む。 

■主要な業務実績 

（１）制度に関する広報等 

これまでの広報実績から広報効果の高かったテレビと新聞を中心に予算を重点的に配分

し、中皮腫で亡くなった藤本義一氏のＣＭ等による広報を行った。 

＜参考＞3か年の主な広報実績 

 平成 27年度：全国 TVCM 地上波 62 局、地方ローカル TV８局、全国紙６紙、ラジオ５局、 

交通広告 20 路線（契約額 138 百万円） 

平成 28 年度：全国 TVCM 地上波 49 局、地方ローカル TV１局、全国紙３紙（契約額 73 百万

円） 

平成 29 年度：全国 TVCM 地上波 37局、全国紙３紙、ブロック紙５紙（契約額 77百万円） 

※各年度の広報計画に記載の主な契約（スポット契約を除く。） 
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① 一般向け広報 

ア．新聞 

全国紙（読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞 12/24、2/12、2/20、2/21、2/22）、ブ

ロック紙（北海道新聞、東京新聞、北陸中日新聞、中日新聞、西日本新聞 3/11、3/13、

3/14）及び地方紙（神戸新聞 5/16）で広報を行った。 

＜新聞広告＞ 

イ.テレビＣＭ 

広報媒体において最も効果が高いテレビを活用し、地上波 37局・BS 放送１局におい

て全国でＣＭを実施した（９月、１月）。 

＜ＣＭカット＞ 

（資料編P76_石綿12 石綿健康被害救済制度広報 テレビCM実施内訳（平成29年度）） 

ウ.ラジオ 

ニッポン放送の専門医と医療ジャーナリストによる番組コーナー（高嶋ひでたけのあ

さラジ！の『ラジオ人間ドック』）において、制度周知の 40秒ＣＭを 12 回放送した（２

月）。 
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エ.ホームページでの情報提供 

機構ホームページの石綿トップページにおいて、制度の周知、申請の方法、認定の

状況等に関する情報提供を行った。 

＜サイトアクセス件数（平成 29 年度実績 58,271 件、前年度実績 56,063 件）＞ 

（資料編 P77_石綿 13 ホームページアクセス数（平成 29 年度）） 

② 特殊業種向け広報 

石綿含有建物の撤去改修を含む建物・設備管理を行っている企業（日本メックス株式会

社）からの依頼を受けて、職員研修の一環として、石綿による健康被害及び制度等に関す

る講習会を実施した（11/27 参加者 355名）。 

③ その他 

広報に関する職員研修の実施 

効果的な広報を行うため、広報の基本的な知識、想定される手法、媒体を制作する

に当たり留意すべき点等について、外部専門家を招いて研修会を実施した。 

（12/21 開催、参加者 20名） 

＜広報に関する研修会の様子＞ 

（２）制度等に関する相談等 

一般の方からの健康不安や申請手続等の相談・質問について、無料電話相談等を通じ広

範かつ丁寧に対応した。 

① 窓口相談・無料電話相談 

ア．窓口相談件数 52 件 

（27 年度 42 件、28 年度：47件） 
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H26～29年度 無料電話相談及び申請件数（石綿救済相談ダイヤル）

平成26年度相談件数 平成27年度相談件数 平成28年度相談件数 平成29年度相談件数

平成26年度申請件数 平成27年度申請件数 平成28年度申請件数 平成29年度申請件数
（相談件数：件） （申請件数：件）

イ．無料電話相談件数（石綿救済相談ダイヤル）6,214 件 

（26 年度：4,832 件（基準値）、27年度：5,884 件、28年度：5,648 件） 

 （資料編 P78_石綿 14 窓口相談・無料電話相談件数（平成 29年度）） 

② 住民説明・相談会等 

ア．堺市 

市主催の住民に対する「石綿（アスベスト）講演会」において、石綿関連疾患や救済

制度の説明、相談会を行った。（6/3 開催、参加者 193 名） 

＜石綿（アスベスト）講演会（堺市）の様子＞ 

イ．横浜市 

市主催の住民に対する「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」において、石綿

関連疾患や救済制度の説明、相談会を行った。（10/30・11/27 開催、参加者計 58 名）
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ウ．奈良県 

県主催の住民に対する「アスベストに関する説明会」において、石綿関連疾患や救済

制度の説明、相談会を行った。（11/28 開催、参加者 20名） 

＜アスベストに関する説明会（奈良県）の様子＞ 

エ．沖縄県 

沖縄県医師会及び沖縄県看護協会の後援、琉球新報社の協力を得て、機構主催の住民

に対する「アスベスト（石綿）セミナー」において、石綿関連疾患や救済制度の説明、

相談会を行った。（2/8 開催、参加者 20名） 

- 131 -



５．安全かつ効率的な業務の実施 

■中期目標 

認定・支給に係るシステムを活用し、個人情報を適切に管理しつつ、業務を効率的に実施する

こと。 

■中期計画 

（１）認定申請・給付請求から給付に至るまでの業務を管理するシステムを活用し、セキュリテ

ィを確保しつつ業務を効率的に実施するとともに、認定・給付の状況についてのデータをもと

に業務を適切に管理する。 

（２）申請者、請求者等の個人情報の保護を図るため、申請書類等の管理を厳格に行う。 

■平成 29 年度計画 

（１）認定・給付システムの運用等 

認定・給付業務を効率的に実施するため、情報セキュリティを確保しつつ認定・給付シ

ステムを確実に運用する。また、認定・給付の進捗状況等を随時把握することで業務を適

切に管理する。 

（２）個人情報の保護等 

職員に個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修を実施し、申請書類等の管理を

厳格に行う。 

また、改正独立行政法人個人情報保護法の施行に合わせて、申請者等の個人情報を適切

に管理する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

   － 

＜その他の指標＞  

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等（参

考） 

達成目標 基準値（参考） 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２ ８ 年

度 

２９年

度 

３ ０ 年

度 

個人情報保

護・情報セ

キュリティ

研修の受講

者率 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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＜評価の視点＞ 

・情報セキュリティへの対応が適切に行われているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

  Ｂ 

＜根拠＞ 

以下により、自己評価を「Ｂ」とした。 

● 認定・給付システムについて、引き続き安定的に運用を行っている。 

● 個人情報保護及び情報セキュリティへの対応を適切に行うため、石綿情報セキュリテ

ィ委員会において策定した対策を順次実施し、また石綿救済業務に携わる全ての職員

（派遣職員等を含む）に対して研修を実施することができた。 

■課題と対応 

・ 引き続き、認定・給付システムの安定的運用を図るとともに、個人情報の保護及び情

報セキュリティの強化を図る。 

■主要な業務実績 

（１）認定・給付システムの運用等 

情報セキュリティを確保しつつ、毎月、各課のシステム担当者による定例会を開催し情報

共有を図るなど、認定・給付システムの安定的な運用を行った。また、システムを活用して、

毎月審査中案件の進捗管理を行うなど、業務を効率的に実施した。 

（２）個人情報の保護等 

石綿救済業務に係る個人情報の保護に万全を期すため、石綿情報セキュリティ委員会（委

員長 理事長）において決定した下記の取組の進捗状況について、同委員会に報告を行う

とともに、引き続き継続して取り組むことについて了承を得た。 

① 過去の個人情報の漏えい事案に関する情報の集約化と共有 

過去のインシデント情報を集約化し部内で共有を図るとともに、各種通知文書の誤送付

防止に向けた取組を推進した他、既に講じた再発防止策についても事後検証を行い、見直

しを進めている。 

② ヒヤリハット事例の集約化 

機微な個人情報等の漏えいリスクに対応するため、インシデントには至らないヒヤリハ

ット事例を収集し、部内で共有を図るためデータベースを構築した。今後、集約化された

事例を業務の適正化（改善）につなげていく予定である。 
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③ システム活用によるリスク低減に向けた検討 

認定・給付システムの活用などにより、個人情報の漏えいリスクの低減が図れないか、

申請課の業務フローについて、外部の専門家を交えて調査を行った結果、早急に改善が

必要となる重大な検出事項は見つからなかったものの、運用面における指摘事項（原本

の定期的な棚卸し等を含む６件）について、29 年度内に検討を行い実施可能なものか

ら実施することとした。 

④ 不要な個人情報の削除 

石綿救済部のファイルサーバに保存されているファイルの属性情報などを基に分析を

行い、認定等の決定通知など認定・給付システムに保存されている内容と明らかに重複す

る電子データについて、順次、削除していくことを決定した。 

⑤ 職員研修 

個人情報保護及び情報セキュリティの徹底を図るため、石綿健康被害救済部の全職員

（派遣職員等を含む）を対象に以下の研修を実施した。 

ア．情報セキュリティの確保及び個人情報保護を図るための実施手順について研修を実

施した。（5/22・5/23） 

イ．情報セキュリティ専門の外部講師による個人情報保護研修を実施した。（3/15） 

⑥ 専門研修 

情報セキュリティ対策の最新情報を得るため、情報システムセキュリティ担当者等の

職員（３人）を地方公共団体情報システム機構主催の「住民基本台帳ネットワークセキ

ュリティ研修」に参加させた。 
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６．救済制度の見直しへの対応 

■中期目標 

法律の規定に基づく見直しの結果を踏まえ、その実施に必要な対応を行うこと。 

■中期計画 

法律に規定されている政府による制度の見直し結果を受けて、その適切な実施に必要な対応を

行う。 

■平成 29 年度計画 

中央環境審議会の「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」の指摘事

項に対して、環境省他関係機関とも連携の上、必要な対応を行う。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞  

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等

（ 参

考） 

達 成

目標 

基 準 値

（参考） 

（ 前 中

期 目 標

期 間 最

終 年 度

値等） 

26 年

度 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年

度 

環境省
との意
見交換
会の実
施の有
無 

有 有 

有 

（10/22、

2/15 実施） 

有 

（4/28,6/29,7/21, 

8/29,10/6,12/21,3/16） 

有 

（5/29,8/29, 

12/12） 

＜評価の視点＞ 

・ 情報提供が適切に行われているか。 

・ 見直しの結果を受けて、適切な実施に向けた検討が行われているか。 
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■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

  Ｂ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評価をＢとし

た。 

● 平成 28 年 12 月に救済小委員会が取りまとめた「石綿健康被害救済制度の施行状況及び

今後の方向性について」の指摘事項に対して、環境省並びに呼吸器に関連する学会、看護

師や医療ソーシャルワーカーの団体を始めとする医療関係団体及びがん診療連携拠点病

院等他とも連携を図りながら次の取組を行った。 

・ 石綿健康被害救済制度の被認定者実態調査業務の実施 

・ 医療現場への制度周知に向けた医療関係団体等との協力 

・ 「石綿による肺がん」の重点的な周知 

・ 関係機関との連携による医療機関への広報 

・ 申請負担軽減対策 

■課題と対応 

政府による改正法施行５年の救済制度の見直しについて、救済小委員会の「石綿健康被害救

済制度の施行状況及び今後の方向性について」の指摘事項を踏まえ、環境省他、関係機関とも

連携のうえ、必要な対応を行う。 

■主要な業務実績 

救済小委員会の指摘事項に対して、関係機関とも連携を図りながら以下の取組を行った。 

（１）石綿健康被害救済制度の被認定者実態調査業務の実施

・報告書において、「介護等の実態の詳細については必ずしも把握できていないとの指摘

があり、被認定者の介護等について実態調査を行うべきである。」と提言されたことを

受けて、被認定者の介護等の実態について把握する業務を環境省から委託を受け実施し

た。 

・業務の主たる内容としては、検討会の設置・運営及び資料作成、被認定者に対するアン

ケート調査票の作成と送付等を行った。 

・社会医学、臨床医学、患者実態、中皮腫看護、介護・身体活動の評価に関する有識者で

構成された検討会を公開で開催し、第 1回（平成 29 年６月 13 日開催）では、被認定者

の介護等の実態を把握するために必要な調査設計（実施対象、調査項目等の決定）や調

査方法等の検討を行った。 

・検討会で検討された調査実施内容に基づき、療養中の被認定者 1,006 名とご遺族 100

名に対しアンケート調査票を送付し、被認定者 877 名（回答率 87.1％）とご遺族 48名

（回答率 48.0％）の回答を得た。 

・第２回（平成 30 年３月５日開催）では、アンケート調査結果を報告し、有識者からは

「1,000 人以上を対象として、しかも回収率が 9割近くというのは非常に貴重なデータ
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である」との意見があり、調査結果の分析や検討の方向性が示された。 

・アンケート調査結果は環境省に報告し、平成 30 年 4 月に機構ホームページで公表予定

である。 

＜第 1回石綿健康被害救済制度被認定者の介護等の実態調査に関する検討会＞ 

＜第２回石綿健康被害救済制度被認定者の介護等の実態調査に関する検討会＞ 

（２）医療現場への制度周知に向けた医療関係団体等との協力【再掲】 

ア． 医療機関等が加入する四病院団体協議会所属の３団体（下記（ア）～（ウ）、加盟

約 5,200 病院）に協力を依頼し、一般社団法人日本病院会においては、同会のホーム

ページ及び会員メールを活用して、石綿による肺がんにも触れながら救済制度の周知

を行った。 

イ． 都道府県がん診療連携拠点病院（434か所）連絡協議会情報提供・相談支援部会及

び東京都がん診療連携協議会（38組織）担当者連絡会に講師として参加し、直接、

救済制度について説明を行った。 

ウ． 医療ソーシャルワーカーが加入する日本医療社会福祉協会（会員約 5,700 人）に

協力を依頼し、同協会の協会ニュースに救済制度のパンフレットを同封し送付した。 

エ． 日本肺癌学会及び日本癌学会のホームページにバナー広告を、また、日本呼吸器
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学会及び日本呼吸器外科学会のホームページにお知らせを掲載し、石綿関連疾患や制

度の概要等を紹介した。看護師が加入する日本看護協会（会員約 80万人）にも協力

依頼を行った。 

＜制度周知への協力団体＞ 

(ア)  一般社団法人日本病院会 

(イ)  公益社団法人全日本病院協会 

(ウ)  一般社団法人日本医療法人協会 

(エ)  都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会  

(オ)  公益社団法人日本医療社会福祉協会 

(カ)  特定非営利活動法人日本肺癌学会 

(キ)  国立研究開発法人国立がん研究センター 

(ク)  公益社団法人日本看護協会 

(ケ)  日本癌学会 

(コ)  一般社団法人日本呼吸器学会 

(サ)  特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 

（３）「石綿による肺がん」の重点的な周知【再掲】 

ア． 救済小委員会の提言を踏まえ、石綿による肺がんについて重点的に医療現場への周

知を図るため、新たに石綿による肺がん周知のチラシを作成し、医療機関等に配布す

るとともに、医師向けセミナーにおいても石綿による肺がんをテーマに取り上げて説

明を行った。 

イ． 医療従事者専用ウェブサイト「m3.com」（医師、看護師等の会員数約 70 万人）にお

いて、制度や石綿による肺がんに関する記事の掲載及び機構の特設ウェブサイトにリ

ンクさせたバナー等を配置し、呼吸器内科医師に対して効果的に周知を行った。（2/13

～3/30 10,000 件配信） 

（４）関係機関との連携による医療機関への広報【再掲】 

環境省、厚生労働省と連携し、救済制度の他、労災保険制度の内容を含むリーフレット

と石綿による肺がん周知のチラシ（1,159,980 部）を医療機関（38,666 か所）に配布した。 

（５）申請負担軽減対策【再掲】 

申請に係る負担軽減のため、申請者が作成する申請（請求）書類の様式について電子化

を図り、機構ホームページに公開した。 
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＜環境研究総合推進業務＞ 

１．環境の保全に関する研究及び技術開発等の実施

■中期目標 

（１）行政ニーズに立脚した戦略的な研究及び技術開発等の推進 

 推進戦略に基づき、統合的かつ長期的な計画のもと、先導的な研究成果をあげることを目的と

する「戦略的研究開発領域分野」のプロジェクト研究（以下「戦略プロジェクト」という。）及

び環境問題の解決に資する「環境問題対応型研究領域等分野」の研究及び技術開発等（以下「個

別研究課題」という。）について、環境省の提示する行政ニーズに基づき、他の研究機関を活用

して研究及び技術開発等を推進する。 

研究及び技術開発等の推進に当たっては、環境省の行政ニーズを提示して公募を実施し、研究

のレベルを確保する観点から、業務移管前の直近３年間と同水準以上の申請件数を確保すること

を目標とする。 

（２）外部委員の評価による透明かつ公平で効率的な制度の運営 

環境省が設置する環境研究企画委員会及び機構が設置する環境研究・環境行政に係る外部有識

者により構成される委員会の意見を踏まえて、機構が研究部会等の設置及び専門的な知見に基づ

いた公正な評価を行うとともに、行政ニーズが研究課題や計画に的確に反映されているかなどに

ついて確認するため、環境省の政策実務担当者が機構の設置する委員会、研究部会等における研

究課題の審査・評価等に参画する。審査・評価結果については、環境省が設置する環境研究企画

委員会へ報告する。 

また、研究期間が３年以上の課題については、中間評価を実施し、その結果を進捗管理や研究

計画に的確に反映させる。 

事後評価においては、上位２段階の評価を獲得した課題数の割合が業務移管前の直近５年間の

実績の平均値を上回り、さらに 60％以上となることを目指す。 

【難易度：高】 

 直近５年間の事後評価において、上位２段階の評価を獲得した課題数の割合は平均 50.3%に留

まっており、目標達成は容易でないことから、難易度は高い。 

（３）研究成果の普及及び活用の促進 

推進費に係る研究成果の環境政策等への貢献を図るため、環境省と緊密に連携し、研究途中段

階において、環境省の政策実務担当者と研究者が情報共有する仕組みを充実させるとともに、環

境省が実施する追跡評価結果等を踏まえて、研究成果を環境政策等へ一層反映させるための取組

の検討を行う。 

また、全ての研究課題について研究成果報告書をウェブサイト等に情報公開するとともに、研

究成果発表会のほか、研究者に対して、学会や論文等で積極的に情報発信することを勧奨するな

ど、研究成果の普及及びその活用の促進を図る。 

■中期計画 

（１）行政ニーズに立脚した戦略的な研究及び技術開発等の推進 

「環境研究・環境技術開発の推進戦略について（平成 27 年８月 20 日中央環境審議会答申）」（以

下「推進戦略」という。）に基づき、統合的かつ長期的な計画のもと、先導的な研究成果をあげ
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ることを目的とする「戦略的研究開発領域分野」のプロジェクト研究（以下「戦略プロジェクト」

という。）及び環境問題の解決に資する「環境問題対応型研究領域等分野」の研究及び技術開発

等（以下「個別研究課題」という。）について、環境省の提示する行政ニーズに基づき、他の研

究機関を活用して研究及び技術開発等を実施する。 

研究及び技術開発等の推進に当たっては、機構内に推進費に係る業務を担当する新たな部署を

設置し、専門性のある職員の登用を行い、推進費に係る業務の運営を円滑かつ効果的に実施する

ための体制を整備する。 

研究及び技術開発等の公募に当たっては、環境省の行政ニーズを提示し、公募説明会の開催や

ウェブサイトへの掲載等により積極的に本制度の周知に努め、広く研究者からの提案を募る。こ

れらにより、研究レベルを確保する観点から、業務移管前の直近３年間と同水準以上の申請件数

を確保することを目標とする。 

（平成 28年度新規課題：262 件、平成 27年度新規課題：225 件、平成 26 年度新規課題：282 件）

（戦略的研究開発領域を除く） 

（２）外部委員の評価による透明かつ公平で効率的な制度の運営 

環境研究・環境行政に係る専門的な知見に基づき、公正な評価を行うため、外部有識者により

構成される環境研究推進委員会（以下「推進委員会」という。）及び戦略プロジェクトのフィー

ジビリティスタディ、戦略プロジェクト、推進戦略で設定する個別研究課題の領域の各研究部会

等を機構において設置する。 

機構は、環境省が設置する環境研究企画委員会、推進委員会及び研究部会等の意見を踏まえて、

研究計画・進捗の妥当性、環境研究・環境行政に係る有用性等についてより専門的な視点から研

究評価を実施する。この際機構においては、環境省の政策実務担当者に推進委員会、研究部会等

における研究課題の審査・評価等への参画を得ることにより、行政ニーズが研究課題や研究計画

に的確に反映されるようにする。 

また、審査・評価結果を環境省が設置する環境研究企画委員会へ報告すること等により、環境

省における推進費の基本方針の検討や策定に協力する。 

研究期間が３年以上の課題については、中間評価を実施し、その結果を進捗管理や研究計画に

的確に反映させる。 

事後評価においては、上位２段階の評価を獲得した課題数の割合が業務移管前の直近５年間の

実績の平均値（※）を上回り、さらに 60％以上となることを目指す。 

また、各年度において、学識経験者（アドバイザー）及び十分な研究経歴を有する専門家であ

る各研究課題のプログラム・オフィサー（以下「ＰＯ」という。）が出席して、研究及び技術開

発等の進め方等について助言を行うアドバイザリーボード会合を、原則として年１回以上、研究

代表者が開催するよう支援し、関係者に対する学識経験者（アドバイザー）からの助言に加えて、

ＰＯによる情報共有、研究の進捗確認等が行えるようにする。 

※ 業務移管前の直近５年間の平均値は 50.3％に留まっており、目標達成は容易ではなく、困

難度が高い。 

（３）研究成果の普及及び活用の促進 

推進費に係る研究成果の環境政策等への貢献を図るため、環境省と緊密に連携し、研究途中段

階において、環境省の政策実務担当者と研究者が情報共有する仕組みを充実させるとともに、環
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境省が実施する追跡評価結果等を踏まえて、研究成果を環境政策等へ一層反映させるための取組

の検討を行う。 

また、全ての研究課題について研究成果報告書をウェブサイト等に情報公開し、広く公表する

とともに、研究成果発表会を開催したり研究成果を広く周知するシンポジウムを開催したりする

ほか、研究者に対して、学会や論文等で積極的に情報発信することを勧奨するなど、研究成果の

普及及びその活用の促進を図る。 

■平成 29 年度計画 

（１）行政ニーズに立脚した戦略的な研究及び技術開発等の推進 

平成 28 年 10 月からの業務移管に伴い、推進費の業務を担当する室を新たに設置したとこ

ろであるが、平成 29 年４月からの本格実施（それまでの新規課題の採択のみならず継続課

題も全て機構が行う。）に伴い、新規課題に加えて継続課題の契約事務、研究管理等を行う

ための体制の一層の強化を図る。 

平成 29 年度は、「戦略的研究開発領域分野」のプロジェクト研究（以下「戦略プロジェク

ト」という。）及び環境問題の解決に資する「環境問題対応型研究領域等分野」について、

委託費又は補助金により、大学、国立研究開発法人その他の研究機関を活用して研究及び技

術開発等を実施する。 

平成 30 年度から開始する「戦略プロジェクト」、「環境問題対応型研究」、「革新型研究開

発」若手枠及び「次世代循環型社会形成推進基盤整備事業」等の研究及び技術開発等につい

て、大学、国立研究開発法人その他の研究機関に対して環境省の行政ニーズを提示し、新規

課題の公募を行う。 

公募の実施に当たっては、公募説明会の開催、広報パンフレットの製作、学会等の研究者

コミュニティサイトや大学のウェブサイトへの掲載を働きかけるなど本制度の周知につい

て、機構の作業を前倒しすることにより公募情報の周知の早期化に努め、広く研究者からの

提案を募る。これらにより、研究レベルを確保する観点から、業務移管前の直近３年間と同

水準以上の申請件数を確保することを目標とする。 

また、競争的資金の申請様式の共通事項に係る様式の統一化の検討が進められており、様

式の統一化が図られた場合は、平成 30 年度新規公募課題から統一様式も使用し、公募を実

施する。 

（２）外部委員の評価による透明かつ公平で効率的な制度の運営 

平成 30 年度から開始する新規課題の採択に当たっては、豊富な研究経歴を有するプログ

ラム・オフィサー（以下「ＰＯ」という。）によるプレ審査を経て、推進委員会及び研究部

会において、研究の必要性、有効性、効率性等についてより専門的な視点から事前評価を実

施する。この際、環境省の政策実務担当者に推進委員会、研究部会における研究課題の審査・

評価等への参画を得ることにより、行政ニーズが研究課題や研究計画に的確に反映されるよ

うにする。 

また、審査・評価結果を環境省が設置する環境研究企画委員会へ報告すること等により、

環境省における推進費の基本方針の検討や策定に協力する。 

研究期間が３年以上の課題については、中間評価を実施し、その結果を次年度の予算額に
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反映させるとともに、５段階評価で下位３段階の課題に対しては研究者への助言等の支援を

行う。 

平成 28 年度に研究が終了した課題（業務移管前の実施課題）について、機構が設置した

研究部会において、事後評価を実施する。 

また、全ての研究課題について、学識経験者（アドバイザー）及び各研究課題のＰＯが出

席して、研究及び技術開発等の進め方等について助言を行うアドバイザリーボード会合を、

原則として年１回以上、研究代表者に開催させることとし、関係者に対する学識経験者から

の助言に加えて、ＰＯによる情報共有、研究の進捗確認等が行えるようにする。 

（３）研究成果の普及及び活用の促進 

推進費に係る研究成果の環境政策等への貢献を図るため、新規課題については、環境省と

研究者が密に連携できるよう、研究開始時に環境省の政策実務担当者と研究者が情報の共有

等を図る打合せ会を機構が実施する。 

また、研究成果を環境政策等へより一層反映させるための取組や産学官の連携による社会

実装の推進につながる取組として、公募の方法を含めた検討を行う。 

平成 28 年度までに終了した研究課題については、研究成果報告書をウェブサイト等に情

報公開し、広く公表するとともに、特に、高い成果が認められる研究課題については、一般

向けの研究成果発表会で広く周知する。 

研究者に対して、学会や論文等で積極的に情報発信することを勧奨するとともに、研究費

が一定規模以上の研究課題には、「国民との科学・技術対話」を推進するため、中間・事後

評価で国民に向けた研究成果の情報発信の実施状況を確認し、研究評価に反映させるなど研

究成果の普及及びその活用の促進を図る。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15年法律第 43号）第 10条１項８号～10 号 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

＜その他の指標＞ 

  － 

＜評価の視点＞ 

●業務移管に伴う業務の実施に必要な規程や体制を整備し、業務移管後における推進費に係

る業務運営を円滑かつ効果的に実施すること。 

●公募の実施に当たって、広く研究者から提案を募り、業務移管前の直近３年間と同水準以

上の申請件数を確保することで、研究レベルを確保すること。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

  Ａ 

＜根拠＞ 

以下により、年度計画を上回る取組を実施したため、上記のとおり、自己評価をＡとした。 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２ ６

年度 

２ ７

年度 

２８年

度 

２９年度 ３０年

度 

新 規 課 題

公 募 に お

け る 申 請

件数 

業務移管前の直

近 3 年間と同水

準以上の申請件

数を確保 

Ｈ25：270件 

Ｈ26：223件 

Ｈ27：251件 

（平均：248 件） 

－ － 251 件 308 件 

※基準値と

比較対象の

申請数（戦

略プロジェ

クト 44件

は除く） 

－ 

事 後 評 価

に お け る

上位2段階

の割合 

事後評価におい

て、上位 2段階の

評価を獲得した

課題数の割合が

業務移管前の直

近 5 年間の実績

の平均値を上回

り、さらに、60％

以上を目指す。 

50.3％ － － － 60.3％ 

（参考） 

※平成 28

年度研究管

理業務は環

境省で実施 

－ 
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●推進費に係る業務運営を円滑かつ効果的に実施するための体制整備 

平成 29 年４月から新たに実施する研究の公募、評価業務、進捗管理、新規課題の契約業務

等に対応するため、組織体制を強化し、研究推進に係る研究者へのサポートの強化、採択審査・

評価の見直しなど、業務移管前に比べて効果的、効率的な方法に見直し、業務を円滑に実施す

ることができた。 

●平成 30年度新規課題の公募の実施及び申請結果 

①広報の積極的な展開による認知度の向上、公募者の新規開拓 

公募の広報の開始時期を９月末から７月末に大幅に早期化し、研究者の準備期間を確保す

るとともに、広報ツールや公募説明会を充実させ、大学及び研究機関等に広く周知し、公募

する研究者を新規開拓することができた。 

②申請件数の大幅増加 

平成 30 年度新規課題公募では、上記のような広報の充実、推進費の使い勝手の見直し等

を行うとともに、若手枠については一定の予算枠を設けて重点的に採択することを積極的に

広報した。これらの様々な取組を業務移管後に新たに行ったところ、結果として、年度計画

に掲げる業務移管前の直近３年間の水準（環境問題対応型研究領域等分野の平均 248 件）を

24％上回る大幅な増加を達成することができた。 

③重点的な採択など効果的な新規課題の採択 

平成 30 年度新規課題の採択においては、予算が厳しい中、戦略プロジェクトⅡ型を立ち

上げる一方、他の研究課題の研究費上限額を減額するとともに、若手枠やパリ協定関連の課

題を重点採択する仕組みを設け、限られた予算で必要とする研究課題を採択するなど、効果

的に新規課題を採択することができた。 

本項目は、平成 29 年度から移管する業務を円滑に行うこと、及び申請件数を確保して研究レ

ベルを維持することが求められる重要な業務であるが、新規課題の公募では昨年度より広報を充

実させるとともに、研究費の使用ルールの見直しなど制度の利便性を向上させたことで、直近で

は最も多い申請件数を確保することができた。これらを踏まえればＡと評価する。 

■課題と対応 

平成 30 年度新規課題公募では中期計画を大幅に上回る多くの申請件数を確保し、一定の研

究レベルを確保することができた。今後は環境行政貢献型の競争的資金として、より行政ニー

ズと合致する研究課題を確保できるよう、推進費が求める研究開発ニーズと申請課題のマッチ

ングを強化する取組を推進し、応募される研究の質の更なる向上を図る。 
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■主要な業務実績 

１．環境の保全に関する研究及び技術開発等の実施 

（１）推進費に係る業務運営を円滑かつ効果的に実施するための体制の強化 

平成 29 年４月から業務移管後の業務が本格実施することを踏まえ、それまでの新規課題

の公募・採択のみならず、新たに行う継続課題の契約事務、研究の進捗管理、研究の評価業

務を効果的、効率的に実施できるよう、組織を１室１課体制から、研究課題の公募、評価、

研究管理等を行う研究推進課と、委託研究契約、補助金交付等を行う研究業務課の１部２課

体制に見直し、体制の一層の強化を図った。 

  表１ 

（見直し前）          （見直し後） 

（２）行政ニーズに立脚した戦略的な研究及び技術開発等の推進 

平成 29 年度の実施課題としては、「戦略プロジェクト」及び「環境問題対応型研究領域等

分野」の 145 課題について、委託費又は補助金により、大学、国立研究開発法人その他の研

究機関を活用して研究及び技術開発等を実施した。 

  表２ 平成 29年度環境研究総合推進費 実施課題数 

公募区分 新規 継続 合計 

委託費 

①環境問題対応型研究 46 52 98 

②革新型研究開発 6 8 14 

③課題調査型（戦略 FS） 1 － 1 

④戦略的研究開発 － 5 5 

小計 53 65 118 

補助金 

⑤次世代事業 2 1 3 

⑥循環型研究事業 － 24 24 

小計 2 25 27 

合計（委託費＋補助金） 55 90 145 

継続課題及び新規課題とも、契約締結及び補助金の交付手続きを大幅に早期化するととも

に、契約日にかかわらず４月１日から研究を開始できるような契約内容にするなど、年度当

初から研究が開始できるよう措置した。 

環境研究総合推進室 

研究総合推進課 

環境研究総合推進部 

研究推進課 研究業務課 
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（３）平成 30年度新規課題の公募の実施 

①平成 30年度新規課題の公募の実施に当たっての見直し 

平成 30 年度新規課題の公募の実施に当たっては、研究の効果的な推進を図るため、研

究費上限や採択方針の見直しを行った（表３）。今年度は環境省において、戦略研究開発

プロジェクトⅡ型を新設し、公募方針を作成した。 

また、推進費が研究者にとってより使いやすい制度となるよう、平成 29 年度に引き続

き、手続きの簡素化等に係る見直しを行った（表４）。 

 平成 29 年度に課題調査型研究として採択した研究課題について、次期戦略プロジェク

トの実施に向けて、戦略フィージビリティスタディ専門部会を設置し、戦略プロジェクト

を構成するのに相応しい研究課題や公募方針等を検討した。 

表３ 平成 30 年度新規課題公募における見直し内容 

表４ 平成 30年度新規課題公募における手続き、研究費使用ルール等の見直し内容 

②平成 30年度新規課題の公募の実施 

 ア．公募の概要 

平成 30 年度新規課題の公募を平成 29 年 10 月２日～11 月６日までの期間において、

府省共通研究開発管理システム「e-Rad」を活用し、５つの公募区分について実施した。 

ア．研究費上限（間接経費込み）の見直し 

  ・環境問題対応型 4,000 万円（5,200 万円） 

  ・若手枠       600 万円（ 650 万円）  ※括弧内は前回公募の上限額 

イ．若手枠に一定の予算枠を設け、重点的に採択 

ウ．戦略的研究開発プロジェクトⅡ型の新設 （研究期間：3年、研究費上限：1億円） 

エ．COP21 で採択された「パリ協定」を踏まえて、気候変動の影響に対する適応に関

する研究課題等を重点的に採択 

ア．競争的資金の使用ルール統一に係る国の方針に沿って、申請書を他の競争的資金と

共通の様式に見直し 

イ．これまで郵送での原本提出を求めていた承諾書・承認書は、電子提出（申請書とともに

PDF 化して e-Rad から提出）のみも認める 

ウ．法人登記簿抄本(民間企業の場合)や雇用予定証明書等の事務的な添付資料は、申

請時の提出を不要 

エ．直接経費の経費区分については、競争的資金統一ルールが示す経費区分に統一 

オ．２年度目以降の研究経費を初年度以下とする制限を廃止して、実際の研究計画に応じ

た研究経費の申請を認める 
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表５ 平成３０年度新規課題公募区分 

公募区分 
年間研究費の支援規模

（間接経費込み） 

研究期間 

委託費 

環境問題対応型研究 ４千万円以内 ３年以内 

革新型研究開発（若手枠） ６百万円以内 ３年以内 

戦略的研究開発(Ⅰ)S-17 ２．５億円以内 ５年以内 

戦略的研究開発(Ⅱ)１～３ １億円以内 ３年以内 

補助金 次世代事業（補助率 1/2） ２億円以内 ３年以内 

  （公募研究領域） 

①統合領域 ②低炭素領域 ③資源循環領域 ④自然共生領域 ⑤安全確保領域 

（資料編 P79_研究 1 環境研究総合推進費 平成 30 年度新規課題公募要領（抜粋版）） 

イ．公募に係る広報ツールの作成 

公募の広報の実施にあたっては、これまで申請受付開始直前に行っていた広報の開始

時期を見直し、第 1 回推進委員会（７月５日開催）において平成 30 年度新規課題の公

募の基本方針が決定した直後の７月末から公募の概要に係る広報を開始し、行政ニーズ

など公募内容の詳細は申請受付開始直前の９月末から開始するなど２回に分けて実施

した。 

広報ツールは、推進費の啓発ツールとして推進費の概要を取りまとめたパンフレット

をリニューアルするとともに、公募のポスター及びチラシを新たに製作し、研究者コミ

ュニティや科学研究費補助金を利用している大学、研究機関等へ広く配布した。  

また、機構の WEB サイトにおける展開に加え、研究者コミュニティの WEB サイトや（一

社）日本経済団体連合会の業界紙にも掲載を依頼し、広く周知を図った。 

【公募に係る広報ツール】 

           <環境研究総合推進費パンフレット> 
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    <公募ポスター>            <公募チラシ> 

                <機構ＨＰによる広報>           

            <他団体等のＨＰによる推進費の公募案内> 
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ウ.公募説明会 

研究者に対して、平成 30 年度新規課題公募の内容を具体的に説明する公募説明会を

大学、研究機関において開催した。今年度は全国８箇所及び大学側から開催要望のあっ

た１箇所を加え、計９箇所（昨年５箇所）で実施した。説明会では、公募要領や行政ニ

ーズを取りまとめた冊子を配布するとともに、研究費の使用ルールの大幅な見直しなど、

より使いやすい制度に見直しを行ったことなどをアピールした。 

 表６ 平成 30年度新規課題公募説明会開催実績 

 実施会場 実施日 参加者数 

1 早稲田大学 平成 29 年９月 26 日（火） 46 

2 国立環境研究所 平成 29 年９月 27 日（水） 33 

3 同志社大学 平成 29 年 10 月３日（火） 24 

4 名古屋大学 平成 29 年 10 月４日（水） 28 

5 広島大学 平成 29 年 10 月５日（木） 25 

6 九州大学 平成 29 年 10 月６日（金） 16 

7 北海道大学 平成 29 年 10 月 10 日（火） 24 

8 東北大学 平成 29 年 10 月 11 日（水） 10 

9 熊本大学 平成 29 年 10 月 12 日（木） 11 

合計 217 

公募説明会（関東地区会場：早稲田大学）   公募説明会における説明ツール 

エ.企業や学会への広報 

企業への広報アプローチとして、９月に開催された（一社）日本経済団体連合会環境

安全委員会において、企業の経営者や環境分野のセクションの担当者等に、大学の学術

研究と企業の実用化研究を融合したコンソーシアム型研究の推進など、平成 30 年度新

規課題公募の方針や概要について説明した。 

また、大気環境学会、水環境学会等の研究者が一同に会する学術集会でパンフレット

等のブース出展を行ったり、ランチョンセミナーで推進費を紹介したりするなど、推進

費の研究実績がある研究者だけでなく、応募実績のない新規の研究者まで幅広い層に周
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知を図った。 

③平成 30年度新規課題公募に係る申請結果 

 平成 29年度 10 月２日から 11 月６日まで、平成 30年度新規課題の公募をした結果、取

下げ等の誤った申請を除いた件数において比較すると、昨年度を大幅に上回る 352 件（戦

略プロジェクト 44件＋環境問題対応型研究領域等分野 308 件）の申請があり、年度計画

に掲げる業務移管前の直近３年間の水準（環境問題対応型研究領域等分野の平均 248 件）

を約 24％上回る大幅な増加となった。 

 公募区分としては、革新型研究開発（若手枠）が今年度、重点的採択枠を設けたことな

どから、当該区分の研究課題が大幅に増加した（29 件→47 件）。 

 また、研究領域としては、昨年度に引き続き、パリ協定を踏まえた課題を重点的に採択

するとして応募した低炭素領域の研究課題が大幅に増加した。（Ｈ28：27 件、Ｈ29：37 件、

Ｈ30：54 件） 

表７ 公募区分別の申請件数 （括弧内は昨年度）  

①環境問題 

対応型研究 

②革新型研究 

開発（若手枠）

③次世代事

業 

④戦略プロ

ジェクトⅠ 

⑤戦略プロ

ジェクトⅡ 
合計 

260（214） 47（27） 1（5） 17（－） 27（－） 
352 

（251） 

 表８ 領域別の申請件数 （括弧内は昨年度） 

※【 】は次世代事業 

（図 1）過去の申請件数 

270

223
251 251

308

200210220230240250260270280290300310320

H25
(H26新規課題）

H26
(H27新規課題）

H27
(H28新規課題）

H28
(H29新規課題）

H29
(H30新規課題）

①統合 ②低炭素 ③資源循環 ④自然共生 ⑤安全確保 合計 

53（37） 57（37） 
73（79） 

【1】（【5】） 
57（41） 68（57） 

308 

（251） 

業務移管後
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（４）外部委員の評価による透明かつ公平で効率的な制度の運営 

①平成 30年度新規課題の審査 

ア．採択審査の方法 

平成 30 年度新規課題公募の審査の実施に当たっては、研究の必要性、有効性、効率

性等についてより専門的な視点から行う審査に加え、昨年度導入した行政への貢献が期

待される課題についての加点方法の一部見直しを行うとともに、今年度は、研究費の妥

当性の審査において、研究の意義や研究計画の妥当性等の評価の観点とは別に、経費の

内訳の積算が妥当かどうかについて、精査した査定評価が行えるよう見直しを行った。 

イ．プレ審査 

平成 30 年度新規課題公募として申請のあった 352 件について、豊富な研究経歴を有

する８名のプログラム・オフィサー（以下「ＰＯ」という。）において、資格、要件等

をチェックするプレ審査を実施した。またプレ審査では、次工程の第 1次審査を効率的

に実施するため、研究期間の妥当性、行政ニーズの適否等についてＰＯによる参考コメ

ントを付すなどの方法で行った。 

さらに環境省、プログラム・ディレクター（ＰＤ）、ＰＯが出席するプレ審査結果の

確認会議を機構において開催し、プレ審査結果の情報を共有するとともに、審査結果に

行政ニーズが的確に反映されるようにした。 

ウ. 一次審査 

 プレ審査を通過した 352 課題を対象に各研究領域の研究部会等の委員による第一次

審査（書面審査）を実施し、戦略プロジェクト 44 課題、環境問題対応型・革新型（若

手枠）105 課題を選定した。今回、この第一次審査において、研究成果が環境行政に貢

献するよう、行政ニーズとつながりの高い研究課題の加点を昨年より大きくするととも

に、パリ協定を踏まえた気候変動対策に関する課題は重点的に採択されるように低炭素

領域の一次審査通過率を高く設定した。また、革新型（若手枠）についても、一定の採

択数を確保するため、一定水準以上の課題についてはなるべく通過させた。 

エ．二次審査 

 一次審査を通過した課題を対象に、研究部会の委員及び環境省職員による第二次審査

（ヒアリング審査）を実施した。今年度の第二次審査では、平成 30 年度に新規課題に

配分できる研究予算が厳しいことから、採択課題でも研究費が過大、不要と思われるも

のは厳しく査定した。 

オ．採択課題の決定 

 戦略プロジェクトについて、競合するサブテーマがある場合には評価が高い課題を優

先し、それ以外のサブテーマを含め、研究のレベルが採択の水準に達しているかどうか

を評価した。その結果、戦略プロジェクト（Ⅰ）１件（14 課題で構成）、戦略プロジェ

クト（Ⅱ）３件（25 課題で構成）を採択した。環境問題対応型は、第二次審査結果の評

価の高い順に、評価委員による査定後の研究費をもとに 25 課題の新規課題を採択した。
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革新型（若手枠）は一定の予算枠（5,000 千円）の範囲において、第二次審査結果の評価

の高い順に、評価委員による査定後の研究費をもとに 10 課題を新規採択した。 

今回の採択では、平成 30 年度推進費の予算全体の制約等から、過去に比べ採択率が

低くなった。その中で、革新型研究開発（若手枠）について、別枠の予算を設け重点的

に採択した。 

（資料編 P84_研究 2 環境研究総合推進費 平成 30 年度新規採択課題） 

表９ 公募区分別の採択件数 

公 募 区 分 
応募 

課題数 

採択 

課題数 

［
委
託
費
］

推
進
費

(1)環境問題対応型研究 260 課題 25 課題 

(2)革新型研究開発 （若手枠） 47 課題 10 課題 

(3)戦略的研究開発（Ⅰ） 
１プロジェクト 

（17 課題） 

１プロジェクト 

（14 課題） 

(4)戦略的研究開発（Ⅱ） 
３プロジェクト 

（27 課題） 

３プロジェクト 

（25 課題） 

［
補
助
金
］

推
進
費

(5)次世代事業（補助率 1/2） 1 課題 0 課題 

表 10 領域別の採択件数及び採択率 

表 11 新規課題の採択率  ※採択率：新規採択件数/新規申請件数 

②平成 29年度が中間年度にあたる実施課題の評価（中間評価） 

平成 29 年度実施課題のうち、中間年度にあたる 37課題についてヒアリングによる中間

評価を行った。全ての課題が A +～B 評価となり、上位２段階（S、A評価）の比率は、91.9%

統合 低炭素 資源循環 自然共生 安全確保 合計 

採択課題 5 8 8 8 6 35 

採択率 9.4％ 14.0％ 11.0％ 14.0％ 8.8％ 11.4％ 

H27 H28 H29 Ｈ30 

採択率 22.2％ 17.1％ 21.9％ 11.4％ 

うち、環境問題対応型 

次世代事業 
21.5％ 17.0％ 22.2％ 9.6％ 

うち、革新型（若手枠） 28.6％ 18.1％ 20.0％ 21.3％ 
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（34/37 課題）であった（前年度は 72.7%）。 

また、５段階で下位３段階以下となるＢ評価以下の課題については、推進委員会の指摘

を踏まえ、ＰＯの助言、指導の下、研究成果・評価を上げるための今後の具体的な対応方

針の作成を求めるなど、中間評価の結果をその後の研究に確実に反映させる新たな措置を

講じた。 

表 12 平成 29 年度中間評価結果の評点分布 

評価 

結果 

戦略

S-14 
統合 低炭素 資源循環 自然共生 安全確保 総計 

A+     1  1 

A 1 2 6 1 3 10 23 

A－  3  5 1 1 10 

B+    2  1 3 

B 

B－ 

総計 1 4 6 8 5 12 37 

③平成 29年度終了課題の評価（事後評価）（参考）※平成 29年度研究管理は環境省が実施 

平成 28 年度終了した 58課題について書面による事後評価を行った。資源循環領域の次

世代事業１課題（※）を除き、全ての課題が A+～B－となり、上位２段階（S、A 評価）の比率

は、60.3%（35/58 課題）であった。 

なお、これらの課題については、業務移管前に環境省が採択し、研究管理を実施した課

題である。 

表 13 平成 29 年度事後評価結果の評点分布 

評価 

結果 

戦略

S-10 
統合 低炭素 資源循環 自然共生 安全確保 総計 

Ａ+ 1 1 1 1 4

Ａ 1 3 3 2 3 12

Ａ－ 1 1 1 7 3 6 19

Ｂ+ 4 6 4 3 17

Ｂ 1 1 2

Ｂ－ 1 2 3

Ｃ+ 

Ｃ 

Ｃ－ 1 1

総計 1 8 5 19 11 14 58
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※資源循環領域（次世代事業）の C-評価の 1 課題は、事業化の目処が立たないため、中間評価

における推進委員会の指摘を踏まえ、平成 28年度に予定していた研究開発を中止したもの 

④研究の進捗管理（キックオフ会合及びアドバイザリーボード会合の開催） 

平成 29 年度に実施している全ての研究課題について、学識経験者（アドバイザー）及び各

研究課題のＰＯが出席して、研究及び技術開発の進め方等について助言を行うアドバイザリ

ーボード会合（以下、「アド会合」という）を、原則として年１回以上、研究代表者に開催

させた。アド会合では、関係者に対する学識経験者からの助言に加えて、ＰＯによる情報共

有、研究の進捗確認、研究の進め方に関する助言等を行った。また、機構職員もほぼ全ての

研究課題に出席し、研究の進捗や今後の計画スケジュール等の確認を行った。 

（５）研究成果の普及及び活用の促進 

平成 28 年度終了課題について、研究成果報告書を機構ＨＰに掲載し、研究成果の普及に

努めた。平成 29 年度終了課題については、３月に研究成果報告会を開催し、研究者が研究

成果の発表を行った。 

また、これまで一般向けに実施していた研究成果発表会について、研究成果の情報発信を

強化するとともに、推進費制度を幅広く研究者に周知し、将来的な応募件数の増加にもつな

がるよう、実施方法を見直し、今年度は３月に日本水環境学会年会の協力を得て、推進費で

実施中の又は実施した水環境の保全に関する研究課題を対象にシンポジウム形式の発表会

を行った。 

       研究成果発表会チラシ       研究成果発表会（日本水環境学会会場） 
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２．効率的、効果的な研究及び技術開発等の推進 

■中期目標 

（１）予算の弾力的な執行による利便性の向上 

運営費交付金化により、複数年度契約方式を採用するなど予算の弾力的な執行による利便性の

向上を図り、事業の効率的、効果的な実施を図る。 

【重要度：高】 

 推進戦略では、研究成果の最大化を図るための運営体制として、予算の弾力的な運用による利

便性の向上等を図ることが求められており、重要度が高い。 

（２）研究者への助言等の支援の強化 

環境行政におけるニーズに合致し、環境政策に活用できる研究成果を得るため、環境省と協議

の上、十分な研究経歴を有する専門家であるプログラム・オフィサーを活用して十分な体制を構

築するとともに、環境省の政策実務担当者及びプログラム・ディレクターと連携して、研究課題

に対する管理体制の強化を図る。 

（３）研究費の適正な執行等 

 弾力的な資金配分を行いつつ、公正かつ適正な実施の確保を図るため、府省共通研究開発管理

システム（ｅ‐Ｒａｄ）等を活用し、研究費の不合理な重複や過度の集中を排除する。 

また、近年、問題化している研究費の不適正な執行及び研究不正の防止を図るため、研究機関

における研究費の管理・執行体制について現地等で確認を新規に行うとともに、研究費の取扱い

に関する会計説明会を新規に実施し、ルールの周知徹底や啓発を図る。 

■中期計画 

（１）予算の弾力的な執行による利便性の向上 

研究機関において複数年度にわたる執行計画の策定や契約を可能とする複数年度契約方式の

採用、研究機関の請求に基づく概算払の実施、研究及び技術開発等の進捗状況に応じた研究費の

繰越し、複数年度にわたる調達等の契約など、予算の弾力的な執行により、研究費の利便性を向

上し、事業の効率的、効果的な実施を図る。 

なお、研究者に対して、研究費の利便性の向上に関するアンケート調査を実施し、有効回答者

のうち 60％以上の者から上位２段階までの評価を得る。 

※ 推進戦略では、予算の弾力的な運用による利便性の向上等を図ることが求められており、重

要度が高い。 

（２）研究者への助言等の支援の強化 

環境行政におけるニーズに合致し、環境政策に活用できる研究成果を得るため、環境省と協議

の上、ＰＯを活用して十分な体制を構築するとともに、環境省の政策実務担当者及びプログラ

ム・ディレクターと連携し、研究者への行政ニーズの周知徹底、政策検討状況の情報提供、助言

等といった研究者への支援強化など、管理体制を充実させる。 

また、研究課題の審査・評価結果をその後の進捗管理や研究計画に反映し、研究成果の最大化

を図るため、評価結果と進捗管理を連動させた審査・評価の高度化を図る。 
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（３）研究費の適正な執行等 

新規研究課題の採択に当たっては、公正かつ適正な実施の確保を図るため、応募課題の研究計

画書における他の研究費の応募・採択状況や府省共通研究開発管理システム（ｅ‐Ｒａｄ）の研

究者情報を確認し、研究費の不合理な重複や過度な集中を排除する。 

また、研究費の効率的、効果的な活用を図るとともに、近年、問題化している研究費の不適正

な執行及び研究不正の防止を図るため、研究機関における研究費の管理・執行体制について現地

等で確認を新規に行うとともに、研究費や委託業務の取扱いに関する会計説明会を新規に実施

し、ルールの周知徹底及び啓発を図る。 

さらに、研究費の配分機関として、国の指針等に則って、不正行為の疑惑が生じた際等に適切

に対応する。 

■平成 29 年度計画

（１）予算の弾力的な執行による利便性の向上 

平成 29 年度に大学、国立研究開発法人等で実施する研究課題については、複数年度契約

を締結（補助金を除く。）し、研究機関の請求に基づく概算払、研究及び技術開発の進捗状

況に応じた研究費の繰越し、複数年度にわたる調達等の契約など研究費の新たな使用ルール

を導入するとともに、年度末までの研究期間の確保、研究機器の購入といった「競争的資金

における使用ルール等の統一について（平成 27 年 3 月 31 日競争的資金に関する関係府省連

絡会申し合わせ）」に対応した内容で実施する。 

（２）研究者への助言等の支援の強化 

環境省の政策実務担当者及びプログラム・ディレクターと連携し、また機構の担当者の実

施能力を向上させること等により、機構の担当者やＰＯがアドバイザリーボード会合におい

て、政策検討状況の情報提供、助言等を行うなど、研究者への支援を一層充実させる。 

また、研究課題の審査・評価結果をその後の進捗管理や研究計画に反映させるため、中間

評価において５段階評価で下位３段階の課題に対しては、機構とＰＯが連携し、研究計画の

見直しや研究者への助言等の支援を行うなど、フォローアップを実施する。 

（３）研究費の適正な執行等 

平成 30 年度から実施する新規課題の公募において、府省共通研究開発管理システム（ｅ-

Ｒａｄ）を活用し、研究費の不合理な重複や過度な集中がないか確認する。 

近年、問題化している研究費の不適正な執行及び研究不正の防止を図るため、研究費の新

たな使用ルールに関する会計説明会を実施するとともに、研究機関における研究費の管理・

執行体制や会計帳簿その他の関係書類の現地調査を新規に行う。 

また、会計説明会の開催に合わせ、新規課題の研究者等を対象に研究公正に関する専門家

による講習を実施する。
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■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15年法律第 43号）第 10条１項８号～10 号 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２６ 

年度 

２７ 

年度 

２８ 

年度 

２９ 

年度 

３０ 

年度 

研究費使用

における研

究者の利便

性の向上 

研究者に対して、研究費の

利便性の向上に関するアン

ケート調査を実施し、有効回

答者のうち 60％以上の者か

ら上位２段階までの評価を

得る。 

同左 － － － －  

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

 ●業務移管に伴い、予算の弾力的な執行による利便性の向上等を図ることで、効率的、効果

的に研究が実施されているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ａ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、年度計画を上回る取組を実施したため、自己評価をＡとした。 

●研究費の利便性の向上と契約の早期締結 

推進費の業務移管後においては、競争的資金の使用に関わる各種ルール等の統一化を行う

ことで、研究資金の使い勝手の向上を図るとともに、研究者が的確に研究費を活用できるよ

う手続きの簡素化、合理化を図り、業務移管以前よりも早期に研究機関との委託研究契約を

締結するなど制度改革及び運用改善を推進した。さらに、年度当初から研究者が研究計画に

沿った研究活動ができるよう、 他の競争的資金制度に導入されていない推進費の独自ルール

も導入するなど研究者ファーストの視点で、より使いやすい運用ルールに見直しを行った。 
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これらの新たなルールの導入により、契約手続き等の簡素化、効率化を進めたことで研究

者が研究に専念できる環境を整備されたこと、研究者や経理事務担当者の事務負担を軽減で

きたこと等が新規課題の申請件数の増加につながった可能性があるとともに、今後の研究成

果の最大化にも寄与することができた。 

●研究費の適正な執行に向けた取組 

研究機関における研究費の適正な執行を徹底するため、平成 29 年度において、新規課題を

実施する研究機関を対象とした会計説明会を実施し、使用ルールを周知徹底したことに加え、

同時に研究公正の専門家による講演を開催し、研究公正の重要性についても周知徹底した。 

また実地検査を行うための内部規程（達）の整備、実施手順書の作成等を行い、平成 29年

度は 50 の研究課題について中間実地検査を実施した。 

これらの取組はいずれも業務移管前には実施されていなかった新たな取組であり、研究費

の適正な執行に資することができた。 

以上により、業務移管前には実施されていなかった、あるいは想定されていなかった新たな取

組が数多く実施され、業務移管前に比べ、研究者にとっての利便性の向上を実現し、研究成果の

最大化に向けた仕組みを構築することができた。これらを踏まえれば「Ａ」と評価する。 

■課題と対応 

推進費の業務移管以降、研究費の使い勝手の向上等により、研究者や研究機関の事務的負担

を大きく軽減することができた。 

今後は、平成 30 年度から運用開始する研究情報管理基盤システムを有効に活用して、事務

処理における利便性を一層向上させていく。また、研究課題に対する中間実地検査に加えて研

究終了後の確定検査を的確に実施するとともに、研究費の使用ルール等の周知徹底と実効性の

高い研究不正防止対策を検討していく。 

－  
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■主要な業務実績 

（１）予算の弾力的な執行による利便性の向上 

①研究費の新たな使用ルールの導入 

平成 28 年 10 月の業務移管に伴い、機構において、推進費の効率的、効果的な研究費の使

用が可能となるよう、研究機関において複数年度にわたる執行計画の策定や契約を可能とす

る複数年度契約方式の採用、研究機関の請求に基づく概算払の実施、研究及び技術開発等の

進捗状況に応じた研究費の繰越し、複数年度にわたる調達等の契約等、予算の弾力的な執行

を行うための会計処理方法を導入するなど、研究者にとってより使いやすい制度に見直し、

今年度の研究課題から適用し実施した。 

また、これらの見直しに加え、研究費が年度当初から計画的に執行できるようにするため、

他の競争的資金に先駆けて、４月１日から研究費の執行を可能とするルールの見直しを実施

したほか、平成 29年度から新たに開始した、研究機関に出向いて行った中間実地検査の結

果等を踏まえ、研究者が更に「使い勝手のよさ」を実感する制度となるよう、研究費の費目

構成及び合算使用手続きを見直し、平成 30年度の執行に向け運用の改善を図った。 

表 14 業務移管に伴う研究費の新たな使用ルールの導入 

移管前 移管後 

1）契約期間 単年度 ２年度を上限とした複数年契約 

2）研究費の 

支払い 
確定払い（一部概算払い） ４分割払い（一括払いも可） 

3）直接経費の費

目間流用 

直接経費総額に対し 20%以上の流用をす

る場合は、変更契約締結。 

流用した費目ごとの流用額が直接経費

の総額の 50%を超えない場合は承認不

要。 

4）購入物品の取

扱い 

耐用年数１年以上かつ取得価格 50 万円

（税込）以上の物品の資産の帰属は委託

期間中においては研究機関とし、委託業

務終了後は返還を求めることがある。 

耐用年数１年以上かつ取得価格 50 万円

（税抜）以上の物品の資産の帰属は研究

機関。（研究機関が企業等の場合、資産

の帰属は機構） 

5）研究機器の合

算購入 
－ 

本研究に支障のない範囲で、要件に合致

する場合、他の研究費との合算による研

究機器の購入を認める。（企業等を除く）

6）研究費の 

繰越 
－ 

翌事業年度に研究が継続する課題にお

いて、未然に回避することの出来ないや

むを得ない状況等の場合に限り、研究費

の繰越が可能。 

7）研究費の執行

可能日 
契約締結日以降 

契約締結日にかかわらず、効力の発生日

（４月１日）以降 

表 15 競争的資金の使用に関する統一ルールの対応 

1）研究期間の確保 各報告書の提出が事業年度（研究期間終了）後 61日以内まで可能 

2）使用ルールの統一 消耗品・備品の購入、管理に関するルールの統一 

3）研究機器の有効活用 研究機器の共用利用・一時的に他の研究で使用することが可能 
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4）研究費の合算使用 旅費・消耗品について他の研究費と合算して使用することが可能 

5）報告書様式の統一 様式の簡素化・費目構成を「府省共通取扱区分」に統一 

（２）研究者への助言等の支援の強化 

  ①行政ニーズの周知徹底 

新規課題の研究開始にあたっては、原則、全ての課題に対して、研究者、担当ＰＯ、行政推薦

課題については環境省担当課室によるキックオフ会合を開催した。キックオフ会合では、ＰＯが研

究の進め方等について確認するとともに、行政推薦課題については、環境省担当課室が研究者

に政策の検討状況の情報提供や行政ニーズを共有するなど、行政のニーズを周知徹底し、成果

の最大化が図れるよう努めた。 

②評価結果を踏まえた研究者への助言等の支援 

平成 29 年度実施課題のうち、中間年度にあたる課題の中間評価において、評価結果の

指導対象課題を、これまでの５段階評価（Ｓ～Ｄ）の下位２番目（Ｃ）以下から下位３番

目（Ｂ）以下に変更し、Ｂ評価を受けた課題については、推進委員会の指摘を踏まえ、Ｐ

Ｏの助言、指導の下、研究代表者に成果・評価を上げるための今後の具体的な対応方針の

作成を求め、評価結果が今後の研究に反映されるようにした。 

③アドバイザリーボード会合への機構職員の参加 

 平成 29年度実施課題において開催された全ての課題のアドバイザリーボード会合に、Ｐ

Ｏ及び機構職員が出席し、研究の進捗状況や評価結果の反映状況を確認するとともに、推進

費で実施している同様の研究の情報提供、研究費の執行のアドバイス、今後のスケジュール

の周知など、研究を計画的、効率的に推進できるよう、研究者への助言、アドバイスを行っ

た。 

④研究情報管理基盤システムの構築 

研究者と機構・ＰＯの間での各種報告書、研究計画書、契約書等の送受信や迅速な連絡・

調整を行うための情報共有機能と、収集した情報を一元的に管理・集計・検索するためのデ

ータベース機能を連携させた研究情報管理基盤システムについて、平成 30年５月の一部稼

動を目指して、検討・構築作業を行った。 

（３）研究費の適正な執行等 

  ①研究公正に関する取組み 

近年、問題化している研究費の不適正な執行及び研究不正の防止を図るため、平成 29 年

度新規課題の研究者等に対して実施した新規課題実施説明会において、機構職員から委託研

究契約（補助事業）事務処理説明書に基づき、研究費の使用ルール等について説明するとと

もに、研究公正の専門家による講演を実施した。 
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表 16 新規課題実施説明会（研究公正に関する講演）開催実績 

開催日 開催場所 参加者 講師 

平成 29 年 

４月４日 
機構 

東京事務所 

38 名 

伏木 信次氏 

（公立南丹病院 総長、 

京都府立医科大学 研究開発・質管理向上

統合センター 特任教授） 

平成 29 年 

４月５日 
35 名 

中村 征樹氏 

（大阪大学 全学教育推進機構 准教授） 

平成 30 年度新規課題の公募では、府省共通研究開発管理システム（ｅ-Ｒａｄ）を活用し、

研究の重複や過度な集中がないか確認を行うとともに、新規課題の研究者には研究公正教育

の履修義務を公募要領に定めた。  

また、公的な研究資金配分業務を行う機関として、機構の担当職員が研究公正についての

正しい知識を習得するため、環境研究総合推進部の全職員が（一財）公正研究推進協会が運

営する研究公正の eラーニングシステム「CITI JAPAN e ラーニング」を履修した。  

  ②研究委託契約締結、補助金交付決定の早期完了 

   平成29年度に採択された委託研究の新規課題53課題及び補助事業27課題）については、

４月上旬に研究費の新たな使用ルールに関する会計説明会を実施し、５月 31 日までにすべ

ての研究委託契約の締結及び補助金交付決定の通知を完了するなど、業務移管前より大幅に

早期化し、研究が円滑に開始できるようにした。 

また、平成 28年度以前から継続する委託研究 65課題の契約については、研究に切れ目が

生じないよう、平成 28年度中から計画的に準備を進め、４月３日までにすべての契約を締

結した。これら契約行為等の早期完了により、課題によっては第１四半期（５月）からの概

算払（金額によっては一括払）が可能となり、立替払等による研究実施機関の負担軽減に貢

献した。 

③中間実地検査の実施 

機構への業務移管を機に初めての取組として、実地検査を行うための内部規程（達）の整

備、実施手順書の作成等を行い、平成 29 年度で終了する研究課題や公的研究費の執行経験

が少ない機関が実施する研究課題を中心に計 50課題について、９月末から 12 月中旬までに

延べ 34 日間、112 名をかけて中間実地検査を実施した。これにより、ア．研究計画に即し

た実施体制及び研究の実施状況、イ．研究費の使用・管理に関する内部規程及び会計手続、

ウ．環境省ガイドラインに即した体制整備状況、エ．収支簿や帳票類の証拠書類の照合と精

査、オ．取得資産の管理状況等について、確認を行った。その結果、検査した範囲において

は概ね適切であったことを確認した。 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．組織運営 

■中期目標 

（１）業務実施体制の見直しの検討 

業務をより効率的及び合理的に実施する観点から、業務の進捗状況に応じた実施体制の見直

しを適宜行う。特に債権管理回収業務については、債権の回収状況等を踏まえ、本中期目標期

間中に、業務の実施体制の見直しと組織の縮減の検討を行い、その結論を得ること。 

また、管理部門のスリム化に向け、給与計算、資金出納、旅費計算等の管理業務について、

集約化やアウトソーシングの活用などを検討すること。 

（２）内部統制の推進 

① 内部統制に係る体制の整備 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備について（平成 26 年 11 月 28 

日総管査第 322 号。総務省行政管理局長通知）」に基づき、業務方法書に記載した事項の運

用を確実に行うとともに、「内部統制基本方針」及び関連規程に基づき、業務の効率化との

両立に配慮しつつ、内部統制推進委員会の設置、毎年度の内部統制を推進するための計画の

策定、モニタリング体制の整備など、内部統制システムの整備・運用を推進する。また、全

職員を対象に内部統制に関する研修を実施するなど、職員の意識向上を積極的に進める。内

部統制の推進に係る取組は、第三者を含めた委員会等において確認し、あわせて監事による

内部統制についての評価を実施する。 

② コンプライアンスの推進 

役職員の法令遵守、管理職員の権限を明確にするなど、業務の適正な執行等の徹底を図る

ため、各部門の業務が法令に沿って行われていることの不断の点検を行い、コンプライアン

スを実践するための手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を随時見直し、職員に

対する研修を計画的に実施するとともに、内部監査結果等について、業務運営へ的確に反映

させるなど、コンプライアンスの徹底を図る。 

③ リスク管理のための体制整備 

業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、適切な対応を図

るための体制等を整備する。 

また、緊急時における業務実施体制を整備する。 

④ 情報セキュリティ対策等の推進 

情報セキュリティ対策については、「サイバーセキュリティ戦略（平成 27 年９月４日閣

議決定）」等の政府の方針を踏まえ、情報セキュリティポリシー規程等に従い、適切な情報

セキュリティレベルを確保する。また、情報の公開及び個人情報の保護については、独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）及び独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）に基づき、適切に

対応するとともに、職員への周知徹底を図る。 

■中期計画 

環境政策の実施機関として機構が担う業務を着実に実施するとともに環境問題の動向に迅速
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かつ適切に対応し得る組織を構築するため、効率的な業務実施体制及び適正な人員配置の見直し

の検討を適宜行う。 

（１）業務実施体制の見直しの検討 

第三期中期目標期間中に、承継業務の債権残高の変動、縮小等を考慮し、業務の実施体制の

見直しの検討を行い、結論を得る。 

また、管理業務について、一層の事務処理の効率化を図るため、集約化やアウトソーシング

等の活用を検討する。 

（２）内部統制の推進 

① 内部統制に係る体制の整備 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備について（平成 26 年 11 月 28 

日総管査第 322 号。総務省行政管理局長通知）」に基づき、業務方法書に記載した事項の運

用を確実に行うとともに、「内部統制基本方針」及び関連規程に基づき、業務の効率化との

両立に配慮しつつ、内部統制推進委員会の設置、毎年度の内部統制を推進するための計画の

策定、モニタリング体制の整備など、内部統制システムの整備・運用を推進する。また、全

職員を対象に内部統制に関する研修を実施するなど、職員の意識向上を積極的に進める。内

部統制の推進に係る取組は、第三者を含めた委員会等において確認し、あわせて監事による

内部統制についての評価を実施する。 

②  コンプライアンスの推進 

役職員の法令遵守、管理職員の権限を明確にするなど、業務の適正な執行等の徹底を図る

ため、各部門の業務が法令に沿って行われていることの不断の点検を行い、コンプライアン

スを実践するための手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を随時見直し、職員に

対する研修を計画的に実施するとともに、内部監査結果等について、業務運営へ的確に反映

させるなど、コンプライアンスの徹底を図る。 

③ リスク管理のための体制整備 

業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、適切な対応を図

るための体制等を整備する。 

また、緊急時における業務継続実施体制を整備する。 

④ 情報セキュリティ対策等の推進 

情報セキュリティ対策については、「サイバーセキュリティ戦略（平成 27 年９月４日閣議

決定）」等の政府の方針を踏まえ、情報セキュリティポリシー規程等に従い、適切な情報セ

キュリティレベルを確保する。また、情報の公開及び個人情報の保護については、独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）及び独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 59 号）に基づき、適切に対応す

るとともに、職員への周知徹底を図る。 

■平成 29 年度計画 

環境政策の実施機関として機構が担う業務を着実に実施するとともに環境問題の動向に迅速

かつ適切に対応し得る組織を構築するため、内部統制システム整備計画を踏まえた効率的な組織

のあり方、人員配置等の業務運営体制等について、前年度の検討を踏まえ、具現化を図る。  
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また、政府が進める「働き方改革」の検討結果等を踏まえ、働き方改革に関連する勤務時間や労

務の適正管理、女性活躍推進などの進展を図る。 

（１）業務実施体制の見直しの検討 

業務をより効率的及び合理的に実施する観点を踏まえ、内部統制システム整備計画の遂行

とも連動して、引き続き、①中長期的な人材育成及び組織力強化の視点に立った研修体系及

び前年度から改定実施した人事評価制度の着実な運用・定着を図る。また、②情報システム

関連業務、契約関連業務など、機構全体の総括課業務の見直しを図るとともに、現状の係制

を廃止し、より組織の効率化を図るため、チーム制を導入するなど、組織・要員体制の見直

しを進める。 

また、第三期中期目標期間中の目標である債権管理回収業務の組織体制の見直しについ

て、円滑な業務実施体制を確保した上で、事業管理部の経理部への統合を進める。 

さらに、上記を進める前提として、管理業務については債権管理システムの改修をはじめ

システム化等を実現することにより、機構内各部で一定の業務量となっている管理業務の事

務の効率化を進める。 

（２）内部統制の推進 

① 内部統制に係る体制の整備 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備について」（平成 26 年 11 

月 28 日総管査第 322 号。総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に記載した事

項の運用を確実に行うとともに、「内部統制基本方針」及び関連規程に基づき、業務の効

率化との両立に配慮しつつ、内部統制推進委員会の審議を経た上での内部統制システム整

備計画（平成 29 年度）の策定、モニタリング体制の整備、理事長による職員との意見交

換等を通じて、内部統制の拡充・強化を推進する。 

また、全役職員を対象に内部統制に関する研修を実施するなど、役職員の意識向上を積

極的に進める。 

内部統制の運用状況等は、内部統制担当役員が職員との面談等を通じて確認するととも

に、内部統制の推進に係る取組は、外部有識者も含めた内部統制等監視委員会において確

認し、監事による内部統制の評価を受ける。 

② コンプライアンスの推進 

役職員が法令等を遵守し、業務の適正な執行等の徹底を図るため、各部門の業務が法令

に沿って行われていることの不断の点検を行い、コンプライアンスを実践するための手引

書である「コンプライアンス・マニュアル」を随時見直し、職員に対する研修を計画的に

実施するとともに、内部監査結果等について、業務運営へ的確に反映させるなど、コンプ

ライアンスの徹底を図る。 

③ リスク管理のための体制整備 

業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、適切な対応を

図るための体制等を整備するため、 前年度にリスク管理委員会において制定したリスク

管理に関する全体方針、リスクが顕在化した際に特に影響の大きいリスクごとの個別方針

等に基づき、リスク管理の徹底を図るとともに、日常的なモニタリング制度を導入、運用

を開始する。 
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また、緊急時における業務継続実施体制を整備するために策定している業務実施継続計

画をより実効性のあるものに随時見直し、基幹情報システム等の災害対策を推進するとと

もに、当該計画を用いた実践的な訓練を実施することで、緊急時に対する役職員の意識啓

発を図る。 

④ 情報セキュリティ対策等の推進 

情報セキュリティ対策については、「サイバーセキュリティ戦略（平成 27 年９月４日

閣議決定）」等の政府の方針を踏まえ、独立行政法人環境再生保全機構情報セキュリティ

ポリシー規程に基づいて策定した情報セキュリティ対策基準等に従い、サイバー攻撃等の

リスクに対応した施策の継続した実施とその有効性の確認を情報セキュリティ委員会に

おいて行うとともに、継続的な研修・実践的な訓練等を通じた役職員の意識の向上を図り、 

適切な情報セキュリティレベルを確保するための取組を推進する。 

また、情報の公開及び個人情報の保護については、独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）に基づき、適切に対応するとともに、職員へ

の周知徹底を図る。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

  － 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

年度計画に基づいて業務が適切に実施されているかどうか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評定をＢとした。 

●業務実施体制の見直しの検討については、債権管理回収業務の現況を踏まえて、同業務を所

掌する事業管理部の縮減を進め、経理部と統合し財務部として改組することで組織・要員体

制の見直しを行った。また、更なる業務運営の効率化を図る観点から、チーム制の導入、調

達・契約業務及び旅費関係業務の集約化、給与計算業務等のアウトソーシングを行った。 

● 内部統制の推進については、「平成 29 年度内部統制システム整備計画」を策定し、その進

捗状況を随時確認するとともに、内部統制等監視委員会において外部有識者による検証を受

けるなど、適正な運用を行った。また、内部統制研修を実施し、職員の意識向上にも継続的

に取り組んだ。 

- 165 -



さらに、経営（役員）と現場で働く職員とが直接意見交換等を行う機会を設け、内部統制

上の課題の把握及び解決に向けた取組を推進した。 

コンプライアンスの推進については、全職員を対象として、コンプライアンス・チェック

シートによる自己検証を実施するとともに、コンプライアンスの自己検証結果を踏まえた研

修を実施した。 

リスク管理についても、平成 28年 10 月に移管された環境研究総合推進業務に係る重要リ

スク９項目を新たに把握（機構全体で重要リスク 81 項目を把握）したほか、重要リスク等

を顕在化させないために業務実施プロセスについて事後的に点検を行う日常的モニタリン

グ制度を構築、導入した。 

また、非常時優先業務実施訓練やメディア対応トレーニングを実施し、障害等発生時の対

応方針を明確化した。 

● 情報セキュリティ対策については、政府の方針を踏まえ、「平成 29 年度情報セキュリティ

対策推進計画」を策定し、引き続き、サイバー攻撃対策の有効性検証、職員教育・訓練等の

各種取組を展開し、組織全体の情報セキュリティ高度化を図った。 

■課題と対応 

 平成 29年度までの取組状況等を踏まえて、引き続き、業務実施体制の見直し、内部統制の推

進等に取り組む。 

■主要な業務実績 

（１）業務実施体制の見直しの検討 

①組織・要員体制の見直し 

ア 債権管理回収業務に係る見直し 

債権管理回収業務を所掌する事業管理部を経理部に統合し、名称を新たに「財務部」

とした（11 月）。 

イ 環境研究総合推進業務に係る見直し 

環境研究総合推進室を２課体制とし、環境研究総合推進部として改組した（４月）。 

ウ チーム制の導入 

より効率的かつ機動的な業務運営を行うため、従来の係制を廃止し、平成 28 年度の

総務部及び経理部でのチーム制の試行結果、平成 29 年度の各階層の職員との意見交換

内容等を踏まえ、各部各課において準備・習熟期間としてのチーム制の運用を開始した

（７月）。 また、総務部において各部各課のチーム制の運用状況を確認し、課題等の

把握に努め、把握した課題等の対応方法について引き続き検討した。 

②業務の集約化及び効率化 

ア 各部門共通事務の集約化（総括課業務の見直し） 
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各部門に共通している業務（調達・契約、旅費関係、予算執行管理、情報システム管

理等）を管理部門である総務部及び財務部に集約し、一元化する検討を、次のとおり行

った。 

（ア）調達・契約業務の集約化 

調達・契約業務について、研究勘定、予防経理及び共通管理勘定に係る全ての入札

案件並びに基金勘定に係る少額案件に関する業務を財務部に集約した。 

引き続き、調達・契約関係事務の集約化については、試行及び課題抽出に努める。 

（イ）旅費関係業務の集約化 

旅費関係業務について、従来各部で実施していた出張チケット等の手配、精算業務

等を財務部に集約した。 

また、財務部への集約化に合わせて旅費業務に関するマニュアルを改訂するととも

に、職員への説明会を開催し、旅費支給ルールの更なる明確化を行った。 

（ウ）情報システム管理業務の集約化 

平成 27 年度から、各部各課が業務上使用する各種情報システムについて、総務部

企画課で概況を把握し、システム障害等の発生時には各部各課と企画課とが協力して

対処する体制としている。平成 29年度においても、このような体制のもと、各部の

サーバや業務システムの運用管理について企画課へのさらなる集約を進めた。 

また、石綿健康被害救済部の認定・給付システム及び財務部の債権管理システムに

ついて、企画課が管理する機構全体の仮想基盤サーバに移設した。さらに、これまで

各部において実施していたデータセンター運用管理等業務についても、企画課に集約

して一元管理することで効率化を図った（３月）。 

イ 管理業務のアウトソーシングによる効率化 

（ア）旅費関係業務のアウトソーシング 

旅費関係業務の財務部への集約に当たり、出張チケット等の手配について平成 28

年度からの試行等を踏まえて、旅行業者へのアウトソーシングを本格的に開始した

（７月）。 

（イ）給与計算事務のアウトソーシング 

給与計算事務について、総務部総務課と外部委託業者による試行・検証（６～10

月）を行った上で、本格的にアウトソーシングを開始した（11 月）。 

ウ 業務システムの改修等による効率化 

債権回収業務を担当する事業管理部を経理部に統合するに当たり、債権管理システム

について、経理システムと連動して運用できるように改修を行い、日常業務の効率化を

実現した（３月）。 

   エ オフィスレイアウトの変更 

     事業管理部と経理部との統合、各部門共通業務の集約化に併せて、オフィスレイアウ

トの変更を行った。なお、変更に当たっては、将来の業務実施体制の見直しにも柔軟に

対応できるレイアウトに留意した。 
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③研修体系及び人事評価制度の着実な運用・定着 

中長期的な人材育成及び組織力強化の視点から、次のとおり、研修体系及び人事評価制度

の定着等に向けた取組を行った。 

ア 研修については、平成 28年度に策定した３か年計画の２年目であることを踏まえ、

必要な見直しを行うとともに、引き続き各事業部門の業務遂行に必要な知識・技術の習

得、職員の能力開発・人材育成を図るため、研修計画に基づく各種研修を着実に実施し

た。 

イ 人事評価制度に関しては、平成 28年度から導入した新たな人事評価制度に基づく評

価結果を取りまとめ、職員への意見聴取から把握した課題への対応について検討を行っ

た。その中で平成 29 年度は、中間評価の一部簡略化による運用の合理化を図った。 

（本編 Ⅷ－２ 職員の人事に関する計画（２）及び（３）参照） 

（２）内部統制の推進 

①内部統制に係る体制の整備 

ア 内部統制システム整備計画の策定等 

（ア）平成 29年度内部統制システム整備計画の策定等 

各部の内部統制上の課題を整理し、これらに対応するため、内部統制推進委員会に

おける検討を経て、平成 29 年度内部統制システム整備計画を策定した（４月）。 

また、同整備計画の一環として、平成 28 年度に引き続き業務フローの作成を進め

るとともに、業務実施プロセス上把握した重要リスク（※）等を顕在化させないため

に事後的に点検を行う日常的モニタリング制度を当機構で自主的に構築し、運用を開

始した（４月）。なお、これにより平成 26 年度から開始した内部統制強化のための必

要な体制整備はほぼ終えたことから、今後は毎年度策定・実行する内部統制システム

整備計画等を着実に運用することで適切なＰＤＣＡサイクルを回していく。 

 ※業務遂行上、機構のミッション達成の大きな障害となり得る内外の要因について、

重要リスクとして識別、分析及び評価を行ったもの。 

（イ）内部統制推進委員会の開催 

内部統制推進委員会を四半期毎に開催し、平成 29年度内部統制システム整備計画

の進捗状況を定期的に確認することで内部統制の推進を図った（４月、７月、10月、

１月）。 

（資料編 P86_共通 1 内部統制の推進に関する組織体制（Ｈ27.9～）） 

（ウ）内部統制研修の実施 

当機構の業務に携わる役職員等一人一人の内部統制に関する意識向上を図ること

を目的として、「独立行政法人に求められる内部統制・ガバナンスの強化」及び「当

機構における内部統制の取組状況」をテーマとして内部統制研修を実施した（９月）。 

イ 経営と現場の意見交換等 

次のとおり、平成 28 年度に引き続き、経営（役員）と現場で働く職員とが直接意見

交換等を行う機会を設け、課題の把握及び解決に向けた取組を行った。 
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（ア）職員と理事長との意見交換会の実施 

チーム制の導入等、組織・要員体制の見直しを行うに当たり、経営側の考えや目指

す方向性等を職員全体と共有するとともに、職員の意見を把握するため、職員各層と

理事長を始めとする当機構役員とが直接意見交換を行う機会（説明会兼意見交換会）

を実施した（４月）。 

（イ）内部統制面談の実施 

チーム制の準備・習熟段階における各部各課でのチームマネジメントの現状、課題

等をテーマに内部統制担当理事と全チームリーダー計 39 名との個別面談（１人当た

り 45分程度）を実施した（10月～12 月）。 

ウ 第三者意見による改善等 

（ア）内部統制等監視委員会による検証 

内部統制等監視委員会を開催し、平成 28 年度における当機構の内部統制推進状況

について外部有識者による検証を受けた（４月）。 

（イ）監事による確認 

平成 28 年度の内部統制推進状況について、監事監査において確認を受けた（６月）。 

②コンプライアンスの推進 

ア コンプライアンスの実施状況の点検及びコンプライアンス・マニュアルの随時見直し 

全職員を対象として、コンプライアンス・チェックシートによる自己点検を行うこと

で、日常の業務運営が法令に沿って行われていることを確認した（９月）。 

  また、コンプライアンス・マニュアルについて、内部統制等監視委員会での指摘を踏

まえ、コンプライアンス違反に関する通報体制を明記する等の見直しを行った（５月）。 

イ コンプライアンス研修の実施等 

役職員を対象として、コンプライアンス研修を実施した（10 月）。 

研修内容としては、コンプライアンスの自己検証結果を踏まえて、比較的職員の理解

度が低かった項目を取り上げて改めて説明するとともに、平成 28 年度及び 29 年度にコ

ンプライアンス・マニュアルを改定した内容、コンプライアンス違反の他組織における

具体的な事例、困った時の対応方法等についての説明を行い、コンプライアンス意識の

向上を図った。 

③リスク管理のための体制整備 

ア 環境研究総合推進業務に係る重要リスクの把握 

  平成 28 年 10 月の環境研究総合推進業務の開始から１年が経過し、一定の業務が一巡

したことから、当該業務についても業務フローの作成等を通じて重要リスク９項目を新

たに把握した（３月）。 

これにより、平成 26 年度に把握した 72項目の重要リスクと合わせて、当機構全体の

重要リスクは 81 項目となった。 
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イ 日常的モニタリング制度の運用開始 

重要リスク等を顕在化させないために業務実施結果等について事後的に点検を行う

日常的モニタリング制度（12件）を新たに導入し、リスク管理の徹底を図った。 

ウ リスク管理委員会の開催 

  リスク管理委員会を半期毎に開催し、発生した事務事故等の対応について定期的に確

認することで、速やかな報告体制の確保や類似事案の発生防止に努めた（10月、３月）。 

エ 「ＥＲＣＡ業務実施継続計画（ＢＣＰ）」に基づく訓練の実施 

（ア）実践的な訓練の実施 

「ＥＲＣＡ業務継続計画（ＢＣＰ）」実施の前提となる災害時における速やかな役

職員の安否確認を目的として、外部委託業者のシステムを通じた職員安否確認訓練を

下表のとおり３回実施した。 

実施時期 実施上のポイント 

６月、10 月、

３月 

・平日の勤務時間内外に、訓練日を事前告知なしで実施 

・所定の報告時間（災害発生後１時間後、３時間後、訓練終了時刻の

17 時）において、役職員の安否及び出退勤（内勤、外勤、出張等）

の状況把握に重点をおき実施 

   （イ）「ＥＲＣＡ業務継続計画（ＢＣＰ）」等の見直し 

平成 28 年度に実施した非常時優先業務の実施訓練等を踏まえ、課題の整理と見直

し（「ＥＲＣＡ業務継続計画（ＢＣＰ）対応表」及び各業務手順書の見直し、非常用

電源装置の配置場所換え等）を実施した。 

また、改善内容を反映した非常時優先業務の実施訓練を行った（２月）。 

オ メディア対応トレーニングの実施 

危機事案が発生した場合等においても、メディアを通じて正確な情報発信を行うなど

国民に対する説明責任を適切に果たす観点から、危機管理広報の運用体制整備の一環と

して、危機事案発生時のメディア対応に関する講義及び実践的トレーニング（模擬記者

会見等）を実施した（３月）。 

④情報セキュリティ対策等の推進 

ア 情報セキュリティ対策推進計画に基づく取組等 

「平成 29年度環境再生保全機構情報セキュリティ対策推進計画」を策定（５月）し、

次のとおり各種取組を実施した。 

（ア）情報セキュリティ委員会の開催 

情報セキュリティ委員会を計３回（４月、10 月、３月）開催し、平成 29年度の情

報セキュリティ対策推進計画の内容、各種情報セキュリティ実施手順書の改定等につ

いて検討を行い、各情報セキュリティ案件の情報共有を実施した。 
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（イ）情報セキュリティ実施手順書の改定 

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群の見直しに準拠した「環境

再生保全機構情報セキュリティ対策基準」の改定等を踏まえて、各種情報セキュリテ

ィ実施手順書の見直しを次のとおり実施した。 

・当機構における情報取扱全般に関係する「情報取扱手順書」が見直しを最優先す

るものとして、先行して改定作業を行った（４～７月作業、８月適用）。 

・その後、「障害等対応手順書」、「機構内における PC 利用手順 利用者編」等の７

種の手順書について、統合及び改定作業を行った（８～10 月作業、11 月適用）。 

（ウ）サイバー攻撃への技術的対策 

平成 28 年度の情報セキュリティ監査における指摘事項（※うち、重要事項につい

ては平成 28 年度中に対応済）に対して、対応策を検討し、適宜必要な対策を実施し

た（４～３月）。 

（エ）重要サーバ等のデータセンター設置の推進 

新データセンターへのインターネット閲覧用ネットワークの構築及びインターネ

ット回線の移設・集約を完了した（９月）。 

また、新データセンターに業務環境ネットワーク及び新仮想基盤を構築し、稼働を

開始した（２月）。 

（オ）情報セキュリティ対策の自己点検 

情報セキュリティ実施手順書の遵守状況の確認等のため、全役職員（派遣職員等を

含む。）を対象とした自己点検を実施した（９月）。 

（カ）情報セキュリティ監査 

平成 28 年度の指摘事項に対して、適切に対応した（上記（ウ）参照）。また、監査

室による内部監査（12月）、サイバーセキュリティ基本法に基づき内閣サイバーセキ

ュリティセンターが実施するペネトレーションテストを受検した（12 月）。 

（キ）ウェブサイト及びネットワークの脆弱性対策の推進 

平成 28 年度の診断で検出された脆弱性（※対応が必要な残事項は低レベルのみ）

への対策を実施した（４～６月）。 

また、平成 29年度においても引き続き脆弱性診断を実施し（10月）、検出された

脆弱性（※検出事項は低レベルのみ）への対策を実施した（２月）。 

（ク）情報セキュリティに関する教育・訓練 

全役職員（派遣職員等を含む。）を対象とする情報セキュリティ研修を実施し、平

成29年度に改定した各種セキュリティ実施手順書の内容の浸透等を図った（10月）。

また、研修内容の理解度を把握し、より効果的な教育を実施するため、平成 29年度

から全役職員に対し、理解度テストを実施した（３月）。 

さらに、標的型攻撃等の不審メール受信時の対策を徹底するため、全役職員（派遣

職員等を含む。）を対象とした訓練を実施した（９月、３月）。 

イ 情報公開及び個人情報保護のための取組 

（ア）情報公開の適切な実施に係る取組 

外部からの情報公開請求に対して、必要な情報開示等を行うなど、適正に対応した。 
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また、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正（個人情

報の非識別加工等に関する改正）を踏まえて、当機構の規程（個人情報保護管理規程）

について所要の改正を行った（５月）。なお、同改正時点において、当機構は、独立

行政法人等非識別加工情報の提案募集等の対象となる個人情報ファイルを保有して

いない。 

さらに、情報公開等担当者が、情報公開・個人情報保護制度の運用に係る研修会（民

間業者主催）に参加し、必要な知識の習得を図った（９月）。 

（イ）外部委託業者による情報漏洩の防止等 

平成 28 年度に制定した「環境再生保全機構の保有個人情報等の取扱いに係る業務

の外部委託に関する達」等に基づき、当機構が保有する個人情報を取り扱う業務の委

託契約に当たり、委託先の個人情報保護管理体制等について総務部企画課が一元的に

確認すること等により、委託先の適正な管理・監督を図った。 

また、平成 27、28 年度に引き続き、個人情報を取り扱う業務委託契約について、

調査票による調査及び実地検査による個人情報保護に関する実態確認を行った（２～

３月）。 

（ウ）マイナンバー（個人番号）の適切な取扱いに係る取組 

平成 28 年度に引き続き、情報セキュリティ及び安全管理措置強化の観点から、機

構内部のマイナンバー収集関連ファイルへのアクセス権限を制限するとともに、総務

部総務課がマイナンバーの収集方法等について積極的に各課のフォローを行うこと

とし、円滑かつ適正な取扱いを実施した。 

（エ）各部の保有個人情報の管理及び利用状況に関する点検の実施 

保有個人情報の管理及び利用状況点検表により点検を行い、各部における保有個人

情報等の適正管理措置等について確認するとともに、各部保有の個人情報ファイル一

覧の更新作業を行い最新の管理状況を把握した（11 月）。 

⑤監査等 

ア．内部監査 

金融資産の毀損リスクへの対応に係る監査及び労働時間の適正管理に係る監査を実

施し、監査結果報告書を理事会で報告し、改善に向けて検討を要する事項等について周

知した（３月）。 

イ．保有個人情報の管理及び利用状況に関する監査 

個人情報等の取扱いに係る業務を外部委託する場合における管理及び運用状況につ

いて監査を実施した（３月）。 

ウ．情報セキュリティ監査 

平成28年度に調達した主要システム案件の運用状況及び平成29年度に調達する主要

システム案件の整備状況等の確認・評価を行うとともに、平成 28 年度に実施した情報

セキュリティ監査等における指摘事項等に係る対応状況について確認を行った（３月）。 
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（３）その他 

ア 役員懇談会の開催 

当機構の課題について理事の担当業務の縦割りを排して議論し、認識の方向性につい

て経営陣としてのベクトルを合わせていくため、月１～２回の頻度で役員懇談会を開催

した（４～３月に計 17回）。 

イ 働き方改革等に関する実施と検討 

（ア）長時間労働の是正に向けた取組 

平成 29 年３月に政府の「働き方改革実行計画」が閣議決定されたことを踏まえて、

当機構としての「平成 29年度時間外労働時間の適正管理計画」を策定し、従前から

取り組んできた長時間労働の是正についてさらに注力することとした（５月）。 

特に、年間 15日の年休取得の推進のため、年休取得が極端に少ない職員について

総務部総務課がヒアリング、アドバイス等を行う（７月、３月）など、メリハリのあ

る働き方及びワークライフバランスの実現を図った。 

（イ）ストレスチェックの実施 

平成 29 年度は受検率の向上及び情報セキュリティ確保のために紙媒体で実施する

ことを決定し、10月下旬に実施した。また、ストレスチェックの結果を踏まえて、

高ストレス者への対応、セルフケアの機会の提供を行ったほか、管理職への組織分析

結果のフィードバック等を実施した（３月）。 

（ウ）ダイバーシティの推進に向けた取組 

育児中の職員支援、障害者雇用の推進及び定着支援、介護とキャリアの両立支援に

関して、セミナーや勉強会への出席、先進事例の視察等により情報収集を行った。ま

た、新たに導入したＥラーニングによる自主研修については、産前産後休暇及び育児

休業取得中の職員も対象とし、育児休業取得中の職員の知識・スキル向上を支援した。 

  なお、障害者雇用及び女性登用の状況については、次のとおり。 

・ 障害者雇用については、引き続き法定雇用率（2.3％）を上回る 3.0％の雇用率を

達成した（平成 29年６月１日時点）。 

・ 女性登用については、平成 27年 12 月 25 日に閣議決定された「第４次男女共同参

画基本計画」等を踏まえて、下表のとおり法人としての目標を設定し、実現に向けて

取り組んだ。 

 平成 30 年３月末時点の状況 
第４次計画目標 

（平成 32年度末） 

役 員 役員６人中１人（16.7％）が女性 １人／６人 

管理職 
管理職（課長級以上）34 人中２人

（5.9％）が女性 
8.0％ 

   当機構では、女性職員の割合が全体で 32％、うち 20歳代から 30 歳代では 66％の

実態にある。平成 30 年度以降の課題として、女性活躍推進の積極的な展開が不可欠

と判断している。 
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ウ 組織的・戦略的な広報の推進 

広報委員会を開催し、当機構全体のＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

利用のためのソーシャルメディアポリシーを改定し一本化するとともに、内部手続の簡

素化、投稿内容のモニタリングの仕組み等についても併せて検討し、国民を始めとする

ステークホルダーへの情報発信の観点から、各事業部でのＳＮＳの利用を一層勧奨する

こととした。この議論の結果、予防事業部（Twitter）及び地球環境基金部（Instagram）

が各ＳＮＳの利用を開始した（９月）。 

また、同委員会では「広報関係担当者連絡会議」を毎月１回程度開催することを決定

し、部門横断的な広報及び担当者の連携の推進、各部の広報担当者の意識・知識の向上

等を目的として情報交換等を行うこととした。 

なお、広報関係担当者連絡会議は、平成 29年度中に計６回開催し、各部の広報活動

に関する情報共有のほか、各種広報媒体による情報発信と当機構ウェブサイトのページ

ビュー数の連動についての確認、戦略的かつ組織的に広報を行うために必要なＰＤＣＡ

サイクルのあり方に関する意見交換等を行った。 
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２．業務運営の効率化 

■中期目標 

（１）経費の効率化・削減等 

一般管理費及び業務経費について、業務運営の効率化を進め、以下の効率化・削減等を図る

こと。 

① 一般管理費  

一般管理費（人件費、新規に追加される業務及び拡充業務分等を除く。）について、第三

期中期目標期間の最終年度において同中期目標期間の初年度（平成 26 年度）比で 6.5％を

上回る削減を行うこと。 

ただし、新規に追加される業務については、平成 29 年度以降毎年度、前年度比 1.65％以

上の効率化を図るものとする。 

② 業務経費 

公害健康被害補償業務、地球環境基金業務、ＰＣＢ廃棄物処理基金による助成業務、維持

管理積立金の管理業務、環境研究総合推進業務、承継業務のうち補償給付費等の法令に基づ

く義務的な経費以外の運営費交付金を充当する業務経費（人件費、競争的資金及び特殊要因

に基づく経費を除く。）及び石綿健康被害救済関係経費に係る業務経費（人件費、石綿健康

被害救済給付金及び特殊要因に基づく経費を除く。）について、本中期目標期間の最終年度

において第三期中期目標期間の初年度（平成 26年度）比で４％を上回る削減を各勘定で行

うこと。 

 ③ 人件費等 

給与水準について、国民の理解を得られる適正な水準になるように必要な措置を講ずると

ともに、その検証結果や取組状況について公表するなど、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえた対応を適切に行うこと。 

（２）随意契約の見直し 

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組等により、随意契

約の適正化を推進するとともに、一者応札・一者応募の見直しを行い、一層の競争性の確保等

に努めること。 

① 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構

が作成した「調達等合理化計画」等に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況

を公表すること。 

② 特に企画競争や公募を行う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施す

ること。 

また、監事による監査における、入札・契約の適正な実施についての確認等に加え、「独

立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、法人に設置される契約監視委員

会において、その点検見直しを行うものとする。 

■中期計画 

（１）経費の効率化・削減等 

一般管理費及び業務経費について、業務運営の効率化を進め、以下の効率化・削減等を図る。
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① 一般管理費 

一般管理費（人件費、新規に追加される業務及び拡充業務分等を除く。）について、第三

期中期目標期間の最終年度において同中期目標期間の初年度（平成 26 年度）比で 6.5％を

上回る削減を行う。 

ただし、新規に追加される業務については、平成 29 年度以降毎年度、前年度比 1.65％以

上の効率化を図るものとする。 

② 業務経費 

公害健康被害補償業務、地球環境基金業務、ＰＣＢ廃棄物処理基金による助成業務、維持

管理積立金の管理業務、環境研究総合推進業務、承継業務のうち補償給付費等の法令に基づ

く義務的な経費以外の運営費交付金を充当する業務経費（人件費、競争的資金及び特殊要因

に基づく経費を除く。）及び石綿健康被害救済関係経費に係る業務経費（人件費、石綿健康

被害救済給付金及び特殊要因に基づく経費を除く。）について、第三期中期目標期間の最終

年度において同中期目標期間の初年度（平成 26 年度）比で４％を上回る削減を各勘定で行

う。 

③ 人件費等 

給与水準について、国民の理解を得られる適正な水準になるように必要な措置を講ずると

ともに、その検証結果や取組状況について公表するなど、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえた対応を適切に行う。 

（２）随意契約等の見直し 

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、随意契約の適正化を推進する

とともに、一者応札・一者応募の見直しを行い、一層の競争性の確保等に引き続き努めること

とし、以下の取組を推進する。 

① 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構

が毎年度作成する「調達等合理化計画」等に基づく取組を着実に実施するとともに、その取

組状況を公表する。 

② 特に企画競争等を行う場合には、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

（平成 15年法律第 130 号）第 21 条の３の趣旨を踏まえつつ、競争性、透明性が十分確保さ

れる方法により実施する。 

また、機構内の審査機関である、契約手続審査委員会により契約手続の事前審査を強化

し、契約に係る競争性・透明性等を確保するほか、監事による監査において、入札・契約

の適正な実施についてチェックを受けること、契約監視委員会において、各年度の随意契

約、一者応札・応募の見直し状況等についてチェックを受けることなどにより、競争性・

透明性等の確保に努める。 

■平成 29 年度計画 

（１）経費の効率化・削減等 

平成 27 年度から取組を強化した内部統制システムの整備に向けた計画の成果等を踏ま

え、予算執行、経費の運営プロセスの遵守を徹底し、機構のミッションを効率的かつ効果的
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に達成しつつ、一般管理費及び業務経費について、業務運営の効率化を進め、以下の効率化・

削減等を図る。 

① 一般管理費 

一般管理費（人件費、新規に追加される業務及び拡充業務分等を除く。）について、中

期計画の削減目標（6.5％）を達成すべく所要の削減を見込んだ平成 29年度予算を作成し、

効率的執行に努める。 

② 業務経費 

公害健康被害補償業務、地球環境基金業務、ＰＣＢ廃棄物処理基金による助成業務、維

持管理積立金の管理業務、環境研究総合推進業務、承継業務のうち補償給付費等の法令に

基づく義務的な経費以外の運営費交付金を充当する業務経費（人件費、競争的資金及び特

殊要因に基づく経費を除く。）及び石綿健康被害救済関係経費に係る業務経費（人件費、

石綿健康被害救済給付金及び特殊要因に基づく経費を除く。）について、中期計画の削減

目標（４％）を達成すべく所要の削減を見込んだ平成 29 年度予算を作成し、効率的執行

に努める。 

③ 人件費等 

機構の給与水準について、引き続き検証を行い、給与水準の適正化に取り組むとともに、

その検証結果や取組状況を公表する。 

（２）随意契約等の見直し 

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、契約手続審査委員会の審査

により、入札及び契約手続における透明性の確保、公正な競争の確保等の更なる徹底を図る。

また、以下の取組により、随意契約の適正化を推進する。 

① 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から作成

する「調達等合理化計画」等に基づき、随意契約によることが真にやむを得ないものを除

き、原則として競争（企画競争・公募を含む。）に付する。 

また、契約手続審査委員会等による事前の審査及び契約監視委員会による事後の点検等

を受けることにより、随意契約、一者応札等の改善に取り組み、競争性の確保に努める。

なお、内部統制システム整備計画の遂行とも連動して入札及び契約手続における透明性

の確保等の更なる徹底を図るために、入札及び契約手続に係る組織等のあり方について検

討を進める。 

② 特に企画競争等を行う場合には、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

（平成 15 年法律第 130 号）第 21 条の３の趣旨を、環境研究総合推進費の委託研究につ

いては「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成 17 年 9 月 9 日競争的資金に関する

関係府省連絡会申し合わせ）」の趣旨を踏まえつつ、競争性、透明性が十分確保される方

法により実施する。 

 また、契約手続審査委員会により契約手続の事前審査を強化し、契約に係る競争性・透

明性等を確保するほか、監事による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェ

ックを受けること、契約監視委員会において、各年度の随意契約、一者応札・応募の見直

し状況等についてチェックを受けることなどにより、競争性・透明性等の確保に努める。
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■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

  － 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

（１）一般管理費及び業務経費の効率化・削減 

 (単位：千円、％) 

区

分 

平成26年度

（中期計画）

Ａ 

区分 

平成 28年度 

（年度計画） 

平成 29年度 

（年度計画） 前年度 

増減 

Ｃ－Ｂ  Ｂ 
中期計画比

（Ｂ/Ａ） 
Ｃ 

中期計画比

（Ｃ/Ａ） 

共

通 
420,955

計画予算 407,219 ▲3.3 393,495 ▲6.5 ▲13,724

実績 
（95.5）

389,067 ▲7.6 

（98.7）

388,250 ▲7.8

（▲0.2） 

▲818 

（注）B・C欄の上段（ ）書きは計画予算に対する執行率である。 
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（単位：千円、％） 

区

分 

平成26年度

（中期計画）

Ａ 

区分 

平成 28年度 

（年度計画） 

平成 29年度 

（年度計画） 
前年度 

増減 

Ｃ－Ｂ  Ｂ 
中期計画比 

（Ｂ/Ａ） 
Ｃ 

中期計画比 

（Ｃ/Ａ） 

公

健 

勘

定 

315,853

計画予算 280,511 ▲11.2 302,325 ▲4.3 21,814

実績 
（94.6）

265,234 ▲16.0

（93.3）

282,076 ▲10.7

（6.3） 

16,842 

石

綿 

勘

定 

249,778

 計画予算 244,710 ▲2.0 239,725 ▲4.0 ▲4,985

 実績 
（94.3）

230,800 ▲7.6

（93.7）

224,690 ▲10.0

（▲2.6）

▲6,110 

基

金 

勘

定 

820,901

 計画予算 777,740 ▲5.3 796,041 ▲3.0 18,301

 実績 
 （96.0）

746,773 ▲9.0

 （94.0）

747,013 ▲9.0

（0.0）

   240

承

継 

勘

定 

132,178

 計画予算 160,917 21.7 128,175 ▲3.0  ▲32,742

 実績 
（80.3）

129,205 ▲2.2

（100.0）

  128,175 ▲3.0

（▲0.8）

▲1,030

合

計 
1,518,710

 計画予算 1,463,878 ▲3.6 1,466,266 ▲3.5 145,234

実績 
(93.7)

1,372,012 ▲9.7

  (94.2)

1,381,953 ▲9.0

（0.7）

9,941

（注）平成 29 年度は、過去の運営費交付金債務を充当した業務を除く。運営費交付金債務を含めた場合は、 

平成 29 年度実績額の合計 1,524,799 千円、＋0.4％

区

分 

平成26年度

（中期計画）

Ａ 

区分 

平成 28年度 

（年度計画） 

平成 29年度 

（年度計画） 
前年度 

増減 

Ｃ－Ｂ  Ｂ 
中期計画比 

（Ｂ/Ａ） 
Ｃ 

中期計画比 

（Ｃ/Ａ） 

研

究

勘 

定 

－

計画予算 121,147 － 272,908 － 151,761

実績 
 （91.9）

111,356 －

 （73.5）

200,606 －

（80.1）

89,250

（注）B・C欄の上段（ ）書きは計画予算に対する執行率である。 

（資料編 P87_共通 2 予算・決算の概要、経費削減及び効率化目標との関係） 
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（２）人件費等 

＜ラスパイレス指数推移（平成 22～29 年度）＞ 

項目 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

ラスパイレス指数 

（対国家公務員指数） 
112.8 108.5 108.3 106.4 108.0 110.7 105.3 107.6 

（見込み）
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（３）随意契約等の見直し 

① 調達等合理化計画の実施状況 

                                  （単位：件、百万円）

平成 28年度 平成 29年度 比較増▲減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（84.8%） （70.6%） （91.8%） （96.7%）

624

[▲19.6％] [▲18.3％]

56 763 45 ▲ 11 ▲ 139

企画競争・公募 
（7.6%） （13.0%） （2.0%） （2.1%） [▲80.0％] [▲90.2％]

5 141 1 14 ▲ 4 ▲ 127

競争性のある （92.4%） （83.5%） （93.9%） （98.8%） [▲24.6％] [▲29.5％]

契約（小計） 61 903 46 637 ▲ 15 ▲ 266

競争性のない随

意契約 

（7.6%） （16.5%） （6.1%） （1.2%） [▲40.0%] [▲95.7%]

5 178 3 8 ▲ 2 ▲ 170

合 計 
（100%） （100%） （100%） （100%） [▲25.8％] [▲40.4％]

66 1,081 49 645 ▲ 17 ▲ 436

（注）各年度の上段（ ）書きは、各項目の合計に対する構成比、比較増▲減欄の〔 〕書きは増▲減率 

である。 

② 一者応札・応募の状況 

                          （単位：件、百万円）

  平成 28年度 平成 29年度 比較増▲減 

２者以上 

件数 57（93.4％） 45（97.8％） ▲12〔▲21.1％〕

金額 673（74.5％） 633（99.3％） ▲40〔▲6.0％〕

１者 

件数 4（6.6％） 1（2.2％） ▲3〔▲75.0％〕

金額 231（25.6％） 5（0.7％） ▲226〔▲98.0％〕

合 計 

件数 61（100％） 46（100％） ▲15〔▲24.6％〕

金額 903（100％） 637（100％） ▲266〔▲29.5％〕

（注）各年度の（ ）書きは、各項目の合計に対する構成比、比較増▲減欄の〔 〕書きは増

▲減率である。

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

・経費の効率化・削減等 
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① 一般管理費について目標に掲げた経費の削減が行われているか。 

② 業務経費について目標に掲げた経費の削減が行われているか。 

③ 給与水準の検証を適切に行い、その検証結果や取組状況について公表が行われているか。 

・随意契約等の見直し 

入札及び契約手続における透明性の確保、公正な競争の確保等を図るための審査体制等

は確保され、着実に実施されているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

Ｂ 

＜根拠＞ 

  以下により、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、上記のとおり、自己評

価を「Ｂ」とした。 

（１）一般管理費及び業務経費の効率化・削減 

① 一般管理費 

ア．一般管理費（新規に追加される業務及び拡充業務分等を除く。）については、中期計画

の削減目標を達成すべく所要の額を見込んだ平成 29 度予算を作成し、各種経費の縮減等

を図るなどの効率的な執行に努め、平成 29 年度実績額は第三期中期目標の初年度（平成

26 年度）比で▲7.8％の水準を達成した。 

イ．年度途中の予算の執行状況の把握及び適切な執行管理を行っていく観点から、平成 29

年度予算執行計画の執行状況等について四半期毎に理事会へ報告を行った。 

② 業務経費 

ア．業務経費については、地球環境基金業務、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助

成業務及び維持管理積立金の管理業務のうち、運営費交付金を充当する業務経費（人件費

及び特殊要因に基づく経費を除く。）及び石綿健康被害救済関係経費に係る業務経費（人

件費、石綿健康被害救済給付金及び特殊要因に基づく経費を除く。）について中期計画の

削減目標を達成すべく所要の額を見込んだ平成 29 年度予算を作成し、各業務の効率化に

努めた結果、目標を上回る削減を達成した。 

また、公害健康被害補償業務のうち、補償給付費等の法令に基づく義務的な経費以外の

運営費交付金を充当する経費（人件費除く。）については、所要の額に汚染負荷量賦課金

徴収・審査システムの構築の財源として、運営費交付金の繰越額を充当した平成 29 年度

予算を作成し、業務経費について業務の効率化に努めた。 

承継業務についても、所要の額に債権管理システムの再構築等の財源として、運営費交

付金の繰越額を充当した平成 29 年度予算を作成し、業務の効率化に努めた。 

この結果、業務経費の平成 29 年度実績額は、第三期中期目標の初年度（平成 26 年度）

比で＋0.4％の水準となった。 

なお、公害健康被害補償業務及び承継業務の平成 29 年度実績額から、運営費交付金の

繰越額の充当額を差し引いた実績額で比較すると、第三期中期目標の初年度（平成 26 年
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度）比で▲9.0％の水準を達成している。 

イ．業務経費についても、効率的な予算執行、年度途中の予算の執行状況の把握及び適切な

執行管理を行っていく観点から、平成 29 年度予算執行計画の執行状況等について四半期

毎に理事会へ報告を行った。 

③ 人件費 

平成 28 年度ラスパイレス指数は、近年の指数漸増傾向を踏まえ、一部職員の俸給額抑制

措置等を講じたことにより、前年度を 5.4 ポイント下回る水準へとなっている。 

（２）随意契約等の見直し 

① 契約に係る競争の推進 

平成 29 年度に締結した契約において、契約の目的物件等が特定の者からでなければ調達

することができないもの３件を除いては、競争性のある契約（企画競争・公募を含む）に付

した。また、一者応札・応募の発生は１件であった。 

契約手続審査委員会による事前の審査については、競争性を確保するため、調達数量、業

務範囲、スケジュール、必要な資格設定、業務の実績要件及び地域要件の妥当性について重

点を置いた審査を実施した。 

② 調達に関するガバナンスの徹底 

ア．随意契約に関する内部統制の確立 

平成 29 年度の競争性のない随意契約３件については、契約手続審査委員会において、

会計規程に定める「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある

調達手続きの実施の可否の観点で審査を実施するとともに、契約監視委員会委員への事前

説明を経て調達を行った。 

イ．契約に係る審査体制の活用 

（ア）機構内における審査体制 

契約手続審査委員会により、49 案件の審査を行った。また、予定価格の積算に関す

るマニュアルの制定を行った。 

（イ）契約監視委員会による審査 

 平成 29 年度の競争性のない随意契約３件については、その都度各委員へ発生理由等

を説明し、了承を得た。また、平成 29 年度の契約の状況、調達等合理化計画の遂行状

況について平成 30年４月に委員会を開催し、点検を受けた。 

ウ．不祥事の発生の未然防止等のための取組 

契約事務研修を通じて、適切な事務手順及び不正予防等コンプライアンスの維持に努めるよ

う調達担当職員を指導した。

（３）効率的な業務運営に向けた改善への取組 
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平成 29 年７月から職員の出張について、財務部に出張手配を行うチームを設置するとと

もに旅費マニュアルを改定し、出張手配の一元的な処理を開始した。これにより、機構全体

の出張手配のルール統一化と手続きの効率化を図った。 

■課題と対応 

（１）経費の効率化・削減 

一般管理費及び業務経費ともに、今後も適切な予算執行に努め、予算の執行状況について

四半期毎に理事会に報告する。人件費等については引き続き、人事院勧告や社会一般の情勢

等を考慮しながら、給与水準の適正化に取り組む。 

（２）随意契約等の見直し 

今後も引き続き、契約に係るルール等を遵守するとともに、契約手続審査委員会及び契

約監視委員会を適切に開催、調達等合理化計画の下で適切なＰＤＣＡサイクルを廻し、契約

に係る競争性、透明性、公平性の確保、一者応札・応募の改善の推進を図る。 

■主要な業務実績 

（１）経費の効率化・削減等 

① 一般管理費の効率化・削減 

一般管理費（平成 29 年度計画予算額→平成 29 年度実績額）：▲5百万円 

（393 百万円→388 百万円） 

ア．一般管理費（人件費、新規に追加される業務及び拡充業務分等を除く。）については、

中期計画の削減目標（▲6.5％）を達成すべく所要の額を見込んだ平成 29 年度予算（393

百万円）を作成し、その予算の範囲内で、各種経費の縮減等を図るなど、効率的な執行に

努めた結果、平成 29 年度実績額（388 百万円）は第三期中期目標の初年度（平成 26 年度）

比で▲7.8％の水準を達成した。 

イ．年度途中の予算の執行状況の把握及び適切な執行管理を行っていく観点から、平成 29

年度予算執行計画の執行状況等について四半期毎に理事会へ報告を行った。 

② 業務経費の効率化・削減 

業務経費（平成 29年度計画予算額→平成 29年度実績額）：▲84 百万円 

（1,466 百万円→1,382 百万円） 

※過去の運営費交付金債務を充当した業務を除く 

ア．地球環境基金業務、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成業務及び維持管理積

立金の管理業務のうち、運営費交付金を充当する業務経費（人件費及び特殊要因に基づく

経費を除く。）及び石綿健康被害救済関係経費に係る業務経費（人件費、石綿健康被害救

済給付金及び特殊要因に基づく経費を除く。）について、中期計画の削減目標（▲4％）を

達成すべく所要の額を見込んだ平成 29 年度予算を作成し、その予算の範囲内で、業務経

費の縮減や管理経費の節減を図るなど、業務の効率化に努めた。 

また、公害健康被害補償業務のうち、補償給付費等の法令に基づく義務的な経費以外の
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運営費交付金を充当する経費（人件費を除く。）については、所要の額に汚染負荷量賦課

金の徴収・審査に必要なシステムの構築（48 百万円）の財源として運営費交付金の繰越

額を充当した平成 29 年度予算を作成し、その予算の範囲内で、業務経費の縮減や管理経

費の節減を図るなど、業務の効率化に努めた。 

承継業務のうち、運営費交付金を充当する経費（人件費を除く。）については、所要の

額に債権管理システムの再構築等（95 百万円）の財源として運営費交付金の繰越額を充

当した平成 29 年度予算を作成し、その予算の範囲内で、業務経費の縮減や管理経費の節

減を図るなど、業務の効率化に努めた。 

この結果、業務経費の平成 29 年度実績額は、第三期中期目標の初年度（平成 26 年度）

比で＋0.4％の水準となった。 

なお、公害健康被害補償業務及び承継業務の平成 29 年度実績額から、運営費交付金の

繰越額の充当額を差し引いた実績額で比較すると、第三期中期目標の初年度（平成 26 年

度）比で▲9.0％の水準を達成している。 

イ．環境研究総合推進業務については、28 年 10 月から新たに追加された業務であり、経費

が平年度化する 29年度予算比で 30年度から効率化を行っていく。 

ウ．業務経費についても、効率的な予算執行、年度途中の予算の執行状況の把握及び適切な

執行管理を行っていく観点から、平成 29 年度予算執行計画の執行状況等について四半期

毎に理事会へ報告を行った。 

③ 人件費等 

平成 28 年度の検証結果や取組状況、国家公務員の給与水準と比較したラスパイレス指数

に関する資料をホームページ上で公表した。（平成 29年６月） 

なお、平成28年度のラスパイレス指数は、対国家公務員指数105.3（地域・学歴勘案103.4）

と、近年の指数逓増傾向を踏まえ、一部職員の俸給抑制措置等を講じたことにより、前年度

から 5.4 ポイント（地域・学歴勘案で 5.2 ポイント）低い水準へと低減させることができた。 

引き続き、給与水準の適正化に向けた措置を講じることとしている。 

（２）随意契約等の見直し  

① 契約に係る競争の推進 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務

大臣決定）に基づき、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明

性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、平成 29 年度調達等

合理化計画を策定した。同調達等合理化計画においては、当機構における調達の現状と要因

を分析した上で、重点的に取り組む分野を定め、調達等の合理化を推進した。 

ア．契約に係る競争の推進 

平成 29 年度は契約件数 49 件、契約金額 645 百万円の契約を行ったが、契約の目的物件

等が特定の者からでなければ調達することができないと認められた３件、８百万円の契約
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を除いては、競争性のある契約（企画競争・公募を含む。）として調達を実施した。 

イ．一者応札・応募に関する改善 

一般競争入札の実施にあたり一者応札・応募の発生を抑制するため、下記取組を実施し

た。 

（ア）公告から入札までの期間について 10営業日以上を確保した。 

（イ）調達情報に係るメールマガジン等の活用等により、発注情報の更なる周知を図った。

（メールマガジン登録者数：平成 28 年度末 180 者→平成 29 年度末 251 者） 

（ウ）契約手続審査委員会による事前の審査については、競争性を確保するため、調達数量、

業務範囲、スケジュール、必要な資格設定、業務の実績要件及び地域要件の妥当性につ

いて重点を置いた審査を実施した。 

ウ．類似業務に係る調達の集約化 

    職員の出張旅費について、これまで旅費規程に基づいて計算された額を職員に支給する    

方法により行っていたものを今年度７月から原則として旅行代理店が提供するパック商

品等により調達することに変更した。 

② 調達に関するガバナンスの徹底 

ア．随意契約に関する内部統制の確立 

（ア）該当事案に係る審査の厳格化 

平成 29 年度の競争性のない随意契約３件については、当機構内部に設置した契約手

続審査委員会において、会計規程に定める「随意契約によることができる事由」との整

合性や、より競争性のある調達手続きの実施の可否の観点で審査を実施するとともに、

契約監視委員会委員への事前説明を経て調達を行った。 

（イ）調達事務の財務部への集約 

機構各部課で実施されていた調達事務について、財務部へ集約することを目指し、総

務部、監査室、予防事業部及び環境研究総合推進部（研究費配分業務を除く。）の案件

を試行的に財務部で実施した。 

  イ．契約に係る審査体制の活用 

（ア）機構内における審査体制 

ａ．契約手続審査委員会による審査 

契約手続審査委員会（同分科会を含む。以下同じ。）において、調達案件の事前審

査を実施し、調達等に係る公正性を確保するとともに、契約手続きの厳格な運営を図

っている。契約手続審査委員会は、少額随契以外の支出の原因となる全ての契約につ

いて審査することとしており、本委員会 24 回、分科会 27 回を開催し、計 49 案件の

審査及び契約事務マニュアル等の追加・改訂を実施した。 

【制定、改正等事項】 

・予定価格の積算に関するマニュアルの制定 
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３．業務における環境配慮 

■中期目標 

業務における環境配慮に徹底し、環境負荷の低減を図るため、以下の取組を推進すること。 

（１）毎年度「環境報告書」を作成し、これを公表すること。 

（２）温室効果ガスの排出削減については、温室効果ガス排出量の削減に向けた政府方針を達成

するための取組を着実に行うこと。 

■中期計画 

温室効果ガス排出量の削減に向けた政府方針の達成を含め、環境負荷の低減を図るため、環境

配慮の実行計画を定め、業務における環境配慮を徹底するとともに、自己点検を実施する。 

また、毎年度環境報告書を作成し、公表する。 

■平成 29 年度計画 

業務における環境配慮を徹底し、環境負荷の低減を図るため、環境配慮の実行計画を定める

とともに、自己点検を実施し、環境配慮の取組を職員に促し、省エネルギー（電気使用量の削

減）、省資源（用紙使用量の削減）及び廃棄物の排出抑制等に努める。 

温室効果ガスの排出抑制について、気候変動枠組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）パリ協

定を踏まえた政府の地球温暖化対策計画の策定状況も踏まえつつ、「独立行政法人環境再生保全

機構がその事務及び事業に関し温室効果ガス排出削減等のため実行すべき措置について定める

実施計画」の着実な進展を図る。 

平成 28 年度の事業活動に係る環境配慮等の状況に関し、環境報告書を作成し、公表する。さ

らに、環境政策の実施機関である機構の組織で培われた職員の業務専門性を活かしながら、地

域における社会貢献活動に積極的に取り組む。 

環境報告書の作成、公表に当たっては、業務に付随する環境配慮を基本としながら、機構の

事業活動そのものが環境分野の社会貢献活動であることを踏まえ、機構の事業や地域貢献等を

積極的に取り上げ、国民に対する情報発信ツールとして活用する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 

 （平成 16年法律第 77号）第９条 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要な経年データ 

評価対象

となる指

標 

達成目標 

基準値 

（前中

期目標

期間最

終年度

値等） 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

（参考

情報） 

当該年

度まで

の累積

値等、

必要な

情報 

温室効果

ガス排出

量（温室

効果ガス

量） 

18 年度比

で 35％削

減（改正前

の目標） 

18年度

比 
▲44.2％ ▲50.0％ ▲52.4％ 

（▲43.3％）

（ ※ １ 参 考 値 ）
－

25 年度比

で 10％削

減（改正後

の目標） 

25年度

比 
－ － －

▲7.6％ 

（※２暫定値）

※１ 改正前の目標に対する削減率。 

※２ 2016 年度の CO2排出係数を用いた数値であるため、暫定値としている。 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

年度計画に対して十分な取組がなされているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

 以下のとおり、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評定をＢとした。 

● 業務における環境配慮については、環境配慮実行計画及び環境物品等の調達を図るため

の方針を策定するとともに、電気使用量や用紙使用量削減に向けた各種取組を推進した。

この結果、電気使用量及び用紙使用量について、平成 28 年度実績からさらに削減するこ

とができた。また、目標値を設定しているＯＡ機器及び照明等使用による温室効果ガス

排出量は平成 28 年度実績からさらに削減することができた。 
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● 「環境報告書 2017」を作成し、平成 29 年９月末にホームページに公表するとともに、関

係機関等に配布した（10月、約 3,000 部）。 

● 社会貢献活動の推進については、地元川崎における活動を中心に地域に根ざした積極的

な取組を推進した。 

■課題と対応 

 平成 29年度までの取組状況等を踏まえ、引き続き、業務における環境配慮に取り組む。 

■主要な業務実績 

（１）温室効果ガスの排出抑制への取組 

 平成 27年に採択されたパリ協定を踏まえて平成 28 年５月に「政府実行計画」及び「政府

実行計画実施要領」が定められ、また、平成 29年３月に環境省においても「環境省実施計

画」が公表されている状況に鑑み、「独立行政法人環境再生保全機構がその事務及び事業に

関し温室効果ガス排出削減等のため実行すべき措置について定める実施計画」（以下「機構

実施計画」という。）について新たな削減目標の設定等の改正を行い、機構として実行すべ

き措置を具体的かつ着実に実施していくことを明らかにした（10 月）。 

（資料編 P94_共通 6 独立行政法人環境再生保全機構がその事務及び事業に関し 

温室効果ガスの排出削減等のため実行すべき措置について定める実施計画） 

 主な改正点は次のとおり。 

① 取組の対象期間について、2017 年度（平成 29 年度）までから 2030 年度（平成 42

年度）までに改める。 

② 温室効果ガス排出量の削減目標について、これまで対象を事務所における照明及び

コンセントとしていたが、サーバ室や空調も含めたオフィス全体の電気の使用による

温室効果ガスの総排出量を、2013 年度（平成 25年度）を基準として、2030 年度（平

成 42 年度）までに 40%削減することとし、中間目標である 2020 年度（平成 32 年度）

までに 10%削減を目指すこととした。なお、目標は、機構の取組の進捗状況や温室効

果ガスの排出量の状況などを踏まえ、一層の削減が可能である場合には適切に見直す

こととした。 

③ 個別対策に関する目標として、次表のとおり定めた。 

対策項目 目標値 

事務所の単位面積当たりの

電気使用量の削減 

2013 年度比で 2020 年度までに 10%削減 

用紙の使用量の削減 2013 年度比で 2020 年度までに 25%以上削減

廃棄物の排出量の削減 2013年度比で2020年度までに増加させない

こと及び廃棄物中の可燃ごみの量を 2013 年

度比で 2020 年度までに増加させないこと 

④ 地球温暖化対策の観点からも、「次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計
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画」、時間外労働の適正管理に向けた年度計画等に基づく業務効率化や超過勤務の削

減、休暇の取得促進等の取組が、省 CO2にもつながる対策であることを踏まえ、ワー

クライフバランスに係る各種取組の推進を新たに定めた。

上記の新たな削減目標に対する平成 29 年度の達成状況は、次のとおり。  

削減対象項目 達成目標 達成状況 

温室効果ガス排出量 2013 年度比で 10%削減 7.6%減 

事務所の単位面積当

たりの電気使用量 

2013 年度比で 2020 年度

までに 10%削減 

3.0%減 

用紙の使用量 2013 年度比で 2020 年度

までに 25%以上削減 

29.6%減 

廃棄物の排出量 2013 年度比で 2020 年度

までに増加させないこと

及び廃棄物中の可燃ごみ

の量を 2013 年度比で

2020 年度までに増加さ

せないこと 

13.1%増 

可燃ごみについては 

99.8%増（※） 

※ 廃棄物の排出量については、平成 29 年度の機構実施計画の改正により、廃棄物

中の可燃ごみの量についても削減目標を設定し、削減に取組むこととした。平成

29 年度については、11月に実施したオフィスレイアウト変更に伴う増加のほか、

業務の繁忙期に排出量が増加する傾向が見られ、可燃ごみの排出量が 2013 年度比

で大幅増となった。 

平成 30 年度以降の課題として、可燃ごみを中心に廃棄物の排出量抑制に一層取

り組むことが不可欠と判断している。 

（２）業務における環境配慮 

① 環境配慮実行計画の実施等 

上記のとおり、機構実施計画を改正するとともに、これを踏まえた取組項目「平成 29

年度環境配慮のための実行計画（以下「実行計画」という。）」を策定した。また、本計画

の実施状況についての自己点検を 12 月及び３月に実施した。 

（資料編 P100_共通 7 平成 29 年度環境配慮のための実行計画） 

② 環境物品等の調達を図るための方針の策定等 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、平成 29年度の環境

物品等の調達の推進を図るための方針を定め、目標を達成すべく調達を行った。  

③ 電気使用量及び用紙使用量の削減に向けた各種取組 

電気使用量及び用紙使用量の削減並びに廃棄物の排出抑制については、改正後の機構実

施計画に定めた目標達成のため、環境配慮のための実行計画に基づき、削減に取り組んだ。 
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特に用紙使用量については、28 年度組織全体で一括調達した新たな複合機の機能を有

効活用して不要な印刷や印刷ミスを防止すること等により、平成 30年３月末時点で前年

度同期から 143,390 枚を削減することができた。また、平成 28年度末に１台を導入した

消色インクデジタル複合機も活用することで、用紙の削減に取り組んだ（平成 29 年４月

～平成 30年３月の消色インクデジタル複合機による削減枚数：4,242 枚）。 

（３）環境保全等を目的とした社会貢献債（ソーシャル・ボンド）の購入 

環境保全等の社会貢献事業への支援を目的とした社会貢献債（ソーシャル・ボンド）につ

いては、機構の趣旨に合致した債券であり、前年度６億円を上回る１２億円を購入した。 

（内訳） 

・独立行政法人国際協力機構債：６億円 

・東京都債：２億円 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構債：４億円 

（４）環境報告書の作成及び公表 

「環境報告書 2017」を作成し、ウェブサイトで公表した（９月）。 

平成 29 年度は、環境報告として電気使用量、用紙使用量、ごみ排出量及び温室効果ガス

排出量の削減目標への達成状況等について報告を行うとともに、「環境研究の新たな展開へ

のＥＲＣＡの貢献」をテーマとした特集を組み、平成 28 年 10 月に環境省から移管された環

境研究総合推進業務を中心にＥＲＣＡの事業において実施している調査研究について報告

したほか、ＥＲＣＡの重点課題として推進している人材育成に関する事業やＥＲＣＡにおけ

る社会貢献活動の取組等を掲載した。 

なお、環境報告書は機構の関係機関等へ配付（約 3,000 部。10 月）した。 

（５）社会貢献活動の推進 

社会貢献活動の推進については、平成 28 年度に引き続き①職員個人による自発的なボラ

ンティア活動の推進、②職員の業務専門性を活かした社会貢献の推進、③社会的ニーズに対

応した社会貢献を柱とする地域に根差した取組の推進に取り組んだ。 

具体的には、職員の自発的な活動の機会及び地域貢献の場として「2017 川崎国際多摩川

マラソン」（11月）及び「2018 多摩川リバーサイド駅伝」（３月）への運営ボランティアへ

の参加（11 月）を行った。さらに、平成 28年度に引き続き、古着の寄付や市民スポーツ大
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会へのボランティア参加を行ったほか、新規の取組として、新宿区立環境学習情報センター

が実施している「素敵なカレンダーを捨てるなんて、もったいない！キャンペーン」に参加

し、不要な 2018 年カレンダーや手帳について寄附を行った。 
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Ⅲ．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算、収支計画、資金計画 

■中期目標 

自己収入・寄付金の確保に努め、「Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項」で定める事項に配慮

した中期計画の予算及び資金計画を作成し、当該予算による運営を行うこと。 

なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務の発生状況にも留意した

上で、厳格に行うものとする。 

■中期計画 

別紙のとおり 

毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務の発生状況にも留意した上で、

厳格に行うものとする。 

■平成 29 年度計画 

別紙のとおり 

（注）中期計画及び平成 29 年度計画における「別紙」は省略する。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

  － 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

・ 計画予算と実績について「Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項」で定める事項に配慮した

ものとなっているか。 

・ 運営費交付金について運営費交付金債務の発生要因等について分析が行われているか。 

■主要な業務実績 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

  以下により、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、上記のとおり、自己評

価を「Ｂ」とした。 

● 計画予算に基づく予算執行状況の定期的な把握など執行管理を適切に実施した。 
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● 資金運用環境が前年度に引き続き厳しい状況の中、有価証券の取得範囲の拡大や資金の一

部を短期運用から中期の債券による運用へシフトする等を行ったことで前年度よりも普通

預金残額の圧縮を図ることができた。 

■課題と対応 

今後も引き続き、計画予算に基づく予算執行状況の定期的な把握など執行管理を適切に実施し

ていく。 

■主要な業務実績 

１．29 年度計画予算と実績（概略） 

法人総計としての収入は、計画額約 593 億円に比し実績額約 600 億円と＋7 億円(＋1.3％)と

なった。また、法人総計としての支出は、計画額約 578 億円に比し実績額約 534 億円と▲43 億

円(▲7.5％)の減少となった。 

各勘定の主な増減要因については、以下のとおり。 

【法人総計】   

                    （単位：百万円） 

事項 計画予算 実績 差額 

収入 59,269 60,015 ＋746 

支出 57,785 53,449 ▲4,336 

【公害健康被害補償予防業務勘定】   

                   （単位：百万円） 

事項 計画予算 実績 差額 

収入 42,677 39,975 ▲2,702 

支出 42,919 40,166 ▲2,753 

収入のうち、納付財源引当金戻入が予算に比し計画を下回ったため、▲2,702 百万円となっ

た。 

  支出については、公害健康被害補償予防業務経費における認定患者数が予算に比し計画を下

回ったため、▲2,753 百万円となった。 

【石綿健康被害救済業務勘定】   

                    （単位：百万円） 

事項 計画予算 実績 差額 

収入 4,120 4,215 ＋95 

支出 4,616 4,451 ▲165 

  収入は、労災との併給調整の結果、支払済の救済給付費の返還分を受け入れたことにより、

＋95百円となった。 

  支出については、患者等に対する救済給付費が計画に比し少なかったこと等から、▲165百
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万円となった。 

【環境保全研究・技術開発勘定】   

                    （単位：百万円） 

事項 計画予算 実績 差額 

収入 5,203 5,203 ＋0 

支出 5,208 5,118 ▲90 

支出については、システム開発を翌事業年度に繰り越したこと等により、▲90 百万円とな

った。  

【基金勘定】   

                    （単位：百万円） 

事項 計画予算 実績 差額 

収入 2,981 2,901 ▲81 

支出 4,439 3,241 ▲1,197 

  支出については、PCB 廃棄物の処理が計画に比し予定を下回ったことにより、中間貯蔵・環

境安全事業㈱に対する助成金が少なかったこと等のため、▲1,197 百万円となった。 

 【承継勘定】   

                    （単位：百万円） 

事項 計画予算 実績 差額 

収入 4,288 7,721 ＋3,433 

支出 603 472 ▲131 

  収入は、業務収入(事業資産の譲渡収入及び貸付回収金)等が計画に比し予定を上回ったこと

等から、＋3,433 百万円となった。 

  支出については、保証金の支出が予定を下回ったこと等から、▲131 百万円となった。 
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平成 29 年度の計画額及び実績額  

（１）予算  

① 総計                                         別表－１ 

② 公害健康被害補償予防業務勘定                 別表－２ 

③ 石綿健康被害救済業務勘定           別表－３ 

④ 環境保全研究・技術開発勘定          別表－４ 

⑤ 基金勘定                                     別表－５ 

⑥ 承継勘定                                     別表－６ 

（２）収支計画 

⑦ 総計                     別表－７ 

⑧ 公害健康被害補償予防業務勘定                 別表－８ 

⑨ 石綿健康被害救済業務勘定           別表－９ 

⑩ 環境保全研究・技術開発勘定                   別表－１０ 

⑪ 基金勘定 別表－１１ 

⑫ 承継勘定 別表－１２

（３）資金計画 

⑬ 総計 別表－１３ 

⑭ 公害健康被害補償予防業務勘定 別表－１４ 

⑮ 石綿健康被害救済業務勘定           別表－１５ 

⑯ 環境保全研究・技術開発勘定                   別表－１６ 

⑰ 基金勘定 別表－１７ 

⑱ 承継勘定 別表－１８
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２．運営費交付金債務の発生状況 

各勘定の当期の運営費交付金債務残高は下記のとおり。 

                       （単位：百万円）  

①28 年度末 
②当期 

発生額 

③当期 

取崩額 

29 度末 

(①+②-③) 
主な要因 

公健勘定 86 8 72 21

システム開発経費及び

情報セキュリティ強化

等のために前期からの

繰越した 86 百万円の

うち 72百万円を取崩

し。 

当期、新たにシステム

開発経費の財源として

8百万円を加えた計 21

百万円を翌期に繰越

し。 

研究勘定 5 78 5 78

システム開発経費のた

めに前期から繰越した

5百万円を取崩し。 

当期、新たに競争的資

金及びシステム開発経

費の財源として 78 百

万円を翌期に繰越し。 

基金勘定 174 － 115 58

情報セキュリティ強化

及び地球環境基金運用

益減少分の財源補填等

のために前期から繰越

した 174 百万のうち

115 百万円を取崩し。

残る 58百万円を同様

の財源として翌期に繰

越し。 

承継勘定 187 － 149 38

システム開発経費及び

情報セキュリティ強化

等のために前期から繰

越した 187百万円のう

ち 149 百万円を取崩

し。 

残る 38百万円を情報

セキュリティ強化等の

ための財源として翌期

に繰越し。 

計 451 85 341 195

（注）運営費交付金の会計処理については、独立行政法人会計基準第 81 の運営費交付金の会

計処理に基づき、業務達成基準（管理部門の活動については期間進行基準）を採用してい

る。 
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３．財務の状況 

（１）当期総利益 

   平成 29 年度の総利益は、2,575 百万円であり、その主な発生要因は、承継勘定における

建設譲渡事業に係る貸倒引当金戻入分及び利息の収支差等によるものである。 

各勘定別の当期総利益については、下記のとおり。 

                       （単位：百万円） 

 当期総利益 主な発生要因 

公健勘定 114 業務経理の厚生年金基金の代行返上（153）及び二種経理に

おいて特定賦課金の収益が少なかったことによる損失（▲

50） 

石綿勘定 － － 

研究勘定 12 業務の効率化による経費の縮減（12） 

基金勘定 58 業務の効率化による経費の縮減（58） 

承継勘定 2,392 建設譲渡事業に係る貸倒引当金戻入分（1,575）及び利息収

支差（737） 

計 2,575

（注）石綿勘定は、政府交付金による業務運営並びに被害者救済のための基金を発生費用に

充当することから、損益は発生しない構造となっている。 

（２）利益剰余金 

   利益剰余金は、前年度末の 23,669 百万円に対して、平成 29 年度は、繰越積立金取崩額

32 百万円、当期積立額 2,575 百万円を計上し、当期末残高は 26,212 百万円となった。 

各勘定別の利益剰余金については、下記のとおり。 

 （単位：百万円）   

 ①28 年度末 ②国庫納付額 ③繰越積立

金取崩額 

④当期 

積立額 

29 年度末 

(①-②-③+④) 

公健勘定 637 － 32 114 718

石綿勘定 － － － － －

研究勘定 12 － － 12 23

基金勘定 51 － － 58 108

承継勘定 22,970 － － 2,392 25,362

計 23,669 － 32 2,575 26,212

（３）資金の運用 

資金の運用については、前年度に引き続きマイナス金利政策の影響を受け、金融機関の

預金の引き受け状況が厳しいなか、効率的な運用を図る観点から、 
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①  平成 29年度当初の有価証券に関する主務大臣の指定についての改正により、一般担保

付社債に加え無担保社債も対象となり、有価証券の取得範囲が拡大した。（5銘柄、15 億

円） 

②  その他の資金については、将来的なキャッシュ・フローを精査し、資金の一部を短期

運用から中期の債券による運用へシフトした（13銘柄、146 億円）。 

③  また、直近の大口定期預金等の引き受け状況等から、より引き受けしやすい預入期間・

金額に変更する等、弾力化を図った。 

これらの取り組みの結果、全体の資産が増えている中でも、普通預金残額の圧縮を図る

ことができた。（昨年度比、平均残額は 4.35%ﾎﾟｲﾝﾄ減少） 

○資金別・種類別の平均残額対比

（単位：百万円）

【平成２８年度】 【増減】

普通預金大口定期 譲渡性預金 有価証券等 運用額計 普通預金 大口定期 譲渡性預金 有価証券等 運用額計

A B C D B+C+D＝E A+E A B C D B+C+D＝E

51,206 48,544 82,688 103,583 234,815 286,021 ▲11,185 25,068 ▲29,068 24,452 20,452

17.90% 16.97% 28.91% 36.22% 82.10% 100% ▲4.35% 7.96% ▲10.75% 7.14% 4.35%

【平成２９年度】

普通預金大口定期 譲渡性預金 有価証券等 運用額計

A B C D B+C+D＝E A+E

40,021 73,612 53,620 128,035 255,267 295,288

13.55% 24.93% 18.16% 43.36% 86.45% 100%

資産合計

資産合計

（資料編 P87_共通 2 予算・決算の概要、経費削減及び効率化目標との関係） 

（資料編 P105_共通 8-① 簡潔に要約された財務諸表（法人全体）） 

（資料編 P107_共通 8-② 財務情報 財務諸表の概況） 

（資料編 P109_共通 8-③ 事業の説明 財源構造） 

（資料編 P110_共通 9   運用方針について） 
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２．承継業務に係る債権・債務の適切な処理 

■中期目標

破産更生債権及びこれに準ずる債権並びに貸倒懸念債権について、債務者の経営状況を見極め

つつ、回収と迅速な償却に取り組むことによって、本中期目標期間中にこれらの正常債権以外の

債権を 100 億円以下にすることを目標とする。なお、経済情勢の変化に伴い正常債権以外の債権

の新たな発生も予想されることから、これらの正常債権以外の債権に対する取組状況が明確にな

るように、債権区分ごとに、回収額、償却額、債権の区分移動の状況を明示するものとすること。

また、本中期目標期間内に完済の見込めない債権は、サービサーを積極的に活用するなど効率

的に債権回収を行い、回収率の向上及び回収額の増大に取り組むこと。 

なお、本債権管理回収の業務を行っている組織体制については、その業務実施状況等を踏まえ

つつその縮減を検討し、本中期目標期間中に所要の結論を得ること。 

■中期計画 

（１）承継業務においては、旧環境事業団から承継された建設譲渡事業及び貸付事業に係る債

権の回収を進め、同事業の財源となった財政融資資金の返済を確実に行っていく必要がある。

平成 26 年度期首において約 220 億円と見込まれる破産更生債権及びこれに準ずる債権並び

に貸倒懸念債権（以下「正常債権以外の債権」という。）の残高を第三期中期目標期間中に 100

億円以下に圧縮することを目指す。 

なお、経済情勢の変化に伴い、正常債権以外の債権の新たな発生も予想されることから、こ

れらの正常債権以外の債権に対する取組状況が明確になるように、債権区分ごとに、回収額、

償却額、債権の区分移動の状況を明示することとする。 

上記目標を達成するために以下の①～④を実施する。 

① 約定弁済先の管理強化 

正常債権に係る債務者を含む債務者個々の企業の財務収支状況、資金繰り、金融機関との

取引状況等債務者企業の経営状況の把握に努めるとともに、約定弁済先が万一、経営困難に

陥るなど、弁済が滞る恐れが生じた場合や滞った場合には迅速かつ適切な措置を講ずる。 

② 返済慫慂 

延滞債権は的確に返済確実性を見極め、償却処理、法的処理を実施するほか、民事再生法、

特定調停等による回収計画の策定等、透明性を確保しつつ弁済方法の約定化に努める。 

③ 法的処理 

債権の保全と確実な回収を図るため、訴訟、競売等法的処理が適当と判断されるものにつ

いては厳正な法的処理を進める。 

④ 償却処理 

形式破綻、あるいは実質破綻先で担保処分に移行することを決定したもの等、償却適状と

なった債権は迅速に償却処理する。 

（２）サービサーの活用と借入金等の完済 

返済確実性の見込めない債権は、サービサーを積極的に活用し、回収強化を図る。 

また、財政融資資金の借入金の返済、機構債券の償還を着実に実施し、第三期中期目標期間

中に完済することとする。 
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なお、借入金等の返済のための資金調達に当たっては、市中の金利情勢等を考慮し、極力

有利な条件での借入れを行い、調達コストの抑制を図る。 

■平成 29 年度計画 

破産更生債権及びこれに準ずる債権並びに貸倒懸念債権（以下「正常債権以外の債権」という。）

の残高を本中期目標期間中に 100 億円以下に圧縮するという目標は達成したが、今後、残高の圧

縮に伴い回収困難案件の割合が増加している状況に留意しつつ、更なる圧縮を図るため、 

 ①約定弁済先の管理強化 

 ②返済慫慂 

 ③厳正な法的処理 

 ④迅速な償却処理 

に引き続き積極的に取り組む。 

特に、昨今の経済情勢の変化に鑑み、①の約定弁済先の管理強化に当たっては、これまで約定

どおりの弁済を行ってきた債務者についても、決算書の厳格な分析などにより、その経営状況に

目を配り、延滞発生の未然防止に努めるとともに、万一、延滞が発生した際は、速やかに原因究

明を行い、延滞の解消を図る。 

また、②の返済慫慂については、保有資産の売却、他金融機関への借換、法的・私的再生の活

用など、返済確実性の高い返済策を債務者に慫慂することにより、残高の圧縮を図る。 

さらに、平成 29 年度期首と期末の債権残高を比較し、債権区分ごとの期中の回収額、償却額、

債権の区分移動の状況を明示することにより、正常債権以外の債権への取組状況を明らかにす

る。 

返済確実性の見込めない債権は、サービサーを効果・効率的に活用し、回収強化を図る。 

また、債権残高に占める割合の増加が今後見込まれる回収困難事案について、分析の上、対処

方針を検討する。 

本中期目標期間中の業務実施体制の見直しの課題である、事業管理部の他部門への統合・縮減

等に当たっては、承継業務の更なる効率化が必要であるため、債権管理システムの再構築を平成

29 年 12 月までに終え、平成 30 年 1 月から本格稼動させる。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

 独立行政法人環境再生保全機構法附則第７条第１項（平成 15 年法律第 43号） 
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■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞                  

評価対象

となる指

標 

達 成

目標 

基準値 

（前中

期目標

期間最

終年度

値等） 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 （ 参 考 情

報） 

当該年度ま

での累積値

等、必要な

情報 

正常債権

以外の債

権残高 

（ 計 画

値） 

最 終

年 度

に 

100

億 円

以下 

約 220

億円 

196 億円 

（対前年

度▲24

億円） 

150 億円 

（対前年

度 ▲ 17

億円） 

133 億円 

（対前年

度▲17

億円） 

116 億円 

（対前年

度▲17 億

円） 

100 億円以

下 

（ 対 前 年

度▲16 億

円、期間中

累計 

▲ 120 億

円） 

最終年度の

達成目標を

踏 ま え つ

つ、平成 26

年度の実績

を反映し、

平成27年度

以降の計画

値を設定。 

正常債権

以外の債

権残高 

（ 実 績

値） 

及び 

圧縮額累

計 

  167 億円 

（対前年

度 ▲ 51

億円） 

51 億円 

115 億円 

（対前年

度 ▲ 53

億円） 

104 億円 

88 億円 

（対前年

度 ▲ 26

億円） 

130 億円 

47 億円 

（対前年

度▲41 億

円） 

171 億円 

達成度 

（圧縮額

累計／中

期 目 標

値） 

  42.5％ 86.7％ 108.3％ 142.5％  達成度は中

期計画期間

中の目標値

で あ る ▲

120 億円に

対する達成

割 合 を 示

す。 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

正常債権以外の債権残高の圧縮状況 
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■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ａ 

＜根拠＞ 

平成 26 年度期首において約 220 億円の正常債権以外の債権の残高を中期計画期間中に 100 億

円以下とする目標については昨年度達成したが、本年度においても、約定弁済に加え、保有資産

の売却慫慂による回収、他金融機関借換等に伴う回収、法的再生・私的再生の活用による回収な

どにより、昨年度の 26億円を上回る 41億円の圧縮が図れたことから、上記のとおり、自己評価

を「Ａ」とした。 

■課題と対応 

今後は、回収困難案件が残るほか、経済情勢の変化等に伴って新たな正常債権以外の債権の発

生等も想定されることから、引き続き個別債権の管理を厳格に行い、新たな正常債権以外の債権

の発生の防止、回収額の増額に努めることとする。 

■主要な業務実績 

（１）債権残高の期中変動状況 

平成 29 年度期中の債権残高の変動状況は下表のとおりである。債権残高は期首 230 億円か

ら期末 154 億円となった。 

＜債権残高変動状況表＞                      （単位：億円、単位未満四捨五入） 

債権区分 
H29 年度 

期首残高① 

回 収 

② 

償 却 

③ 

移 入 

④ 

移 出 

⑤ 

H29 年度期末残高 

①-②-③+④-⑤ 

破産更生債権等 37 16 11 2 2 10 

貸倒懸念債権 51 13 - 2 2 37 

小 計 88 29 11 4 4 47 

一般債権 142 34 - - - 108 

合 計 230 63 11 4 4 154 

（２）「正常債権以外の債権」の圧縮のための取組等 

① 正常債権以外の債権にかかる法的処理は、平成28年度から係属していた10件(競売２件、

破産申立１件、仮差押２件、差押１件、訴訟２件、仮処分２件)のうち６件(競売２件、破産

申立１件、仮差押１件、差押１件、訴訟１件)が終結。 

② 上記の取組等の結果、正常債権以外の債権を 29億円回収するとともに 11 億円の償却を行

い、合計で 41億円を圧縮した。 

③ 正常債権も含めた全ての債権について、今後も経営状況に目を配り、決算書等を徴取の上

決算分析を行い、財務内容等を注視していくこととする。 

- 214 -



61 73 49 44 61 46 38 37 40 50 37 36 37 10 

767 
598 

534 461 374 336 311 264 228 169 130 79 51 37 

1,439 

1,188 

1,051 

909 

770 
665 

549 
454 

362 
285 

230 181 142 108 

2,267 

1,859 

1,634 

1,414 

1,205 

1,047 

898 

755 
630 

504 
397 

296 
230 

154 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（単位：億円）

債権残高の推移

（期末残高ベース）

一般債権

貸倒懸念債権

破産更正債権等
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（３）サービサー委託債権からの回収 

  平成29年度のサービサー委託債権からの回収額は22.5億円で、委託費は1.3億円であった。

委託費に対する回収額は 18.0 倍であった。 

＜サービサーへの委託費と委託債権からの回収額＞ 

年 度 委託費 Ａ 
委託債権からの 

回収額 Ｂ 
Ｂ／Ａ 

平成 29年度 1.3 億円 22.5 億円 18.0 倍 

平成 28年度 0.6 億円 11.3 億円 19.1 倍 

平成 27年度 0.7 億円 14.3 億円 20.6 倍 

平成 26年度 0.6 億円 11.0 億円 18.7 倍 

平成 25年度 0.7 億円 11.3 億円 16.2 倍 

平成 24年度 0.7 億円  9.7 億円 14.7 倍 

平成 23年度 0.9 億円 19.3 億円 21.0 倍 

平成 22年度 1.1 億円 14.1 億円 12.5 倍 

平成 21年度 0.8 億円 12.0 億円 14.4 倍 

平成 20年度 1.4 億円 20.1 億円 14.4 倍 

平成 19年度 1.4 億円 27.6 億円 20.3 倍 

平成 18年度 1.2 億円 16.3 億円 13.9 倍 

平成 17年度 1.3 億円 18.8 億円 14.0 倍 

平成 16年度 2.2 億円 35.9 億円 16.1 倍 

※委託費は、手数料、消費税等からなり、供託金等の訴訟費用を含まない。 

＜サービサー委託費内訳＞ 

（単位：億円） 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

管理手数料

回収手数料

消費税
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Ⅳ．短期借入金の限度額 

■中期目標 

 － 

■中期計画 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、単年度 10,000

百万円とする。 

■平成 29 年度計画 

平成 29 年度において、一時的な資金不足等が発生した場合、その対応のための短期借入金の

限度額は、10,000 百万円とする。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

 独立行政法人通則法第 30 条第 2項第 4号（平成 11 年法律第 103 号） 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要な経年データ 

評価対

象とな

る指標 

達 成 目

標 

基準値 

（前中期

目標期間

最終年度

値等） 

平成 

２６ 

年度 

平成 

２７ 

年度 

平成 

２８ 

年度 

平成 

２９ 

年度 

平成 

３０ 

年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、

必要な情報 

短期借

入金の

限度額 

10,000

百万円 

18,600 百

万円 

5,500

百万円 

2,200

百万円 

― ―  一時的な資金不足等に対

応するための短期借入金の

限度額に対して、より少額

で対応。 
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＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

短期借入金の抑制状況 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

  Ｂ 

＜根拠＞ 

  資金の計画的、機動的な管理に努めた結果、平成 29 年度は短期借入を行わなかったことを

踏まえ、上記のとおり、自己評価を「Ｂ」とした。 

■課題と対応 

 資金の計画的、機動的な管理に努め、引き続き借入れを極力最小化する。 

■主要な業務実績 

・ 短期借入金の借入状況 

  平成 29 年度は借入れを行わなかった。 
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Ⅴ．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関す

る計画 

■中期目標 

 － 

■中期計画 

－ 

■平成 29 年度計画 

なし 

- 219 -



Ⅵ．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計

画 

■中期目標 

 － 

■中期計画 

 なし 

■平成 29 年度計画 

 なし 
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Ⅶ．剰余金の使途 

■中期目標 

 － 

■中期計画 

 なし 

■平成 29 年度計画 

なし 
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Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 

■中期目標 

 － 

■中期計画 

 なし 

■平成 29 年度計画 

 なし 
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２．職員の人事に関する計画

■中期目標 

機構は、業務運営の効率化及び業務の質の向上に関する目標の達成を図るため、職員の資質向

上のための研修に関する計画を定め、それを着実に実施するものとすること。 

また、人事評価制度の実施にあたっては、適正な評価制度の運用を行うとともに、それに応じ

た給与体系の見直しを適宜行うこと。 

■中期計画 

（１）第三期中期目標期間中に、債権管理回収業務の組織体制について、業務の状況等を踏ま

え、その縮減等を検討し結論を得る。 

（２）質の高いサービスの提供を行うことができるように、担当業務に必要な知識・技術の習

得、職員の能力開発・人材育成を図るため、各階層、特に管理職層のマネジメント力向上

に向けた各種研修を実施する。 

（３）人事評価制度の適正な運用を行い、評価結果を人事及び給与等に反映し、士気の高い組

織運営に努める。 

（４）人員に関する指標 

管理業務について、一層の事務処理の効率化を図るとともに、承継業務の債権残高の変

動、縮小等を考慮し、業務の実施体制の検討を行い、結論を得る。 

（参考） 

    期初の常勤職員数 140人 

      期末の常勤職員数の見込み 148 人 

■平成 29 年度計画 

（１）本中期目標期間中の目標である債権管理回収業務の組織体制の見直しについて、円滑な業

務実施体制を確保した上で、事業管理部の経理部への統合を進める。 

（２）職員によるより質の高いサービスの提供を行うことができるよう、「ERCA 研修計画」に基

づく研修を展開し、各事業部門の業務遂行に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発・人

材育成を図るための各種研修を実施する。 

 また、女性活躍推進のための研修や自主選択制の研修の実施などにより、職員の自発的か

つ積極的な研修受講及び自己啓発等を促す。 

 なお、政府機関等主催の外部研修の活用及び階層別研修の実施においては、講座数及び参

加者数とも前中期目標期間の最終年度の実績を上回るよう努め、また、業務専門性研修の実

施においては、当初計画講座数を上回るよう努める。 

（３）平成 28 年度に改定した新たな人事評価制度に関し、同年度中に判明した運営上の課題を

改善すること等により、制度改定の目的であった職員一人ひとりの成長、組織全体の成長を

確実なものとするとともに評価結果の人事及び給与への反映により、士気の高い組織運営に

努める。 

 また、平成 28 年度中に導入した指導役制度についても、その運用状況等を確認し、適宜

見直しを図ることで、指導される職員の業務スキルの確実な習得を推進するとともに、指導
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役を担う職員の更なる成長を促す。 

（４）人員に関する指標 

（参考） 

第３期中期目標期間の期初常勤職員数 140 人 

第３期中期目標期間の期末の常勤職員数の見込み 148 人 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

  － 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

主要な経年データ 

評価対

象とな

る指標 

達成

目標 

基準値 

（前中

期目標

期間最

終年度

値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情

報） 

当該年度

までの累

積値等、必

要な情報 

政府機

関等主

催の外

部研修

の活用

（講座

数） 

－ 20 講座 

(25 年度

実績) 

24 講座 37 講座 

(当初計

画：28講

座) 

46 講座 

(当初計

画：39講

座) 

37 講座

（当初計

画：32講

座） 

政府機

関等主

催の外

部研修

の活用

（参加

者数） 

－ 25 名 

(25 年度

実績) 

37 名 65 名 

(当初計

画：40名) 

64 名 

(当初計

画：42名) 

58 名 

（当初計

画：43名） 

階層別

研修の

実施・参

加（講座

数） 

－ ４講座 

(25 年度

実績) 

８講座 10 講座 

(当初計

画：11講

座) 

7 講座 

(当初計

画：９講

座) 

13 講座 

（当初計

画：13講

座） 
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階層別

研修の

実施・参

加（参加

者数） 

－ 36 名 

(25 年度

実績) 

76 名 123 名 

(当初計

画：80名) 

67 名 

(当初計

画：62名) 

132 名 

（当初計

画：102

名） 

業務専

門性研

修の実

施（講座

数） 

 88 講座 

（年度

当初計

画講座

数） 

－ 89 講座 

(当初計

画：88講

座) 

83 講座 

(当初計

画：92講

座) 

81 講座 

（当初計

画：100 講

座） 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

年度計画の各項目に対して十分な取組が検討、実施されているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

Ｂ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評定をＢとした。 

●債権管理回収業務に係る組織体制の見直しについては、同業務を所掌する事業管理部を経理

部に統合した。 

●階層別研修を含む各種研修については、３か年の「ＥＲＣＡ研修計画」を策定し、研修運営

に係るＰＤＣＡサイクル等をより一層明確化するとともに、研修計画に基づき着実に研修を

実施し、職員の能力開発・人材育成に取り組んだ。 

●人事評価制度については、平成 28 年度から導入した新たな人事評価制度に基づく評価結果

の取りまとめ及び職員への意見聴取によって明らかとなった課題等の検討結果を踏まえ、平

成 28年度まで実施していた期中の中間評価の一部を簡略化することで、より合理的な評価

制度に見直した。また、平成 28 年度評価結果について、定期昇給等に適正に反映した。 

■課題と対応 

平成 29 年度までの取組状況等を踏まえて、引き続き、組織・要員体制の見直し、各種研修の

実施、人事評価制度の適正な運用等に取り組む。 

■主要な業務実績 

（１）債権管理回収業務に係る見直し 

債権管理回収業務を所掌する事業管理部を経理部に統合し、名称を新たに「財務部」とし

た（11 月）。 
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（２）各種研修の実施等 

総務部が実施する「一般研修」、「階層別研修」等と各部が実施する「業務専門性研修」を

２本の柱とする「ERCA 研修計画」に基づき研修を実施し、平成 29年度は「一般研修」、「階

層別研修」、「自主研修」、「業務専門性研修」の計 100 講座を延べ 1,619 人が受講した。研修

実績は次のとおり。 

区分 一般研修 階層別研修 
自主研修及び 

資格取得支援策 
業務専門性研修（※） 計 

講座数 4 講座 13 講座 2 講座 81 講座（37 講座） 100講座

参加者数 429 名 132 名 95 名 963 名（58 名） 1,619名

※括弧内の数値は業務専門性研修のうち政府機関等主催の外部研修の数を示す。 

（資料編 P111_共通 10  平成 29 年度 独立行政法人環境再生保全機構研修実績） 

① 一般研修 

行政に携わる者として欠かせない倫理観や内部統制・情報セキュリティ等の知識を持ち、

明るく働きやすい職場をつくる職員を育成することを目的として、各種一般研修を実施し

し、４講座を延べ 429 名が受講した。 

倫理観や内部統制・情報セキュリティ等の知識については、９月に内部統制研修を役職

員 162 名が、10 月にコンプライアンス・情報セキュリティ研修を役職員 164 名が受講し、

近年の他組織における具体的な事例等を通してその重要性を改めて認識した。 

また、ストレスチェック制度及び早期かつ適切なメンタルヘルス対策の重要性への理解

を深めることを目的として、当機構でストレスチェックを初めて受検する職員等を対象と

してメンタルヘルス研修を実施し、39名が受講した。さらに、ストレスと上手に付き合

うために自分に合ったセルフケアを選択し、実践できるようになることを目的とした健康

管理研修（講演会）を 12月及び１月に実施し、役職員のうち希望者 64 名が受講した。 

② 階層別研修 

キャリアアップに応じた職員の能力・スキルの向上を目的として、各種の階層別研修を

実施し、13 講座を延べ 132 名が受講した。 

平成 29 年度は新入職員及び若手職員の育成に重点を置き、新入職員研修については、

実施期間を 28年度から２日間増やして法令・規程等の知識の基礎固めと各部の業務理解

を促進した。その他、10月に入構１・２年目職員を対象としたフォローアップ研修、１

月に入構３年目職員を対象としたキャリアデザイン研修、２月に内定者を対象とした内定

者研修を実施した。 

また、管理職層については、マネジメント力向上に重点を置いた中期計画を踏まえ、管

理職及び次期管理職クラスの職員（２・３等級）を対象に、課題解決能力、プレゼンテー

ション力、マネジメント能力等の向上を目的として、あるべきマネジメントに向けて改善

すべき点、管理職として果たすべき役割や具体的な行動等について９月から２月までの期

間にグループディスカッションを行い、その討議結果を発表する２・３等級人材育成研修

を実施した。 
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＜階層別研修の実績＞ 

研修名 研修概要 対象者 講座数 受講者数

（延べ人数）

内定者研修 業務理解、社会人の心構

え 

内定者 １講座 3 名 

新入職員研修 ビジネスマナー、コンプ

ライアンス、法令・規程、

文書管理、各事業部の業

務等の理解 

平成 29 年度新入

職員 

３講座 15 名 

フォローアップ研

修 

これまでの業務等の振り

返り、今後の目標設定 

１・２年目職員 １講座 10 名 

キャリアデザイン

研修 

自身の今後のキャリアを

描ける力の習得 

３年目職員 １講座 ３名 

１・２等級研修 自己分析、ビジョン共有

に必要なスキルの習得 

１・２等級職員 

（部課長級） 

１講座 27 名 

２・３等級人材育成

研修 

課題解決能力、プレゼン

テーション力、マネジメ

ント能力の向上 

２・３等級職員 １講座 42 名 

５等級研修 自己分析、業務改善に必

要なスキルの習得 

５等級職員 

（主事級） 

１講座 23 名 

新任昇格者研修 各等級に必要とされるマ

ネジメントスキルの習得 

平成 29 年４月昇

格者 

４講座 ９名 

 ③ 職員の自発的かつ積極的な研修受講及び自己啓発等の促進 

業務遂行に有益な知識・スキルを自主的に身につけ業務改善に取り組む職員を育成するた

め、「自主研修」及び「資格取得支援策」を実施し、２講座を延べ 95名が受講した。 

   自主研修については、各職員が必要な知識・スキルを自主的に学べる環境を創出するため、 

120 種類以上のビジネススキル講座等を自由に受講できるＥラーニングを新たに導入し、職

員 92名が受講した。また、資格取得支援策については、業務上必要な資格（簿記、メンタ

ルヘルス・マネジメント検定）の取得のため、職員３名の講座受講を支援した。 

 ④ 業務専門性研修の実施 

81 講座を延べ 963 名が受講し、各部門の業務遂行に必要な専門スキルを向上させた。 

また、業務専門性研修の一環として、各種環境施策の知識等を身につけるため、環境省及

び環境省環境調査研修所が主催する研修に職員 16名が参加した。特に、環境省が実施する

環境問題史現地研修（四日市コース及び西淀川コース）には職員４名が参加し、機構の所掌

業務である公害健康被害補償予防業務の原点を学んだ。
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（３）人事評価制度の運営改善等 

  ① 運用の改善 

平成 28 年度から導入した新たな人事評価制度について、評価結果の取りまとめ及び職員

への意見聴取によって明らかとなった課題等の検討結果を踏まえ、期中の中間評価を簡略化

するなど、より合理的な作業になるよう運用の改善を行った。 

  ② より的確な制度とするための検討 

平成 28 年度から導入した新たな人事評価制度の意図である「人事評価を通じ機構として

求められる職員像を目指し、各階層に求められる役割を的確に果たしうる職員を育成してい

く」観点から、「能力・スキル評価及び業務評価について、より的確に評価すること」によ

り沿った制度に改善するための見直しを行うこととし、本年度準備・習熟期間として導入し

たチーム制の運用状況も考慮して検討を行った。 

また、新たに導入した「指導役」制度についても、より効果的な人材育成に資する制度と

なるよう職員からの意見も取り入れながら制度の再構築についての検討を行った。 

  ③ 評価結果の反映 

   平成 28年度の人事評価結果について、平成 29 年度定期昇給及び６月期賞与の業績手当に

適正に反映した。 
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３．積立金の処分に関する事項

■中期目標 

 － 

■中期計画 

第二期中期目標期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第 44 条の処理を行ってな

お積立金があるときは、主務大臣の承認を受けた金額について、公害健康被害予防事業及び債権

管理回収業務等の財源並びに第二期中期目標期間以前に自己収入財源で取得し、第三期中期目標

期間へ繰り越した固定資産の減価償却に要する費用等に充てることとする。 

■平成 29 年度計画 

前中期目標期間から繰り越した積立金については、公害健康被害予防事業及び債権管理回収

業務等の財源並びに前中期目標期間以前に自己収入財源で取得し、当期へ繰り越した固定資産

の減価償却に要する費用に充てることとする。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

  － 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

  － 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

・環境大臣の承認を受けた金額について、計画で定めたとおりの使用を行っているか。 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

以下により、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、上記のとおり、自己評

価を「Ｂ」とした。 

● 公害健康被害予防事業の財源及び前中期目標期間中に自己収入で取得した固定資産の減

価償却について取崩し、適正な期間損益を計上した。 

■課題と対応 

今後も固定資産の減価償却に要する費用等に充て、適切に処理する。 
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■主要な業務実績 

公害健康被害予防事業の財源 28,728 千円及び前中期目標期間以前に自己収入財源で取得した

固定資産の減価償却等見合い 3,469 千円を取り崩した。 
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４．その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

■中期目標 

 － 

■中期計画 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担の必要性が認められる場合には、次

期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。 

■平成 29 年度計画 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担の必要性が認められる場合には、次

期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。 

■当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 

  － 

■主要な経年データ 

＜主な定量的指標＞ 

  － 

＜その他の指標＞  

  － 

＜評価の視点＞ 

・中期計画期間を超える債務負担の必要性 

■評定と根拠 

＜自己評定＞ 

 Ｂ 

＜根拠＞ 

以下のとおり、年度計画に基づく取組を着実かつ適正に実施したため、自己評価をＢとした。 

● 業務の必要性やスケールメリットなど、債務負担の必要性が認められるものについて、次

期中期目標期間にわたって契約を行った。 

■課題と対応 

業務の必要性やスケールメリットなど、債務負担の必要性が認められるものについて、次期中

期目標期間にわたって契約を行っていく。 
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■主要な業務実績 

29 年度は以下にかかる調達（予定価格 100 万円以上）について、業務の必要性やスケールメ

リット等を考慮し、次期中期目標期間にわたる契約を行った。 

・「東京事務所における室内清掃業務」 

（契約期間：平成 29 年 4月～平成 32 年 3 月） 

・「ぜん息・COPD 電話相談事業の実施業務」 

（契約期間：平成 29 年 4月～平成 31 年 4 月） 

・「労働者派遣契約による業務補助者の確保(29 年度 4月派遣開始分)」 

（契約期間：平成 29 年 4月～平成 32 年 3 月） 

・「データセンターの提供及びネットワーク回線・関連機器の調達」 

（契約期間：平成 29 年 6月～平成 34 年 2 月） 

・「ネットワーク機器の更新及び保守業務」 

（契約期間：平成 29 年 6月～平成 34 年 9 月） 

・「仮想基盤サーバの更新及び運用保守業務」 

（契約期間：平成 29 年 9月～平成 34 年 2 月） 

・「労働者派遣契約による業務補助者の確保(29 年度 8月派遣開始分)」 

（契約期間：平成 29 年 8月～平成 32 年 7 月） 

・「労働者派遣契約による業務補助者の確保(29 年度 10 月派遣開始分及び 29 年度 11月派遣開始

分)」 

（契約期間：平成 29 年 9月～平成 32 年 10 月） 

・「研究情報管理基盤システム構築及び運用保守業務」 

（契約期間：平成 29 年 12 月～平成 32年 3月） 

・「小型ファットクライアントの導入及び保守業務」 

（契約期間：平成 30 年 1月～平成 32 年 3 月） 
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別紙１ 

主務大臣による評価結果に対する主要な反映状況 

＜国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置＞ 

評価項目 指摘事項等 反映状況 

Ⅰ－１－２ 

都道府県等

に対する納

付金の納付 

適正な申告納付を維持するため、現地調査、研修

をはじめとする機会を設けて自治体担当者の事務の

理解を確実に促進されたい。 

原則として、３年に１回のサイクルで現

地調査を行い、適正に指導を行っている。

また、研修については要望のあった全ての

者を対象に行った。 

Ⅰ－２－１ 

収入の安定

的な確保と

事業の重点

化 

運用収入については、市中金利の上昇が見込めな

い状況が続くことにより、今後さらに減少していく

恐れがあることから、より一層の事業の重点化、効

率化及び工夫により、必要とされる事業の実施を確

保していくこと。 

 低金利の状況が継続し、基金の運用収入

が減少傾向にあることから、ぜん息等の発

症予防・健康回復に直接つながる事業に重

点化を図るなど、事業の重点化・効率化を

推進し、必要な事業の確保に努めている。 

 なお、低金利の状況により今後も運用収

入が減少していく恐れがあることから、予

防事業メニューの見直し、事務費の縮減、

事業体制の検討等、多様な角度から検討を

進め、次期中期目標期間における予防事業

の方向性を取りまとめ、環境省に報告した。 

Ⅰ－２－３ 

調査研究 

近年の低金利により予防事業の事業予算が縮小し

ていく状況下では、調査研究事業の予算も縮減され

ることはある程度仕方がない事ではあるが、調査研

究の評価では、内容・質を評価することが重要であ

り、予算の削減率だけをもって事業を評価すること

はあまり適切であるとは言えない。次期中期計画で

は、調査研究の内容・質の評価が事業の評価に反映

されるように目標等を設定すべきである。 

また、分野毎に見ていくと、環境保健分野につい

ては、課題の設定も予防事業としての需要に合致し、

研究成果も研修教材やパンフレット等に活用されて

おり、質の高い研究が適切に運用されているが、環

境改善分野は、調査研究としての質が低い課題が散

見される。調査研究としての意義、内容、質及び費

用対効果等に疑問を呈されるような質の低い課題に

ついては、採択するための甘い評価は排除して不採

択や中間評価での打ち切りを行う等、調査研究の質

を確保する努力をされたい。 

なお、結果として採択課題が無くなる場合には、

まずは課題の設定を見直す等の工夫をして再公募を

行い、更にそれでも質の低い応募しかない場合には、

この分野の調査研究を一時休止することも含めて調

査研究のあり方を検討すべきである。 

調査研究費の削減については、環境大臣

が指示する中期目標に基づき実施している

ところであるが、評価委員会の意見を踏ま

えて研究の内容や質も勘案した上で課題設

定及び採択を行った。なお、環境改善分野

については、評価委員会の意見を踏まえ、

地域の環境改善施策に資する研究テーマを

公募したところ２件の応募があったが、評

価委員会による評価の結果、１件について

は意義、内容、質等が低かったことから不

採択とした。今後も調査研究事業に関して

は評価委員の意見を踏まえ実施する。 
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評価項目 指摘事項等 反映状況 

Ⅰ－３－１ 

助成事業に

かかる事項 

ニーズの的確な把握に努めるとともに、評価制度

の着実な実施により、助成事業のさらなる充実に努

めること。 

団体からのニーズが高い、活動を持続的

に実施することや定着を目指すことに対し

て助成を行うメニューとして「つづける助

成」を新設、運用を開始し、助成事業の充

実を図った。また、評価制度においては、

中間コンサルテーションや書面評価の結果

を団体にフィードバックを行い、評価委員

のアドバイスを踏まえ、翌年度の要望を行

うよう、要望書及び交付申請書の様式の改

善を図った。 

Ⅰ－３－２ 

振興事業に

かかる事項 

ユース世代の環境保全活動を支援するための「全

国ユース環境ネットワーク促進事業」の今後の活用

方策の検討及び研修内容・実施時期などニーズの的

確な把握に努めることによる効果的・効率的な研修

の実施など、振興事業のさらなる充実に努めること。 

平成 27年度から高校生を対象とした環

境活動への表彰を開始し、今年度も引き続

き実施するとともに、平成 28 年度から大学

生の環境活動の表彰も行うため、全国大学

生環境活動コンテスト（ｅｃｏｃｏｎ）に

共催として参画しており、今年度も引き続

き実施した。研修事業については、団体の

ニーズ、アンケート結果などを踏まえ、よ

りキャパシティビルディングに商店を当て

た研修（事業改善、組織管理、資金調達）

を全国５地区で実施した。 

Ⅰ－３－３ 

地球環境基

金の運用等

について 

寄付額に関する第 3 期中期目標を達成するため、

これまで以上に機構の総力を結集し、寄付の獲得に

努めること。 

寄付者の貢献が見える「地球環境基金企

業協働プロジェクト」について、成果及び

効果により寄付の増額結びつくことができ

た。また、役員、職員ともに、継続を含め

て寄付獲得に向けた企業への働きかけや、

身近な寄付方法の周知、さらに、機構の他

部署が実施している市民等が参加している

事業において、地球環境基金事業の周知を

行うことで寄付の獲得に努めている。 

Ⅰ－６－１ 

認定・支給等

の迅速かつ

適正な実施 

環境大臣から求められる追加資料のうち病理標本

の収集については、医療機関から当該染色標本に限

らず可能な限り資料を収集し判定申出することによ

り、追加資料を求められる割合を減らし、引き続き

処理期間の短縮に努める必要がある。 

染色標本に限らず、経過が分かる放射線

画像、呼吸機能検査結果の記録などを医療

機関から収集し、医学的判定の申出を行う

など１回の判定で結果を通知できるよう期

間短縮に努めている。 

Ⅰ－６－３ 

制度運営の

円滑化等 

引き続き、医療従事者・医療機関等への申請手続

きの周知を推進する必要がある。 

また、効果的な制度の周知のため、対象団体や手

段を引き続き検討していく必要がある。 

学会セミナーを通じて制度周知を進めて

いるほか、医療関係団体の協力を得、また、

環境省及び厚生労働省との連携により、医

師・医療機関、医療ソーシャルワーカー等

への制度や申請（請求）手続に関する情報

発信等に取り組んでいる。 
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評価項目 指摘事項等 反映状況 

Ⅰ－６－４ 

救済制度の

広報・相談の

実施 

一時的な効果で終始する広報に留まらず、継続的

に救済制度の広報活動を推進し救済制度の周知徹底

を図る必要がある。また、相談件数の増加が申請件

数の増加に反映されているか注視する必要がある。 

直近２年間で実施した各種広報媒体を活

用した広報における無料電話相談の導入経

路について調査・分析し、最も効果が高か

ったテレビＣＭと新聞などにより制度周知

を図っている。平成 29 年度の無料電話相談

件数、申請（請求）件数は、第３期中期目

標期間中で最大であり、無料相談件数の増

加が申請（請求）件数の増加に反映された

ものと考えている。 

Ⅰ－６－６ 

救済制度の

見直しへの

対応 

今後も引き続き制度運用に係る統計調査や被認定

者に関する石綿ばく露調査を着実に実施し、意見交

換を行っていくとともに、今般の中央環境審議会提

言を踏まえ、関係機関とも連携をとった上で適切な

対応を図っていく必要がある。 

制度運用に係る統計調査や被認定者に関

する石綿ばく露調査を着実に実施した（１-

６-３参照）。 

また、環境省との意見交換会を行い、平

成 28 年 12月にとりまとめられた中央環境

審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委

員会の指摘事項を踏まえ、関係機関と連携

を図りながら、石綿健康被害救済制度の被

認定者実態調査業務の実施、「石綿による肺

がん」の重点周知、医療機関への広報、申

請（請求）書類の様式の電子化などの取組

を行っている。 
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に
お

い
て

、
機

構
設

立
当

初
（

平
成
1
6
年

）
か

ら
助

成
金

の
返

還
や

加
算

金
等

に
関

し
て

規
定

し
て

い
る

交
付

要
綱

を
示

し
、

周
知

を
行

っ
て

い
る

。

３
．

そ
の

他

措
置

状
況

措
置

内
容

・
理

由
等

0
6

1
主

務
省

及
び

関
係

法
人

等
と

情
報

交
換

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
。

0
7

1

公
共

サ
ー

ビ
ス

改
革

基
本

方
針

（
平

成
2
5
年

６
月

閣
議

決
定

）
に

基
づ
き

つ
つ

、
コ

ス
ト

の
分

析
を

行
う

な
ど

し
て

、
平

成
2
5
年

度
に

民
間

競
争

入
札

を
行

い
、

公
害

健
康

被
害

補
償

業
務

に
お

け
る

汚
染

負
荷

量
賦

課
金

徴
収

関
連

業
務

に
つ

い
て

日
本

商
工

会
議

所
と
委

託
契

約
を

締
結

、
申

告
書

等
の

点
検

及
び

未
申

告
督

励
業

務
を

行
う

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

機
構
業

務
の

効
率

化
を

図
っ

た
。

「
独
立
行
政
法
人
改
革
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
（
平
成
2
5
年
1
2
月
2
4
日
閣
議
決

定
）
に
係
る
措
置

状
況

に
つ
い
て
（
平
成
2
9
年
7
月
1
日

時
点
）

講
ず

べ
き

措
置

今
後

の
対

応
方

針

講
ず

べ
き

措
置

今
後

の
対

応
方

針

中
期

目
標

管
理

型
の

法
人

と
す

る
。

－

旧
環

境
事

業
団

か
ら

承
継

し
た

債
権

管
理

回
収

業
務

に
つ

い
て

は
、

債
権

の
回

収
状

況
を

踏
ま

え
つ

つ
、

次
期

中
期

目
標

期
間

中
に

、
業

務
の

実
施

体
制

の
見

直
し

を
行

い
組

織
の

縮
減

を
検

討
し

、
そ

の
結

論
を

得
る

。
実

施
済

み
。

不
正

受
給

、
不

正
使

用
を

防
ぐ

た
め

、
交

付
後

の
調

査
を

的
確

に
実

施
す

る
と

と
も

に
、

受
給

団
体

の
法

令
順

守
体

制
の

確
保

の
た

め
ガ

バ
ナ

ン
ス

強
化

の
支

援
に

努
め

る
。

引
き

続
き

監
査

等
を

実
施

し
て

い
く

。

不
正

受
給

、
不

正
使

用
を

行
っ

た
場

合
に

一
定

期
間

申
請

資
格

を
停

止
す

る
な

ど
制

裁
措

置
の

導
入

を
図

る
。

実
施

済
み

。

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

適
正

化
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
0
年

法
律

第
1
7
9
号

。
以

下
「

補
助

金
等

適
正

化
法

」
と

い
う

。
）

が
適

用
又

は
準

用
さ

れ
る

補
助

金
・

助
成

金
等

に
つ

い
て

、
不

正
の

手
段

に
よ

り
補

助
金

等
の

交
付

を
受

け
、

又
は

他
の

用
途

へ
の

使
用

を
し

た
者

に
は

、
交

付
の

取
消

や
返

還
命

令
が

行
わ

れ
、

ま
た

場
合

に
よ

っ
て

は
刑

事
罰

が
課

さ
れ

る
こ

と
を

補
助

金
等

申
請

の
た

め
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
に

記
載

し
周

知
す

る
。

実
施

済
み

。

講
ず

べ
き

措
置

今
後

の
対

応
方

針

各
法

人
の

効
果

的
か

つ
効

率
的

な
業

務
運

営
の

た
め

、
法

人
間

に
お

け
る

業
務

実
施

の
連

携
を

強
化

し
、

共
同

調
達

や
間

接
業

務
の

共
同

実
施

を
進

め
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
間

接
部

門
の

余
剰

人
材

の
事

業
部

門
へ

の
振

り
分

け
等

を
可

能
に

し
、

全
体

と
し

て
の

業
務

の
最

適
化

を
図

る
。

引
き

続
き

主
務

省
及

び
関

係
法

人
等

と
情

報
交

換
を

す
る

な
ど

、
共

同
調

達
や

共
同

実
施

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
予

定
。

各
法

人
は

、
自

ら
の

事
務

・
事

業
の

見
直

し
を

行
う

た
め

に
、

「
業

務
フ

ロ
ー

・
コ

ス
ト

分
析

に
係

る
手

引
き

」
（

平
成

2
5
年

８
月

１
日

官
民

競
争

入
札

等
監

理
委

員
会

改
訂

）
に

示
さ

れ
た

手
法

等
に

よ
り

業
務

フ
ロ

ー
や

コ
ス

ト
の

分
析

を
行

い
、

そ
の

結
果

に
基

づ
き

、
民

間
委

託
等

を
含

め
た

自
主

的
な

業
務

改
善

を
図

る
。

今
後

該
当

す
る

事
業

が
あ

れ
ば

適
宜

検
討

す
る

。

所
管

法
人

名
環

境
再

生
保

全
機

構
環

境
省

９
９

Ｎ
ｏ
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成　
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立
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環
境
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平

成

30

年

6

月
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